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Ⅰ アンケート調査の概要 

１ 調査の目的 

京田辺市では、一人ひとりの尊厳と人権が尊重され、誰もがいきいきと自分らしく生きること

のできる共生社会の実現を目指して「第２次京田辺市人権教育・啓発推進計画」を平成２８年に

策定（令和３年に改訂）し、人権に関する様々な施策を推進してきました。 

本調査は、「第３次京田辺市人権教育・啓発推進計画」を策定するにあたり、市民の皆様の人権につ

いての意識や理解の現状を把握し、計画策定の基礎資料とするために実施しました。 

 

２ 調査概要 

項目 内容 

調査対象者 市内在住の１８歳以上の方（無作為抽出） 

調査期間 令和７年１月２８日（火）～令和７年２月１８日（火） 

調査方法 郵送配布・郵送回収またはＷＥＢ回答による本人回答方式 

配布数 ３，０００件 

有効回収数 ８２５件（うち郵送回収：５４７件、ＷＥＢ回収：２７８件） 

有効回収率 ２７．５％ 

 

３ 報告書の見方 

◇回答結果の割合「％」は有効サンプル数に対して、それぞれの回答数の割合を小数点以下第２

位で四捨五入したものです。そのため、単数回答（複数の選択肢から１つの選択肢を選ぶ方式）

であっても合計値が１００．０％にならない場合があります。このことは、本報告書内の分析

文、グラフにおいても反映しています。 

◇複数回答（複数の選択肢から２つ以上の選択肢を選ぶ方式）の設問の場合、回答は選択肢ごと

の有効回答数に対して、それぞれの割合を示しています。そのため、合計が１００．０％を超

える場合があります。 

◇図表中において「不明・無回答」とあるものは、回答が示されていない、または回答の判別が

困難なものです。 

◇図表中の「ｎ（number of case）」は、集計対象者総数（あるいは回答者限定設問の限定条件に

該当する人）を表しています。 

◇本文中の設問の選択肢は簡略化している場合があります。 

◇京田辺市における人権意識の調査は今回が初めてであるため、分析の参考として、京都府が令

和２年度に実施した意識調査の結果を掲載し比較しています。 
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４ 調査の精度について 

本調査は無作為に抽出した３，０００人の市民のうち８２５人から回答を得ました。 

この結果がどの程度の精度を持った回答結果であるかについて、アンケート調査結果に対する標

本誤差を算定し、検証します。 

標本誤差Ｅは、以下の計算式で算出されます。 

 

 

 

 

 

■記号の説明 

記号 項目 内容 

Ｅ 標本誤差 上記の計算式で算出 

Ｎ 母集団 
１８歳以上８０歳未満の人口５２，９７７人 

（Ｒ６．１１．１時点） 

ｎ 有効回答数 ８２５件 

Ｐ 回答比率 ５０％の時が最も大きな値となる 

 

■標本誤差の算出結果 

Ｐ（％） 
5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 

95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0 

Ｅ（％） 1.48 2.03 2.42 2.71 2.93 3.10 3.23 3.32 3.37 3.39 

 

標本誤差の算定結果は、最もバラツキが大きくなる回答比率の５０％：５０％で３．３９％でし

た。この結果、今回の調査結果は、９５％の確率で５０±３．３９％の範囲内（信頼度９５％）と

なります。 

 

※統計学的には、標本誤差が５％以下であれば精度の高い調査結果であるとされています。標本誤差

が５％ということは、母集団の真の値（全数調査を行った場合に得られる結果）が、信頼度９５％

の場合（同じ調査を１００回行った場合、９５回まで同じ結果になるという精度）の調査結果より

±５％の範囲にあるということです。 

 

 

  

Ｎ－ｎ 

Ｎ－１ 

Ｐ（１００－Ｐ） 

ｎ × 
Ｅ=±１．９６ 
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Ⅱ 調査結果の総括 

１ 全体的な総括 

本調査では、本市がこれまでに行ってきた人権啓発の取り組みにより、人権意識が高い傾向にあるま

ちであることがわかるとともに、市民が多様な人権分野において様々な意識や認識を持っていることに

ついても明らかになりました。被差別部落（旧同和地区）出身者や女性、子ども、高齢者、障がいのあ

る人、外国人、そしてＬＧＢＴ等の性的少数者などの人権については、本市のこれまでの人権教育・啓

発の取り組み等により、高い水準で「尊重されている」との認識が広がっています。しかし、様々な人

権問題については、実生活における無意識の偏見や世代間の意識差が一部には残っている可能性も調査

結果よりうかがえます。また、犯罪被害者やホームレス、刑を終えて出所した人やアイヌの人々などの

人権問題に対する認識については、人権が尊重されていると思うかを問う設問に対して「わからない」

との回答が選択肢の中で最も多く、情報や接点の少なさが課題であり、今後の人権啓発を進める中で理

解を深めていくことが必要です。また、インターネット上の人権侵害に関する意識は高い一方で、若年

層の認識には課題もみられます。今後は、高い効果がみられた人権教育・啓発の取り組み等を継続する

とともに、世代や対象に応じた啓発により、多様な人権課題への理解促進に取り組んでいくことが重要

です。 

 

２ 分野別の総括 

（１）被差別部落（旧同和地区）出身者の人権問題 

 

差別を再生産しない文化を育むために、 

情報教育・発信と相談支援体制の強化が必要 

 

●被差別部落（旧同和地区）出身者の人権については、問２①で『尊重されていない（「あまり尊重され

ていない」と「尊重されていない」の合計）』と回答した割合は１３．２％にとどまり、『尊重されて

いる（「尊重されている」と「ある程度尊重されている」の合計）』が４０．７％と高い割合となって

います。本市の人権教育・啓発により、一定の理解が進んでいると考えられます。一方、問１３の結

果では、特に結婚の場面において被差別部落（旧同和地区）出身者に対する差別が『ある（「明らかに

ある」と「どちらかといえばある」の合計）』という回答が約４割となっているほか、問２４の結果で

は、被差別部落（旧同和地区）にある物件の購入等は『避けると思う（「避けると思う」と「どちらか

といえば避けると思う」の合計）』という回答が約４割となっているなど、実生活における意識の違い

が残っていることがうかがえます。 

●一方で、年齢別で傾向をみると、２０歳代以下の若い世代は『避けると思う』という回答が若干低く

なる傾向がみられます。この年代は学校教育を通じて部落差別（同和問題）について知ることが多い

一方、家族を通じて知るということが他の年代に比べて低くなっているという特徴があり、人権教育

を受けた親世代の認識が変化し、子世代へ否定的な知識の継承をしなかった結果として、２０歳代以

下の差別意識の低下が生じたという、長期的な教育の成果が上記の調査結果として表れた可能性が考
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えられます。ただし、問１３⑤でも示されるとおり、インターネット上で部落差別（同和問題）に遭

遇することが多い年齢層であることにも注意が必要です。 

●今後は、学校教育での人権学習のさらなる充実や、家庭や地域での世代間の対話などを通じて、差別

を再生産しない文化を育むことが重要です。特に若年層がインターネットで部落差別（同和問題）に

触れる機会が多いため、情報リテラシー教育の強化が求められ、また、正確な情報発信や相談支援体

制の整備も必要であり、多層的な啓発を通じて、無意識の差別の見直しと共生社会の実現をめざして

いくことが重要です。 

 

（２）女性の人権問題 

 

男女の役割に関する無意識の前提の見直しに向けては、 

制度面と意識面の両方からアプローチすることが重要 

 

●女性の人権については、問２②で『尊重されていない』と回答した割合は１６．１％であるのに対し、

『尊重されている』は７０．３％となっており、他の人権分野と比較しても高い値となっています。

また、問２２②の「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という考えに対しては７割以上が『そう思

わない（「どちらかといえばそう思わない」と「そう思わない」の合計）』、問２２③の「親の介護を女

性の役割と決めつけるのはよくない」という考えに対しては約８割が『そう思う（「そう思う」と「ど

ちらかといえばそう思う」の合計）』と回答しています。なお、問２２③の回答傾向を年齢別で分析し

た場合、２０～４０歳代では約９割が『そう思う』と回答する一方、５０歳以上では約８割まで低下

しており、世代間での意識の違いがうかがえます。 

●問１９の受けた人権侵害の内容について、男女間の違いを確認すると、男性は職場でのパワーハラス

メントという回答が高くなっている一方、女性は家庭での暴力や虐待という回答が若干高くなってい

ます。回答件数が少ないため分析には注意が必要ですが、男性は職場での人権侵害、女性は家庭での

人権侵害という枠組みは、前述の「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という考え方が依然として

残っていることの表れとみることもできます。 

●このような結果を踏まえると、意識の面では男女平等が一定程度定着している一方で、生活や就労の

実態においては依然として性別に基づく役割への期待や構造的な不平等が残っている可能性がある

といえます。特に、世代間での意識差がみられることから、全世代的な学びの場づくりが求められま

す。また、問１９における、女性は家庭、男性は職場での人権侵害が多いという傾向は、意識として

男女平等を理解していても、実生活における実行が難しいという現状が背景にあると推測されます。

たとえば、育児・介護休業制度や働き方に関する制度を性別問わず利用しやすい職場風土の醸成や、

家庭における男女の役割に関する無意識の偏見を見直すために、パートナーや家族間での対話を促す

など、性別にとらわれず、自分らしく生活し働ける環境の実現につなげていくことが重要です。 

 

（３）子どもの人権問題 

 

子どもの意見や主体性を尊重するため、 

理解促進や啓発、相談しやすい体制の整備が必要 
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●子どもの人権については、問２③で『尊重されていない』と回答した割合は１２．８％、『尊重されて

いる』は７３．０％となっており、他の人権分野と比較しても高い値となっています。また、問２２

④の、当事者である子どもの意見を聞かずに大人だけで決定してよいという考えに対しては約８割が

『そう思わない』と回答しており、子ども自身の主体性を尊重することの重要性を多くの市民が認識

していることがうかがえます。 

●一方で、問２２⑤の、場合によっては子どもが家事等を行うことはやむを得ないという考え方につい

ては、『そう思う』「どちらともいえない」『そう思わない』がそれぞれ約３割となっています。家事や

ケアなどに従事することが、学校に通うことや友達と遊ぶことなどの子どもの権利が侵害されること

（いわゆる「ヤングケアラー」）につながる可能性があるという認識を問う設問ですが、２０歳代以下

や７０歳以上の回答者において『そう思う』という回答が他の年齢層と比べて高くなる傾向がみられ

ます。 

●子どもの意見や主体性を尊重する意識は市民の間で広がりつつありますが、家事やケアへの従事が子

どもの権利を損なう可能性についての理解は十分とはいえません。特にヤングケアラーに対しては

「家庭を助けるのは当然」とする価値観がある程度残っていると考えられます。今後は「子どもの最

善の利益」の視点を共有し、子どもの権利についての理解促進、子どもの生活や学びの機会を守る啓

発の推進が課題となります。また、子どもの権利を守るために、子ども自身が相談しやすい体制の整

備を進めることも重要です。 

 

（４）高齢者の人権問題 
 

高齢者自身が尊重されていると実感できる社会の実現が望まれており、 

意識のギャップ解消と学習機会・発信の場づくりが必要 

 

●高齢者の人権については、問２④で『尊重されていない』と回答した割合は１２．７％、『尊重されて

いる』は７３．７％となっており、他の人権分野と比較しても高い値となっています。ただし、年齢

別でみた場合、年齢が高くなるにつれて『尊重されている』の回答が低くなる傾向がみられます。 

●問２２⑥では、認知症高齢者の行動を制限することは場合によってはやむを得ないという考え方につ

いて聞いていますが、『そう思う』が４９．３％、『そう思わない』が２２．２％で、全体としては必

要に応じた行動制限はやむを得ないという考え方を持つ回答者が多くなっています。こちらも年齢別

で傾向をみた場合、年齢が高くなるにつれて『そう思う』の回答が低くなる傾向がみられます。 

●高齢者の人権が尊重されているとの認識は広がっている一方、当事者である高齢者は必ずしもそう感

じておらず、意識のギャップが課題です。特に認知症の人に対する「行動制限はやむを得ない」との

考えに対し、年齢が高い層ほど否定的であることから、今後は、家族や支援者向けの学習機会や、高

齢者が意見を発信できる場の整備、世代間の対話の促進などを通じて、高齢者自身が尊重されている

と実感できる地域づくりが課題となります。 

 

（５）障がいのある人の人権問題 

 

制度や合理的配慮の一層の浸透に向けて、 

学校や地域、職場などでの継続的な学習機会提供が重要 
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●障がいのある人の人権については、問２⑤で『尊重されていない』と回答した割合は１８．０％、『尊

重されている』は６２．６％となっています。問２２⑦では、障がいの特性に応じた教育や就業機会

の提供が必要かどうかについて聞いていますが、『そう思う』が８２．２％で特に高くなっています。

年齢別の傾向も、どの年齢層においても『そう思う』が８割以上となっており、障がいのある人への

配慮の必要性が、年齢問わず市民に広く浸透していることがうかがえます。 

●一方で、問６の障がいのある人の人権に関する問題として、「障がいの特性が十分に理解されていな

い」が６０．０％で最も高くなっている一方、問４①では障害者差別解消法の認知度として『内容を

知っている（「内容をよく知っている」と「内容を少し知っている」の合計）』という回答が２１．８％、

問５では合理的配慮の認知度として「知っている」という回答が３６．２％となっており、当事者を

支援する法律や必要な配慮の内容を理解している市民は必ずしも多くないことがうかがえます。ただ

し、人権研修等に参加したことがある回答者は、そうでない回答者と比べて法律や合理的配慮の認知

度が２０ポイント以上高くなる傾向がみられます。 

●以上のことから、障がいのある人への配慮の必要性は広く認識されている一方で、法制度や合理的配

慮の内容についての市民の理解は十分とはいえません。特性について理解するための情報発信や、当

事者の声に触れる機会や実践的な学びを通じて理解を深めることが課題となり、特に、研修参加者の

認知度が高い傾向からも、学校や地域、職場などでの継続的な学習機会の拡充が重要です。 

 

（６）外国人等の人権問題 
 

多文化共生の再認識が望まれており、 

相互理解を深める地域交流と意見の発信の仕組みづくりが必要 

 

●外国人の人権については、問２⑥で『尊重されていない』と回答した割合は１５．８％であるのに対

し、『尊重されている』は４８．０％となっています。年齢別でみると、１８・１９歳において『尊重

されている』が特に高い一方、年齢が高くなるにつれて『尊重されている』は低くなる傾向がみられ

ます。問２３では結婚相手の判断条件をうかがっていますが、外国人との結婚については『認めない

（「家族の者や親戚の反対があれば、結婚は認めない」と「絶対に結婚は認めない」の合計）』が２．

０％で低くなっているほか、問２５の就職採用時の判断についても、外国人の採用を『避けると思う

（「避けると思う」と「どちらかといえば避けると思う」の合計）』は５．２％で低くなっています。

一方で、問２４の住宅購入時等の判断条件については、『避けると思う』は１７．１％となっています。 

●問２２⑨のヘイトスピーチは許されないという考え方について、『そう思う』は７１．０％、『そう思

わない』は６．５％となっています。問８のヘイトスピーチに対する認知度をうかがう設問では、全

体の約７割が「知っている」と回答していますが、年齢別でみると、３０歳代以下では若干認知度が

低くなる傾向がみられます。問９のヘイトスピーチの認識経路をうかがう設問では、全体では「テレ

ビ・ラジオや新聞などの報道で見たり聞いたりしたことがある」が高く、年齢別でみても３０歳代以

上の主な認識経路となっていることがうかがえる一方、２０歳代以下では「デモ等の様子をインター

ネットなどで見たことがある」「学校の授業で教わった」が高くなっています。 

●一方で、問２２⑧の、日本で暮らす外国人は、日本文化に適応する努力をすべきという考え方につい

て、『そう思う』は５６．２％である一方、『そう思わない』は１４．３％と低くなっています。また、
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問１０のヘイトスピーチに対する認識に関する設問において、「日本の文化や慣習に合わせる努力を

すべき」について『そう思う』と回答した方が、『そう思わない』と回答した方より「ヘイトスピーチ

される側にも問題があると思った」「ヘイトスピーチをする側の主張も一理あると思った」が高くな

る傾向にあります。 

●外国人に対する差別的言動は多くの市民が否定しており、結婚や就職といった場面においても外国人

への差別的な認識は少ないことが調査結果よりうかがえます。一方で、住宅購入等の生活圏を共有す

る場面においては否定的な回答が一定数存在していることや、「文化に適応すべき」といった意識も

少なからずみられることから、今後も、多文化共生を相互理解と尊重の視点で捉え、地域での交流や

当事者の声を活かした啓発、意見を発信できる仕組みづくりを進めることが大切です。 

 

（７）犯罪被害者等の人権問題 

 

被害者の人権尊重に向けて、 

支援制度の周知と理解促進の啓発が必要 

 

●犯罪被害者とその家族の人権については、問２⑧で『尊重されていない』と回答した割合は２９．２％、

『尊重されている』は１５．０％で、他の人権分野と比べても特に低くなっています。年齢別でみる

と、１８・１９歳において『尊重されている』が特に高い一方、年齢が高くなるにつれて『尊重され

ている』は低くなる傾向がみられます。 

●問２６では、犯罪被害者とその家族の人権について問題だと思うことを聞いており、「犯罪行為によ

って精神的・経済的な負担等を受けること」「事件が周囲の噂になったり、好奇の目で見られたりする

こと」が約６割で特に高くなっています。問１６のインターネットで発生している人権問題について

も、問２⑧で『尊重されていない』と回答した方が、『尊重されている』と回答した方より「プライバ

シーに関する情報が掲載されること」が高くなる傾向があります。 

●なお、問２６の犯罪被害者やその家族に関することについて、「犯罪被害に遭った人に対する市民の

理解が十分でないこと」「相談できる場所や支援してくれる組織の存在がわかりにくいこと」「社会復

帰や日常生活の再建を支援する制度が十分でないこと」などにおいて、『尊重されていない』との回答

が『尊重されている』に比べて高く、被害後の支援制度への問題意識が高い傾向であると考えられま

す。 

●犯罪被害者とその家族の人権は他の分野と比べて尊重されていないと感じる人が多く、特に支援制度

の不足や理解のための情報の不足、プライバシー侵害が課題とされています。今後も、相談窓口や支

援制度の周知に努めるとともに、地域や学校での啓発活動を通じて、被害者への共感と理解を広げる

ことが重要です。 

 

（８）ＬＧＢＴ等の性的少数者の人権問題 

 

多様性を支える社会づくりが望まれており、 

全世代間における意識の共有と制度的保障の両立が必要 

 

●ＬＧＢＴ等の性的少数者の人権については、問２⑩で『尊重されていない』と回答した割合は２４．
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５％、『尊重されている』は２８．９％と、肯定的・否定的認識がほぼ同程度で存在している一方、「わ

からない」の回答が４２．７％となっています。 

●問４④のＬＧＢＴ理解増進法の認知度については、全体では『内容を知っている』が３１．９％で、

他の法律と比べて認知度が高く、年齢別でみると、特に２０歳代以下において『内容を知っている』

が高くなる傾向があり、近年の教育の場における人権教育の効果がみられます。また、問１４のＬＧ

ＢＴ等の性的少数者の存在に対する認知については、８割以上の方が「知っている」と回答していま

す。年齢別でみると、７０歳代では「知っている」が約７割まで低下するのに対し、それ以外の年齢

層では「知っている」が８割以上と高い水準となっています。 

●問２２⑫の、ＬＧＢＴ等であることをカミングアウトできない社会は問題であるという考え方につい

て、『そう思う』は６７．５％、『そう思わない』は５.９％となっています。年齢別でみると、『そう

思う』は３０歳代が最も高く、年齢が高低するにつれて低くなる傾向がみられます。 

●問１５のＬＧＢＴ等の性的少数者が暮らしやすい社会に必要なことについては、全体では「多様な性

のあり方について理解を深める教育を幼少期から進めていく」が６４．６％で最も高くなっています。

なお、「ＬＧＢＴ等の性的少数者のカップルなどに対して、結婚に相当する関係とする証明書を発行

し、様々なサービスや社会的配慮を受けやすくする制度(パートナーシップ制度)を制定する」「国が

同性婚を認める法整備を進める」については、問２⑩において『尊重されている』と回答した方より、

『尊重されていない』と回答した方が上回っています。 

●ＬＧＢＴ等の人権に関する市民意識は、「知っている」「関心がある」層が一定数いる一方で、明確な

意見を持つことができていない層も存在しており、社会的な合意形成は途上にあるといえます。特に、

制度整備の必要性に対する意識差がみられることを踏まえ、全世代に向けた理解促進の取組を強化す

るとともに、パートナーシップ制度など当事者の声を反映した制度の導入などの取り組みを進めてい

くことが必要です。 

 

（９）インターネット上の人権侵害 
 

若年層のインターネット上の人権意識向上に向けては、 

情報に関する教育・啓発が必要 

 

●問１６のインターネット上での人権侵害の内容については、全体では「他人を誹謗中傷する情報が掲

載されること」が８４．８％で最も高く、次いで「ＳＮＳ（LINE やⅩ（旧 Twitter）など）による交

流が犯罪を誘発する場となっていること」が５６．４％となっています。年齢別でみると、特に１８・

１９歳において「ＳＮＳ（LINE やⅩ（旧 Twitter）など）による交流が犯罪を誘発する場となってい

ること」「プライバシーに関する情報が掲載されること」「リベンジポルノ（元交際相手などの性的画

像を無断でネット上に公開する行為）が行われていること」「特定の地域が被差別部落（旧同和地区）

である、または、あったと示唆するような情報が掲載されること」の回答が低くなる傾向がみられま

す。 

●問１７のインターネットによる人権侵害への対応については、「インターネットを利用するときのル

ールやマナーについての教育、啓発を推進する」が６６．１％で最も高く、次いで「不適切な情報発

信者に対する監視、取締りを強化する」が６０．４％となっています。 
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●インターネット上の人権侵害については、市民の多くが「誹謗中傷」や「ＳＮＳによる犯罪誘発」な

どに強い問題意識を持っていることがわかります。一方で、インターネット上でのプライバシーに関

する情報の取り扱いについては、特に２０歳以下の回答者において、リベンジポルノや部落差別（同

和問題）に関する情報の掲載に対する問題意識が低いなど、一部の人権侵害への認識が他世代より低

くなる傾向もみられます。今後の対応策としては、教育・啓発の推進が求められており、特に若年層

に対しては、ネット上の情報との向き合い方や差別表現の見極めを学ぶ機会の充実が重要です。 

 

（１０）その他の人権問題（難病等の患者、ホームレス、刑を終えて出所した人、アイヌの人々、北朝

鮮当局による拉致被害者等） 

 

理解促進のため、当事者の声を反映した研修と継続的な啓発が必要 

 

●ハンセン病やＨＩＶ感染症、難病患者等の人権については、問２⑦で『尊重されていない』と回答し

た割合は１６．０％、『尊重されている』は２２．２％となっている一方、「わからない」の回答が５

８．２％となっています。問２２⑩の、感染症拡大防止のためにはプライバシーの保護に制限があっ

てもやむを得ないという考え方について、『そう思う』が４０．２％、『そう思わない』が２６．３％

となっています。 

●ホームレスの人権については、問２⑨で『尊重されていない』と回答した割合は２７．４％となって

いる一方、『尊重されている』は１３．０％と低くなっていますが、全体としては「わからない」の回

答が５５．６％と高くなっています。 

●刑を終えて出所した人の人権については、問２⑪で『尊重されていない』と回答した割合は２３．５％

となっている一方、『尊重されている』は１０．７％と低くなっていますが、全体としては「わからな

い」の回答が６２．１％と高くなっています。問２２⑬の、刑を終えて出所した人が更生後にインタ

ーネット等で過去の犯罪歴を調べられるのは仕方がないという考え方について、『そう思う』が３８．

２％、『そう思わない』が２８．４％となっています。 

●アイヌの人々の人権については、問２⑫で『尊重されていない』と回答した割合は１１．９％となっ

ている一方、『尊重されている』は１７．５％となっていますが、全体としては「わからない」の回答

が６６．８％と高くなっています。 

●北朝鮮当局による拉致被害者等の人権については、問２⑬で『尊重されていない』と回答した割合は

２６．５％となっている一方、『尊重されている』は１８．８％となっていますが、全体としては「わ

からない」の回答が５１．０％と高くなっています。 

●上記の回答傾向は、尊重の意識が低いというよりは、「どう考えてよいかわからない」という市民が多

数を占める状況が続いていることの反映であると考えられます。人権研修による効果が低いという調

査結果を踏まえると、当事者の声や具体的な生活実態に触れられるような研修の取り組みを継続する

とともに、テーマ別・対象別に絞った深掘り型の啓発が重要です。また、単発の研修だけでなく、継

続的に触れる機会を設けたり、映像や体験を通じた感情的理解を促す手法の導入も必要です。 
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Ⅲ アンケート調査結果 

１ 人権に関する考え方や認識について 

（人権尊重の感じ方） 

問１ 人権を取り巻く社会の状況について、１０年前と比べてあなたはどう思いますか。 

（①と②のそれぞれについて、単数回答） 

 〔①京田辺市民一人ひとりの人権意識は高くなっている〕についてみると、「どちらともいえない」が

２９．０％と最も高く、次いで「どちらかといえばそう思う」が２８．５％、「わからない」が２４．４％

となっています。しかし、『思う（「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計）』が３５.２％

を占め、『思わない（「どちらかといえばそう思わない」と「そう思わない」の合計）』の８．２％を上回

っていることから、人権意識が高い傾向にあるまちであると言えます。 

 〔②京田辺市は、人権が尊重された豊かな社会になっている〕についてみると、①と同じく「どちら

ともいえない」が３２．５％と最も高く、次いで「どちらかといえばそう思う」が２８．６％、「わから

ない」が２１．１％となっています。また、『思う』も３３.４％を占め、『思わない』の９．１％を上回

っており、人権が尊重された豊かな社会と感じる人の割合が高い傾向にあります。 

 

  

6.7 

4.8 

28.5 

28.6 

29.0 

32.5 

4.2 

4.5 

4.0 

4.6 

24.4 

21.1 

3.3 

3.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①京田辺市民一人ひとりの

人権意識は高くなっている

②京田辺市は、人権が

尊重された豊かな社会に

なっている

全体（n=825）

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらともいえない どちらかといえばそう思わない

そう思わない わからない

不明・無回答
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問１ クロス集計 

〔①京田辺市民一人ひとりの人権意識は高くなっている〕では、男性より女性が、年齢では１８・１

９歳や５０～５９歳、６０～６９歳や７０歳以上の『思う』が全体より高くなっています。 

また、研修への参加状況で、参加したことがあると回答した方の『思う』も全体より高くなっていま

す。 

〔②京田辺市は、人権が尊重された豊かな社会になっている〕では、女性より男性が、年齢では１８・

１９歳や２０～２９歳、５０～５９歳の『思う』が全体より高くなっています。 

また、研修への参加状況で、参加したことがあると回答した方の『思う』も全体より高くなっていま

す。 

     

問１　①京田辺市民一人ひとりの人権意識は高くなっている

思う
どちらともいえな
い

思わない わからない 不明・無回答

％ ％ ％ ％ ％

825 35.2 29.0 8.2 24.4 3.3

男性 326 33.8 29.1 9.8 25.2 2.1

女性 472 36.9 28.8 7.0 23.5 3.8

（　　） 17 29.4 41.2 0.0 29.4 0.0

18・19歳 15 40.0 33.3 0.0 26.7 0.0

20～29歳 74 32.4 28.4 4.1 35.1 0.0

30～39歳 132 28.1 29.5 11.4 30.3 0.8

40～49歳 137 31.3 27.0 13.2 27.0 1.5

50～59歳 181 37.0 31.5 8.3 19.3 3.9

60～69歳 138 39.8 29.7 5.7 21.0 3.6

70歳以上 137 40.8 27.7 4.3 19.7 7.3

ある 106 24.6 31.1 17.0 23.6 3.8

ない 600 37.2 28.7 6.3 25.0 2.8

参加したことがある 200 44.5 23.0 7.5 22.0 3.0

参加したことがない 616 31.8 31.0 8.6 25.3 3.2

※『思う』は「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計、　『思わない』は「どちらかといえばそう思わない」と「そう思わない」の合計
※研修への参加状況の『参加したことがある』は「１～２回」「３～４回」「５回以上」の合計

問１　②京田辺市は、人権が尊重された豊かな社会になっている

思う
どちらともいえな
い

思わない わからない 不明・無回答

％ ％ ％ ％ ％

825 33.4 32.5 9.1 21.1 3.9

男性 326 34.6 31.9 11.0 19.9 2.5

女性 472 33.0 33.3 7.8 21.4 4.4

（　　） 17 35.3 35.3 0.0 29.4 0.0

18・19歳 15 53.4 26.7 0.0 20.0 0.0

20～29歳 74 51.3 17.6 6.8 24.3 0.0

30～39歳 132 29.5 34.1 9.1 26.5 0.8

40～49歳 137 32.1 29.9 13.9 22.6 1.5

50～59歳 181 34.8 34.3 7.8 18.8 4.4

60～69歳 138 31.1 34.8 10.1 19.6 4.3

70歳以上 137 28.5 39.4 6.5 16.8 8.8

ある 106 20.8 36.8 19.9 18.9 3.8

ない 600 36.7 31.7 6.5 21.8 3.3

参加したことがある 200 38.0 34.5 5.0 19.0 3.5

参加したことがない 616 31.8 32.0 10.5 21.9 3.7

※『思う』は「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計、　『思わない』は「どちらかといえばそう思わない」と「そう思わない」の合計
※研修への参加状況の『参加したことがある』は「１～２回」「３～４回」「５回以上」の合計

n

n

研修への
参加状況

全体

性別

年齢
10歳階級

人権侵害経
験の有無

研修への
参加状況

全体

性別

年齢
10歳階級

人権侵害経
験の有無
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参考 問１①の京都府調査（令和２年度）との比較 

全体でみると、京田辺市（Ｒ６）では「どちらともいえない」が２９．０％、京都府（Ｒ２）では「ど

ちらかといえばそう思う」が３１．９％でそれぞれ高くなっています。 

性別でみると、京田辺市（Ｒ６）では男性で「どちらともいえない」が２９．１％、女性で「どちら

かといえばそう思う」が３１．４％と高くなっています。京都府（Ｒ２）では男性、女性ともに「どち

らかといえばそう思う」がそれぞれ３１．８％、３２．６％で高くなっています。 

年齢別でみると、京田辺市（Ｒ６）では３０歳代以下で「わからない」が約３割、４０～４９歳で「ど

ちらともいえない」と「わからない」がそれぞれ２７．０％、５０～５９歳で「どちらともいえない」

が３１．５％、６０～６９歳で「どちらかといえばそう思う」が３５．５％で高くなっています。京都

府（Ｒ２）では１８～２９歳で「わからない」が３０．４％、３０～３９歳で「どちらともいえない」

が２９．０％、４０歳代以上で「どちらかといえばそう思う」が約３割で高くなっています。 

 

  

問1　①京田辺市民（京都府民）一人ひとりの人権意識は高くなっている

そう思う
どちらかと
いえばそう
思う

どちらともい
えない

どちらかと
いえばそう
思わない

そう思わな
い

わからない 不明・無回答

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

京田辺市（R6） 825 6.7 28.5 29.0 4.2 4.0 24.4 3.3

京都府（R2） 1,531 10.8 31.9 26.8 6.4 7.3 15.7 1.0

京田辺市（R6） 326 8.0 25.8 29.1 3.7 6.1 25.2 2.1

京都府（R2） 642 11.4 31.8 25.5 6.7 8.4 15.1 1.1

京田辺市（R6） 472 5.5 31.4 28.8 4.7 2.3 23.5 3.8

京都府（R2） 818 9.9 32.6 27.8 6.0 6.6 16.0 1.1

京田辺市（R6） 89 12.4 21.3 29.2 2.2 1.1 33.7 0.0

京都府（R2） 158 7.6 24.7 25.3 6.3 5.7 30.4 0.0

京田辺市（R6） 132 6.1 22.0 29.5 3.8 7.6 30.3 0.8

京都府（R2） 169 7.1 20.1 29.0 5.9 11.2 26.0 0.6

京田辺市（R6） 137 5.8 25.5 27.0 6.6 6.6 27.0 1.5

京都府（R2） 230 8.7 32.6 28.7 5.7 8.7 15.2 0.4

京田辺市（R6） 181 7.2 29.8 31.5 3.9 4.4 19.3 3.9

京都府（R2） 236 11.4 32.6 23.7 8.5 10.6 12.7 0.4

京田辺市（R6） 138 4.3 35.5 29.7 4.3 1.4 21.0 3.6

京都府（R2） 260 8.8 35.4 29.6 8.1 6.2 10.4 1.5

性別

年齢

全体

男性

女性

18～29歳

30～39歳

n

40～49歳

50～59歳

60～69歳
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参考 問１②の京都府調査（令和２年度）との比較 

全体でみると、京田辺市（Ｒ６）、京都府（Ｒ２）ともに「どちらともいえない」が最も高く、次いで

「どちらかといえばそう思う」が高くなっています。 

性別でみると、京田辺市（Ｒ６）では男性、女性ともに「どちらともいえない」がそれぞれ３１．９％、

３３．３％で高くなっています。京都府（Ｒ２）では男性、女性ともに「どちらともいえない」がそれ

ぞれ３９．９％、４１．２％で高くなっています。 

年齢別でみると、京田辺市（Ｒ６）では１８～２９歳で「どちらかといえばそう思う」が４２．７％、

３０歳代以上では「どちらともいえない」が約３割で高くなっています。京都府（Ｒ２）ではすべての

年齢層において「どちらともいえない」が約３～５割で高くなっています。 

 

  

問1　②京田辺市（京都府）は、人権が尊重された豊かな社会になっている

そう思う
どちらかと
いえばそう
思う

どちらともい
えない

どちらかと
いえばそう
思わない

そう思わな
い

わからない 不明・無回答

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

京田辺市（R6） 825 4.8 28.6 32.5 4.5 4.6 21.1 3.9

京都府（R2） 1,531 3.6 22.0 40.8 8.9 8.4 15.0 1.4

京田辺市（R6） 326 5.5 29.1 31.9 4.9 6.1 19.9 2.5

京都府（R2） 642 4.0 23.7 39.9 8.1 9.7 13.2 1.4

京田辺市（R6） 472 4.4 28.6 33.3 4.2 3.6 21.4 4.4

京都府（R2） 818 2.9 21.6 41.2 9.5 7.2 16.3 1.2

京田辺市（R6） 89 9.0 42.7 19.1 2.2 3.4 23.6 0.0

京都府（R2） 158 3.8 23.4 32.3 7.6 7.6 25.3 0.0

京田辺市（R6） 132 8.3 21.2 34.1 3.8 5.3 26.5 0.8

京都府（R2） 169 1.2 13.0 36.7 11.2 11.8 25.4 0.6

京田辺市（R6） 137 4.4 27.7 29.9 7.3 6.6 22.6 1.5

京都府（R2） 230 2.6 18.7 46.1 10.4 10.9 11.3 0.0

京田辺市（R6） 181 4.4 30.4 34.3 3.9 3.9 18.8 4.4

京都府（R2） 236 3.0 22.0 39.4 12.7 8.9 13.1 0.8

京田辺市（R6） 138 0.7 30.4 34.8 5.8 4.3 19.6 4.3

京都府（R2） 260 3.5 18.8 44.2 10.0 9.2 12.7 1.5

n

60～69歳

全体

性別

男性

女性

年齢

18～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳
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（人権に関する尊重度） 

問２ あなたは、次にあげた人権が尊重されていると思いますか。 

（①～⑬のそれぞれについて、単数回答） 

 『尊重されている（「尊重されている」と「ある程度尊重されている」の合計）』については、〔②女性

の人権〕〔③子どもの人権〕〔④高齢者の人権〕で約７割、〔⑤障がいのある人の人権〕で約６割となって

います。 

 『尊重されていない（「あまり尊重されていない」と「尊重されていない」の合計）』については、〔⑧

犯罪被害者とその家族の人権〕〔⑨ホームレスの人権〕〔⑩ＬＧＢＴ等の性的少数者の人権〕〔⑪刑を終え

て出所した人の人権〕〔⑬北朝鮮当局による拉致被害者等の人権〕で約２割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11.4 

16.7 

21.0 

23.5 

16.1 

12.1 

6.7 

3.8 

2.8 

7.6 

2.7 

4.8 

6.3 

29.3 

53.6 

52.0 

50.2 

46.5 

35.9 

15.5 

11.2 

10.2 

21.3 

8.0 

12.7 

12.5 

10.3 

12.5 

10.7 

9.5 

13.2 

13.6 

12.5 

16.8 

17.7 

18.2 

14.7 

7.3 

11.5 

2.9 

3.6 

2.1 

3.2 

4.8 

2.2 

3.5 

12.4 

9.7 

6.3 

8.8 

4.6 

15.0 

42.4 

9.8 

10.7 

10.1 

15.4 

32.1 

58.2 

52.0 

55.6 

42.7 

62.1 

66.8 

51.0 

3.6 

3.8 

3.6 

3.6 

3.9 

4.1 

3.6 

3.9 

4.0 

3.9 

3.8 

3.8 

3.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①被差別部落（旧同和地区）

出身者の人権

②女性の人権

③子どもの人権

④高齢者の人権

⑤障がいのある人の人権

⑥外国人の人権

⑦ハンセン病・ＨＩＶ感染症・難病

患者等の人権

⑧犯罪被害者とその家族の人権

⑨ホームレスの人権

⑩ＬＧＢＴ等の性的少数者の

人権

⑪刑を終えて出所した人の人権

⑫アイヌの人々の人権

⑬北朝鮮当局による

拉致被害者等の人権

全体（n=825）

尊重されている ある程度尊重されている

あまり尊重されていない 尊重されていない

わからない 不明・無回答
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問２ クロス集計 

 全体的な傾向として、性別では男性、年齢別では１８・１９歳及び２０歳代、人権侵害経験の有無で

は経験がない場合、研修への参加状況では参加したことがある場合に、『尊重されている』が高くなって

います。また、『尊重されている』は、研修への参加状況について、参加したことがある人は、参加した

ことがない人に比べ高い割合となっており、人権研修に一定の効果があると考えられます。 

   

問２　あなたは、次にあげた人権が尊重されていると思いますか。

①被差別部落
（旧同和地区）
出身者の人権

②女性の人権 ③子どもの人権
④高齢者の人
権

⑤障がいのある
人の人権

⑥外国人の人
権

⑦ハンセン病・
ＨＩＶ感染症・難
病患者等の人
権

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

825 40.7 70.3 73.0 73.7 62.6 48.0 22.2

男性 326 42.7 76.4 74.0 77.6 65.1 50.3 26.1

女性 472 40.0 66.9 72.9 70.9 62.1 47.1 19.2

（　　） 17 35.3 53.0 64.7 82.3 47.1 47.0 35.3

18・19歳 15 66.6 80.0 73.4 93.3 86.6 86.7 46.6

20～29歳 74 47.3 82.5 79.8 87.8 66.2 58.1 41.9

30～39歳 132 34.1 72.7 73.5 74.2 62.2 52.3 20.5

40～49歳 137 40.2 71.6 73.7 81.0 70.8 53.3 24.1

50～59歳 181 44.8 68.5 74.5 72.9 64.6 49.7 24.8

60～69歳 138 44.2 64.5 68.8 71.7 55.8 43.5 18.1

70歳以上 137 33.5 68.6 71.5 61.3 56.9 32.1 9.5

ある 106 42.5 51.0 55.7 63.2 53.8 42.5 20.8

ない 600 41.3 75.4 77.3 76.7 64.3 49.0 23.0

参加したことがある 200 49.5 78.0 74.5 80.5 65.0 57.0 27.0

参加したことがない 616 38.0 68.0 72.7 71.7 62.0 45.3 20.4

⑧犯罪被害者と
その家族の人権

⑨ホームレスの
人権

⑩ＬＧＢＴ等の性
的少数者の人
権

⑪刑を終えて出
所した人の人権

⑫アイヌの人々
の人権

⑬北朝鮮当局に
よる拉致被害者
等の人権

％ ％ ％ ％ ％ ％

825 15.0 13.0 28.9 10.7 17.5 18.8

男性 326 19.3 16.3 31.3 13.8 21.2 22.4

女性 472 11.8 10.8 28.0 8.7 15.1 16.8

（　　） 17 23.5 17.7 23.5 11.8 11.8 17.7

18・19歳 15 53.3 20.0 53.3 33.3 40.0 33.4

20～29歳 74 27.0 29.7 44.6 23.0 27.1 23.0

30～39歳 132 13.6 14.4 38.6 10.6 11.4 19.7

40～49歳 137 16.0 16.8 32.1 10.9 17.5 16.8

50～59歳 181 15.5 12.2 30.9 12.7 19.4 20.5

60～69歳 138 10.1 6.5 16.6 5.8 13.7 13.7

70歳以上 137 8.8 5.8 15.3 3.6 16.8 19.7

ある 106 7.6 15.1 25.4 14.1 17.0 18.0

ない 600 16.8 12.5 30.0 10.2 18.5 20.0

参加したことがある 200 17.5 15.0 33.5 13.5 22.5 22.0

参加したことがない 616 14.1 12.4 27.6 9.8 16.1 18.0

※『尊重されている（「尊重されている」と「ある程度尊重されている」の合計）』のみ掲載
※研修への参加状況の『参加したことがある』は「１～２回」「３～４回」「５回以上」の合計

n

n

研修への
参加状況

全体

性別

年齢
10歳階級

人権侵害経
験の有無

研修への
参加状況

全体

性別

年齢
10歳階級

人権侵害経
験の有無
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（人権尊重に関する考え） 

問３ あなたは、「人権が尊重される」とはどういうことだと思いますか。（複数回答） 

 「差別されない、平等であること」が７２．６％と最も高く、次いで「個人として尊重されること」

が６６．４％、「健康で文化的な最低限度の生活を送ることができること」が５４．４％となっています。 

 

  

35.8 

72.6 

66.4 

39.4 

54.4 

1.6 

1.1 

3.4 

0% 20% 40% 60% 80%

公権力から干渉されず、自由に生活できること

差別されない、平等であること

個人として尊重されること

個人のもつ可能性を発揮する機会が認められる

こと

健康で文化的な最低限度の生活を送ることがで

きること

その他

わからない

不明・無回答

全体（n=825）
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問３ クロス集計① 

性別でみると、「男性」より「女性」の方が各選択肢において若干高くなる傾向がみられます。 

年齢別でみると、１８・１９歳では「公権力から干渉されず、自由に生活できること」が高い一方、

６０歳代以上では「個人として尊重されること」が若干低くなっています。 

  

問３　あなたは、「人権が尊重される」とはどういうことだと思いますか。

公権力から干渉
されず、自由に
生活できること

差別されない、
平等であること

個人として尊重
されること

個人のもつ可能
性を発揮する機
会が認められる
こと

％ ％ ％ ％

825 35.8 72.6 66.4 39.4

男性 326 33.1 74.8 63.8 38.0

女性 472 37.9 71.8 68.4 40.0

（　　） 17 29.4 52.9 70.6 47.1

18・19歳 15 53.3 66.7 73.3 40.0

20～29歳 74 35.1 77.0 71.6 37.8

30～39歳 132 36.4 72.0 71.2 47.7

40～49歳 137 29.9 73.0 70.8 42.3

50～59歳 181 37.0 67.4 68.5 38.7

60～69歳 138 37.0 76.1 60.9 41.3

70歳以上 137 36.5 75.9 58.4 29.2

健康で文化的な
最低限度の生
活を送ることが
できること

その他 わからない 不明・無回答

％ ％ ％ ％

825 54.4 1.6 1.1 3.4

男性 326 50.9 2.8 0.9 2.5

女性 472 56.8 0.8 1.3 3.8

（　　） 17 64.7 0.0 0.0 0.0

18・19歳 15 46.7 0.0 0.0 6.7

20～29歳 74 59.5 0.0 2.7 0.0

30～39歳 132 53.8 0.8 1.5 0.8

40～49歳 137 53.3 2.2 0.7 3.6

50～59歳 181 45.3 2.8 0.6 3.9

60～69歳 138 60.9 1.4 1.4 2.9

70歳以上 137 60.6 1.5 0.7 5.8

年齢
10歳階級

n

n

全体

性別

年齢
10歳階級

全体

性別
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問３ クロス集計② 

京田辺市民の人権意識に対する認識でみると、『思う』の場合「個人として尊重されること」が７３．

１％、「健康で文化的な最低限度の生活を送ることができること」が５９．０％となっており、『思わな

い』と比べて高くなっています。 

京田辺市が人権の尊重された豊かな社会になっているかという認識でみると、『思う』の場合「公権力

から干渉されず、自由に生活できること」が４２．８％、「個人として尊重されること」が７２．５％、

「健康で文化的な最低限度の生活を送ることができること」が５８．３％となっており、『思わない』と

比べて高くなっています。 

人権侵害経験の有無でみると、経験がある場合、「個人のもつ可能性を発揮する機会が認められるこ

と」が５０．９％となっており、経験がない場合と比べて高くなっています。 

研修への参加状況でみると、参加したことがある場合、「個人として尊重されること」が７５．５％、

「個人のもつ可能性を発揮する機会が認められること」が４８．０％となっており、参加したことがな

い場合と比べて高くなっています、人権研修の効果があるものと考えられます。 

    

問３　あなたは、「人権が尊重される」とはどういうことだと思いますか。

公権力から干渉
されず、自由に
生活できること

差別されない、
平等であること

個人として尊重
されること

個人のもつ可能
性を発揮する機
会が認められる
こと

％ ％ ％ ％

825 35.8 72.6 66.4 39.4

思う 290 42.1 80.0 73.1 44.1

思わない 68 32.4 70.6 58.8 39.7

思う 276 42.8 76.8 72.5 38.8

思わない 75 24.0 74.7 60.0 38.7

ある 106 36.8 73.6 69.8 50.9

ない 600 35.0 73.2 66.5 37.8

参加したことがある 200 37.0 77.5 75.5 48.0

参加したことがない 616 35.6 71.4 63.8 37.2

健康で文化的な
最低限度の生
活を送ることが
できること

その他 わからない 不明・無回答

％ ％ ％ ％

825 54.4 1.6 1.1 3.4

思う 290 59.0 1.7 0.0 0.0

思わない 68 47.1 4.4 0.0 2.9

思う 276 58.3 1.4 0.4 0.0

思わない 75 46.7 4.0 0.0 1.3

ある 106 56.6 2.8 0.0 4.7

ない 600 53.3 1.0 0.5 3.3

参加したことがある 200 58.0 2.0 0.0 4.0

参加したことがない 616 53.6 1.5 1.5 2.9

※京田辺市民一人ひとりの人権意識は高くなっているの『思う』は「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計、　『思わない』は「どちらかといえばそう思わない」と「そう思わない」の合計

※京田辺市は、人権が尊重された豊かな社会になっているの『思う』は「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計、　『思わない』は「どちらかといえばそう思わない」と「そう思わない」の合計

※研修への参加状況の『参加したことがある』は「１～２回」「３～４回」「５回以上」の合計

n

n

京田辺市民一人ひとりの
人権意識は高くなっている

京田辺市は、人権が尊重された
豊かな社会になっている

京田辺市は、人権が尊重された
豊かな社会になっている

全体

京田辺市民一人ひとりの
人権意識は高くなっている

人権侵害経験の有無

研修への参加状況

人権侵害経験の有無

研修への参加状況

全体
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２ 人権に関する法律について 

（人権に関する法律の認知度） 

問４ あなたは、次のような人権に関連する法律を知っていますか。 

（①～⑤のそれぞれについて、単数回答） 

〔①障害者差別解消法〕〔②ヘイトスピーチ解消法〕〔③部落差別解消法〕では、『知っている（「内容

をよく知っている」と「内容を少し知っている」の合計）』が２０％台で、一番高い〔④ＬＧＢＴ理解増

進法〕でも約３２％となっている一方、〔⑤情報流通プラットフォーム対処法〕では約１０％となってい

ます。 

また、「名称は知っている」が〔①障害者差別解消法〕で約２６％、〔②ヘイトスピーチ解消法〕〔③部

落差別解消法〕〔④ＬＧＢＴ理解増進法〕で３０％台であることから、①～④については認知度が上がっ

ている一方で内容の理解が進んでいない傾向がみられます。 

〔⑤情報流通プラットフォーム対処法〕については、『知っている』が約１０％、「名称は知っている」

も約１４％となっています。 

 

 

 

  

4.5 

3.9 

5.1 

5.1 

1.3 

17.3 

21.7 

22.9 

26.8 

9.0 

25.8 

33.2 

31.6 

33.7 

13.8 

48.8 

37.8 

37.0 

31.3 

72.6 

3.5 

3.4 

3.4 

3.2 

3.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①障害者差別解消法

②ヘイトスピーチ解消法

③部落差別解消法

④ＬＧＢＴ理解増進法

⑤情報流通プラット

フォーム対処法

全体（n=825）

内容をよく知っている 内容を少し知っている 名称は知っている

知らない 不明・無回答
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問４ クロス集計 

性別でみると、男性では〔②ヘイトスピーチ解消法〕や〔④ＬＧＢＴ理解増進法〕において『内容を

知っている（「内容をよく知っている」と「内容を少し知っている」の合計）』がそれぞれ約３割で、女

性と比べて若干高くなっています。 

年齢別でみると、１８・１９歳では〔③部落差別解消法〕および〔④ＬＧＢＴ理解増進法〕において

『内容を知っている』が高くなっています。 

それぞれの分野の人権が尊重されているかどうかの視点からみると、障がいのある人の人権以外の分

野では、尊重されていると感じている場合に、それぞれの法律について『内容を知っている』が若干高

くなっています。 

研修への参加状況でみると、参加したことがある場合に、〔⑤情報流通プラットフォーム対処法〕を除

くそれぞれの法律について『内容を知っている』が約４割まで高くなっています。 

  

 

  

問４　あなたは、次のような人権に関連する法律を知っていますか。

①障害者差別
解消法

②ヘイトスピー
チ解消法

③部落差別解
消法

④ＬＧＢＴ理解増
進法

⑤情報流通プ
ラットフォーム対
処法

％ ％ ％ ％ ％

825 21.8 25.6 28.0 31.9 10.3

男性 326 20.8 31.2 29.1 34.3 9.8

女性 472 21.6 20.7 26.7 29.4 9.7

（　　） 17 29.4 41.2 29.4 41.2 23.5

18・19歳 15 40.0 20.0 60.0 60.0 20.0

20～29歳 74 25.7 28.4 31.1 44.6 12.2

30～39歳 132 19.0 20.4 21.2 33.3 7.6

40～49歳 137 24.8 27.0 27.8 29.9 7.3

50～59歳 181 18.2 23.7 23.8 27.6 9.9

60～69歳 138 23.9 29.7 32.6 29.0 15.2

70歳以上 137 19.0 25.6 29.2 30.6 8.0

尊重されている 336 28.6 34.8 37.5 39.6 14.0

尊重されていない 109 20.2 28.4 29.4 31.2 6.4

尊重されている 517 24.0 27.9 29.7 36.0 11.6

尊重されていない 149 29.5 35.6 28.2 33.6 11.4

尊重されている 396 28.8 34.6 36.6 40.9 14.9

尊重されていない 130 20.8 27.7 28.5 29.2 4.6

尊重されている 239 27.2 33.9 37.7 45.6 16.3

尊重されていない 202 30.7 36.1 36.1 40.6 10.4

参加したことがある 200 41.0 42.5 46.0 43.5 13.0

参加したことがない 616 15.7 20.1 22.4 28.3 9.6

※『内容を知っている（「内容をよく知っている」と「内容を少し知っている」の合計）』のみ掲載

※障がいのある人の人権の『尊重されている』は「尊重されている」と「ある程度尊重されている」の合計、『尊重されていない』は「あまり尊重されていない」と「尊重されていない」の合計

※外国人の人権の『尊重されている』は「尊重されている」と「ある程度尊重されている」の合計、『尊重されていない』は「あまり尊重されていない」と「尊重されていない」の合計

※LGBT等の人権の『尊重されている』は「尊重されている」と「ある程度尊重されている」の合計、『尊重されていない』は「あまり尊重されていない」と「尊重されていない」の合計

※研修への参加状況の『参加したことがある』は「１～２回」「３～４回」「５回以上」の合計

n

研修への
参加状況

被差別部落（旧

同和地区出身

者）の人権

障がいのあ
る人の人権

外国人の
人権

LGBT等の
人権

全体

性別

年齢
10歳階級
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参考 問４の京都府調査（令和２年度）との比較 

全体でみると、「③部落差別解消法」について、京田辺市（Ｒ６）では２８．０％で京都府（Ｒ２）の

２１．７％より若干高くなっています。 

性別でみると、京田辺市（Ｒ６）では男性で「②ヘイトスピーチ解消法」が３１．２％、女性で「③

部落差別解消法」が２６．７％と高くなっています。京都府（Ｒ２）では男性で「②ヘイトスピーチ解

消法」が２９．６％、女性で「③部落差別解消法」が１８．３％で高くなっています。 

年齢別でみると、京田辺市（Ｒ６）ではすべての年齢層で「③部落差別解消法」が約２～４割で高く

なっています。京都府（Ｒ２）では３０～３９歳を除くすべての年齢層で「②ヘイトスピーチ解消法」

が約２～３割、３０～３９歳で「①障害者差別解消法」が１８．４％で高くなっています。 

 

 

 

  

問４　あなたは、次のような人権に関連する法律を知っていますか。

①障害者差別解
消法

②ヘイトスピーチ
解消法

③部落差別解消
法

％ ％ ％

京田辺市（R6） 825 21.8 25.6 28.0

京都府（R2） 1,531 19.5 22.8 21.7

京田辺市（R6） 326 20.8 31.2 29.1

京都府（R2） 642 22.0 29.6 26.0

京田辺市（R6） 472 21.6 20.7 26.7

京都府（R2） 818 17.1 17.0 18.3

京田辺市（R6） 89 28.1 27.0 36.0

京都府（R2） 158 15.8 17.7 12.7

京田辺市（R6） 132 19.0 20.4 21.2

京都府（R2） 169 18.4 18.3 14.2

京田辺市（R6） 137 24.8 27.0 27.8

京都府（R2） 230 17.4 21.3 18.3

京田辺市（R6） 181 18.2 23.7 23.8

京都府（R2） 236 17.8 22.8 20.3

京田辺市（R6） 138 23.9 29.7 32.6

京都府（R2） 260 20.0 25.0 22.7

※『内容を知っている（「内容をよく知っている」と「内容を少し知っている」の合計）』のみ掲載

n

60～69歳

全体

性別

男性

女性

年齢

18～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳
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（障がいのある人への合理的配慮に対する認知度） 

問５ あなたは、障がいのある人への「合理的配慮」という言葉を知っていますか。（単数回答） 

 「知っている」が３６．２％、「知らない」が５８．９％となっています。 

 

 

問５ クロス集計 

年齢別でみると、１０～２０歳代の若い世代では「知っている」が高い一方、年齢が高くなるにつれ

て「知らない」が高くなっています。 

また、人権侵害経験がある場合、研修に参加したことがある場合にも、「知っている」が高くなってい

ます。 

 

 

  

36.2 58.9 4.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=825）

知っている 知らない 不明・無回答

問５　あなたは、障がいのある人への「合理的配慮」という言葉を知っていますか。

知っている 知らない 不明・無回答

％ ％ ％

825 36.2 58.9 4.8

男性 326 43.6 53.4 3.1

女性 472 31.4 63.1 5.5

（　　） 17 47.1 35.3 17.6

18・19歳 15 66.7 33.3 0.0

20～29歳 74 51.4 48.6 0.0

30～39歳 132 43.2 53.8 3.0

40～49歳 137 43.1 53.3 3.6

50～59歳 181 33.7 63.0 3.3

60～69歳 138 31.2 63.0 5.8

70歳以上 137 21.9 66.4 11.7

ある 106 47.2 45.3 7.5

ない 600 35.5 61.3 3.2

参加したことがある 200 58.5 39.0 2.5

参加したことがない 616 29.4 65.6 5.0

※研修への参加状況の『参加したことがある』は「１～２回」「３～４回」「５回以上」の合計

n

研修への
参加状況

全体

性別

年齢
10歳階級

人権侵害経
験の有無
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（障がいのある人の人権に対する問題） 

問６ 障がいのある人の人権に関することで、特に問題があると思うのはどのようなことですか。 

（３つまで複数回答） 

 「障がいの特性が十分に理解されていない」が６０．０％と最も高く、次いで「就労の場や機会が少

なく、経済的に自立が困難である」が５９．８％、「差別的な言動や態度をとられる」が３４．２％とな

っています。 

 

 

  

60.0 

59.8 

29.0 

14.1 

12.0 

21.8 

34.2 

2.8 

1.7 

2.2 

0% 20% 40% 60% 80%

障がいの特性が十分に理解されていない

就労の場や機会が少なく、経済的に自立が困

難である

学校や職場等で嫌がらせやいじめを受ける

結婚に際して周囲の反対を受ける

スポーツ・文化・地域活動などの社会参加の

ための受け入れ体制が十分でない

障がいのある人に必要な情報が伝わらない

差別的な言動や態度をとられる

特にない

その他

不明・無回答

全体（n=825）
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問６ クロス集計 

合理的配慮の認知状況からみると、知っている場合、「障がいの特性が十分に理解されていない」が６

７．９％と高い一方、「就労の場や機会が少なく、経済的に自立が困難である」が５６．５％、「学校や

職場等で嫌がらせやいじめを受ける」が２３．７％となっており、知らない場合と比べて若干低くなっ

ています。 

また、障がいのある人の人権が尊重されていないと感じている場合、「差別的な言動や態度をとられ

る」が４３．０％と尊重されていると感じている場合と比べて高くなっているほか、「就労の場や機会が

少なく、経済的に自立が困難である」が６７．８％、「学校や職場等で嫌がらせやいじめを受ける」が３

４．９％と若干高くなっています。 

なお、研修に参加したことがある場合、「障がいのある人に必要な情報が伝わらない」が２９．０％と

なっており、参加したことがない場合と比べて若干高くなっています。 

 

  

問６　障がいのある人の人権に関することで、特に問題があると思うのはどのようなことですか。

障がいの特性が
十分に理解され
ていない

就労の場や機
会が少なく、経
済的に自立が困
難である

学校や職場等で
嫌がらせやいじ
めを受ける

結婚に際して周
囲の反対を受け
る

スポーツ・文化・
地域活動などの
社会参加のため
の受け入れ体制
が十分でない

％ ％ ％ ％ ％

825 60.0 59.8 29.0 14.1 12.0

知っている 299 67.9 56.5 23.7 13.7 11.4

知らない 486 56.6 63.2 33.1 14.8 12.8

尊重されている 517 59.6 58.0 25.9 14.9 12.0

尊重されていない 149 63.1 67.8 34.9 12.1 12.1

参加したことがある 200 60.5 62.5 26.0 14.5 13.5

参加したことがない 616 60.2 59.1 29.9 14.1 11.7

障がいのある人
に必要な情報が
伝わらない

差別的な言動や
態度をとられる

特にない その他 不明・無回答

％ ％ ％ ％ ％

825 21.8 34.2 2.8 1.7 2.2

知っている 299 24.1 36.1 2.3 2.7 0.3

知らない 486 20.8 34.4 3.1 1.2 0.8

尊重されている 517 22.1 32.3 3.1 1.7 2.5

尊重されていない 149 27.5 43.0 0.0 2.0 0.7

参加したことがある 200 29.0 39.0 1.0 2.0 1.5

参加したことがない 616 19.6 32.8 3.4 1.6 1.9

※障がいのある人の人権尊重の『尊重されている』は「尊重されている」と「ある程度尊重されている」の合計、『尊重されていない』は「あまり尊重されていない」と「尊重されていない」の合計

※研修への参加状況の『参加したことがある』は「１～２回」「３～４回」「５回以上」の合計

n

n

研修への
参加状況

合理的配
慮の認知

合理的配
慮の認知

研修への
参加状況

全体

障がいの
ある人の
人権尊重

障がいの
ある人の
人権尊重

全体
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（障がいのある人の人権に関する考え） 

問７ 障がいのある人の人権を守るために、特に必要なことはどのようなことだと思いますか。 

（３つまで複数回答） 

 「就労の場や機会を充実する」が５１．２％と最も高く、次いで「社会参加しやすくなるような環境

づくりを推進する」が４６．５％、「障がいを理由とした不利益な扱いの防止や合理的配慮についての教

育や啓発を推進する」が４１．９％となっています。 

 

 

 

  

51.2 

46.5 

41.9 

40.0 

22.8 

30.5 

1.3 

1.5 

2.3 

0% 20% 40% 60%

就労の場や機会を充実する

社会参加しやすくなるような環境づくりを推

進する

障がいを理由とした不利益な扱いの防止や合

理的配慮についての教育や啓発を推進する

障がいのある人やその家族等を対象とする相

談や支援体制を充実する

障がいのある人の人権を守るための教育や啓

発を推進する

障がいのある人もない人も互いに交流できる

機会を積極的に設ける

特にない

その他

不明・無回答

全体（n=825）
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問７ クロス集計 

人権侵害経験の有無でみると、経験がある場合、「就労の場や機会を充実する」が４４．３％、「社会

参加しやすくなるような環境づくりを推進する」が３８．７％となっており、経験がない場合と比べて

若干低くなる傾向がみられます。 

研修への参加状況でみると、参加したことがある場合、「障がいのある人の人権を守るための教育や

啓発を推進する」が２８．０％となっており、参加したことがない場合と比べてが若干高くなる傾向が

みられます。 

なお、障がいのある人の人権が尊重されていないと感じている場合、「障がいを理由とした不利益な

扱いの防止や合理的配慮についての教育や啓発を推進する」が５０．３％となっており、尊重されてい

ると感じている場合と比べて高くなる傾向がみられます。 

 

  

問７　障がいのある人の人権を守るために、特に必要なことはどのようなことだと思いますか。

就労の場や機
会を充実する

社会参加しやす
くなるような環境
づくりを推進する

障がいを理由と
した不利益な扱
いの防止や合理
的配慮について
の教育や啓発を
推進する

障がいのある人
やその家族等を
対象とする相談
や支援体制を充
実する

障がいのある人
の人権を守るた
めの教育や啓発
を推進する

％ ％ ％ ％ ％

825 51.2 46.5 41.9 40.0 22.8

ある 106 44.3 38.7 44.3 44.3 25.5

ない 600 52.5 48.5 41.5 40.2 22.0

参加したことがある 200 52.0 47.5 46.0 40.5 28.0

参加したことがない 616 51.3 46.3 41.1 39.9 20.9

尊重されている 517 50.1 46.0 39.8 42.4 21.9

尊重されていない 149 53.0 50.3 50.3 43.0 24.2

障がいのある人
もない人も互い
に交流できる機
会を積極的に設
ける

特にない その他 不明・無回答

％ ％ ％ ％

825 30.5 1.3 1.5 2.3

ある 106 27.4 0.9 4.7 3.8

ない 600 31.8 1.0 1.0 1.5

参加したことがある 200 35.0 0.5 2.0 2.0

参加したことがない 616 29.2 1.6 1.3 1.9

尊重されている 517 30.8 0.6 1.7 2.1

尊重されていない 149 33.6 0.0 1.3 1.3

※研修への参加状況の『参加したことがある』は「１～２回」「３～４回」「５回以上」の合計

※障がいのある人の人権尊重の『尊重されている』は「尊重されている」と「ある程度尊重されている」の合計、『尊重されていない』は「あまり尊重されていない」と「尊重さ

れていない」の合計

n

n

全体

人権侵害経
験の有無

研修への
参加状況

障がいの
ある人の
人権尊重

全体

人権侵害経
験の有無

研修への
参加状況

障がいの
ある人の
人権尊重
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（ヘイトスピーチに対する認知度） 

問８ あなたは、デモ、集会、街宣活動等やインターネット上で行われている特定の民族や国籍の

人々を排斥する不当な差別的言動（ヘイトスピーチ）の存在を知っていますか。（単数回答） 

 「知っている」が７０．５％と、「知らない」の２８．０％を上回っています。 

 

 

問８ クロス集計 

性別でみると、男性の場合「知っている」が７９．１％となっており、女性と比べて高くなっていま

す。年齢別でみると、年齢が高くなるにつれて「知らない」が低くなっています。 

また、人権侵害経験がある場合や研修に参加したことがある場合、「知っている」がそれぞれ８１．

１％、８１．０％となっており、経験がない場合や参加したことがない場合と比べて高くなっています。 

 

  

70.5 28.0 1.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=825）

知っている 知らない 不明・無回答

知っている 知らない 不明・無回答

％ ％ ％

825 70.5 28.0 1.5

男性 326 79.1 19.6 1.2

女性 472 64.4 34.3 1.3

（　　） 17 76.5 17.6 5.9

18・19歳 15 46.7 53.3 0.0

20～29歳 74 68.9 31.1 0.0

30～39歳 132 64.4 34.8 0.8

40～49歳 137 70.8 27.0 2.2

50～59歳 181 72.4 26.5 1.1

60～69歳 138 75.4 23.9 0.7

70歳以上 137 71.5 25.5 2.9

ある 106 81.1 16.0 2.8

ない 600 69.2 30.3 0.5

参加したことがある 200 81.0 17.5 1.5

参加したことがない 616 67.4 31.5 1.1

※研修への参加状況の『参加したことがある』は「１～２回」「３～４回」「５回以上」の合計

人権侵害経
験の有無

研修への
参加状況

問８　あなたは、デモ、集会、街宣活動等やインターネット上で行われている特定の民族や国籍の
人々を排斥する不当な差別的言動（ヘイトスピーチ）の存在を知っていますか。

全体

性別

年齢
10歳階級

n
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参考 問８の京都府調査（令和２年度）との比較 

全体でみると、京田辺市（Ｒ６）、京都府（Ｒ２）ともに「知っている」がそれぞれ７０．５％、６６．

９％で最も高くなっています。 

性別でみると、京田辺市（Ｒ６）では男性、女性ともに「知っている」が７９．１％、６４．４％で

高くなっています。京都府（Ｒ２）では男性、女性ともに「知っている」が７２．９％、６２．３％で

高くなっています。 

年齢別でみると、京田辺市（Ｒ６）では、すべての年齢層で「知っている」が６４．４％から７５．

４％と高くなっています。京都府（Ｒ２）においても、すべての年齢層で「知っている」が６２．０％

から７３．８％と高くなっています。 

 

 

 

  

知っている 知らない 不明・無回答

％ ％ ％

京田辺市（R6） 825 70.5 28.0 1.5

京都府（R2） 1,531 66.9 26.5 6.5

京田辺市（R6） 326 79.1 19.6 1.2

京都府（R2） 642 72.9 21.3 5.8

京田辺市（R6） 472 64.4 34.3 1.3

京都府（R2） 818 62.3 30.9 6.7

京田辺市（R6） 89 65.2 34.8 0.0

京都府（R2） 158 62.0 31.0 7.0

京田辺市（R6） 132 64.4 34.8 0.8

京都府（R2） 169 66.3 27.8 5.9

京田辺市（R6） 137 70.8 27.0 2.2

京都府（R2） 230 70.9 26.1 3.0

京田辺市（R6） 181 72.4 26.5 1.1

京都府（R2） 236 70.8 25.0 4.2

京田辺市（R6） 138 75.4 23.9 0.7

京都府（R2） 260 73.8 20.8 5.4
60～69歳

問８　あなたは、デモ、集会、街宣活動等やインターネット上で行われている特定の民族や国籍の人々を排斥する
不当な差別的言動（ヘイトスピーチ）の存在を知っていますか。

全体

性別

男性

女性

年齢

18～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

n
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（ヘイトスピーチを見聞きした体験） 

問８で「知っている」を選んだ方にお聞きします。 

問９ あなたは、ヘイトスピーチの存在をどこで見聞きしたことがありますか。（複数回答） 

 「テレビ・ラジオや新聞などの報道で見たり聞いたりしたことがある」が７８．５％と最も高く、次

いで「デモ等の様子をインターネットなどで見たことがある」が４２．８％、「直接見たり聞いたりした

ことがある」が１４．１％となっています。 

 

 

 

 

  

14.1 

42.8 

78.5 

11.9 

6.7 

1.5 

4.0 

1.4 

0.9 

0.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

直接見たり聞いたりしたことがある

デモ等の様子をインターネットなどで

見たことがある

テレビ・ラジオや新聞などの報道で

見たり聞いたりしたことがある

啓発ポスターや啓発冊子等でそのような行為が

あることを見たことがある

学校の授業で教わった

ヘイトスピーチに関する集会や研修会で知った

家族、友だち等から聞いたことがある

その他

おぼえていない

不明・無回答

全体（n=582）
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問９ クロス集計 

年齢別でみると、１０～２０歳代の若い世代では「デモ等の様子をインターネットなどで見たことが

ある」や「学校の授業で教わった」が高い一方、３０歳代以上では「テレビ・ラジオや新聞などの報道

で見たり聞いたりしたことがある」が高くなっており、６０歳代以上では約９割まで上昇しています。

学生や１８・１９歳及び２０歳代では「学校の授業で教わった」が高くなっており、学校教育の場で人

権教育が進んでいることがわかります。 

職業・雇用形態別でみると、全体的には「テレビ・ラジオや新聞などの報道で見たり聞いたりしたこ

とがある」が高くなっていますが、自営業・自由業では「啓発ポスターや啓発冊子等でそのような行為

があることを見たことがある」が高くなっています。 

  

問９　あなたは、ヘイトスピーチの存在をどこで見聞きしたことがありますか。

直接見たり聞い
たりしたことがあ
る

デモ等の様子を
インターネットな
どで見たことが
ある

テレビ・ラジオや
新聞などの報道
で見たり聞いた
りしたことがある

啓発ポスターや
啓発冊子等でそ
のような行為が
あることを見たこ
とがある

学校の授業で教
わった

％ ％ ％ ％ ％

582 14.1 42.8 78.5 11.9 6.7

18・19歳 7 28.6 42.9 28.6 0.0 28.6

20～29歳 51 17.6 58.8 51.0 7.8 35.3

30～39歳 85 14.1 50.6 76.5 9.4 8.2

40～49歳 97 12.4 51.5 72.2 7.2 3.1

50～59歳 131 19.1 41.2 80.9 9.9 3.1

60～69歳 104 8.7 30.8 89.4 17.3 2.9

70歳以上 98 13.3 31.6 92.9 19.4 2.0

正社員（会社員） 170 14.7 45.9 72.4 8.2 5.3

正職員（公務員、団体職員等） 55 21.8 47.3 63.6 3.6 5.5

自営業・自由業 31 22.6 51.6 74.2 25.8 6.5

パート・アルバイト・契約社員 108 10.2 37.0 88.9 13.9 2.8

嘱託・派遣社員 12 8.3 33.3 83.3 8.3 0.0

専業主婦・主夫 79 15.2 31.6 84.8 11.4 5.1

学生 29 20.7 58.6 51.7 3.4 51.7

無職・年金生活者 81 8.6 40.7 95.1 23.5 3.7

ヘイトスピーチに
関する集会や研
修会で知った

家族、友だち等
から聞いたこと
がある

その他 おぼえていない 不明・無回答

％ ％ ％ ％ ％

582 1.5 4.0 1.4 0.9 0.2

18・19歳 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～29歳 51 0.0 2.0 3.9 0.0 0.0

30～39歳 85 1.2 3.5 2.4 1.2 0.0

40～49歳 97 4.1 5.2 2.1 1.0 0.0

50～59歳 131 0.8 3.1 1.5 1.5 0.0

60～69歳 104 1.0 4.8 0.0 1.0 0.0

70歳以上 98 2.0 5.1 0.0 0.0 1.0

正社員（会社員） 170 1.8 2.4 1.2 1.8 0.0

正職員（公務員、団体職員等） 55 5.5 3.6 3.6 1.8 0.0

自営業・自由業 31 0.0 6.5 3.2 3.2 0.0

パート・アルバイト・契約社員 108 0.9 4.6 0.0 0.0 0.0

嘱託・派遣社員 12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

専業主婦・主夫 79 0.0 3.8 2.5 0.0 1.3

学生 29 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0

無職・年金生活者 81 2.5 7.4 1.2 0.0 0.0

職業・雇
用形態

全体

年齢
10歳階級

n

n

全体

年齢
10歳階級

職業・雇
用形態
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参考 問９の京都府調査（令和２年度）との比較 

全体でみると、京田辺市（Ｒ６）、京都府（Ｒ２）ともに「テレビ・ラジオや新聞などの報道で見たり

聞いたりしたことがある」が最も高く、次いで「デモ等の様子をインターネットなどで見たことがある」

が高くなっています。 

性別でみると、京田辺市（Ｒ６）では男性、女性ともに「テレビ・ラジオや新聞などの報道で見たり

聞いたりしたことがある」がそれぞれ７３．３％、８５．２％で高くなっています。京都府（Ｒ２）で

は男性、女性ともに「テレビ・ラジオや新聞などの報道で見たり聞いたりしたことがある」がそれぞれ

９１．０％、９０．４％で高くなっています。 

年齢別でみると、京田辺市（Ｒ６）では１８～２９歳で「デモ等の様子をインターネットなどで見た

ことがある」が５６．９％、３０歳代以上で「テレビ・ラジオや新聞などの報道で見たり聞いたりした

ことがある」が約７～９割で高くなっています。京都府（Ｒ２）ではすべての年齢層で「テレビ・ラジ

オや新聞などの報道で見たり聞いたりしたことがある」が約７～９割で高くなっています。 

  

問９　あなたは、ヘイトスピーチの存在をどこで見聞きしたことがありますか。

直接見たり聞い
たりしたことがあ
る

デモ等の様子を
インターネットな
どで見たことがあ
る

テレビ・ラジオや
新聞などの報道
で見たり聞いた
りしたことがある

啓発ポスターや
啓発冊子等でそ
のような行為が
あることを見たこ
とがある

学校の授業で教
わった

％ ％ ％ ％ ％

京田辺市（R6） 582 14.1 42.8 78.5 11.9 6.7

京都府（R2） 1,025 15.2 35.5 90.4 18.5 5.1

京田辺市（R6） 258 17.4 50.8 73.3 13.2 6.2

京都府（R2） 468 17.9 41.7 91.0 19.2 3.8

京田辺市（R6） 304 11.5 35.2 85.2 11.5 7.6

京都府（R2） 510 12.2 30.6 90.4 17.3 6.5

京田辺市（R6） 58 19.0 56.9 48.3 6.9 34.5

京都府（R2） 98 15.3 53.1 74.5 9.2 30.6

京田辺市（R6） 85 14.1 50.6 76.5 9.4 8.2

京都府（R2） 112 19.6 44.6 88.4 17.0 10.7

京田辺市（R6） 97 12.4 51.5 72.2 7.2 3.1

京都府（R2） 163 14.1 46.0 84.7 11.7 0.0

京田辺市（R6） 131 19.1 41.2 80.9 9.9 3.1

京都府（R2） 167 14.4 41.9 93.4 17.4 3.0

京田辺市（R6） 104 8.7 30.8 89.4 17.3 2.9

京都府（R2） 192 11.5 29.2 95.3 17.2 1.6

ヘイトスピーチに
関する集会や研
修会で知った

家族、友だち等
から聞いたこと
がある

その他 おぼえていない 不明・無回答

％ ％ ％ ％ ％

京田辺市（R6） 582 1.5 4.0 1.4 0.9 0.2

京都府（R2） 1,025 2.0 7.5 0.3 0.6 0.0

京田辺市（R6） 258 1.6 2.3 1.6 0.8 0.0

京都府（R2） 468 2.6 6.8 0.4 0.6 0.0

京田辺市（R6） 304 1.6 4.9 1.0 1.0 0.3

京都府（R2） 510 1.2 7.8 0.0 0.4 0.0

京田辺市（R6） 58 0.0 1.7 3.4 0.0 0.0

京都府（R2） 98 3.1 6.1 0.0 1.0 -

京田辺市（R6） 85 1.2 3.5 2.4 1.2 0.0

京都府（R2） 112 1.8 8.0 0.9 0.9 -

京田辺市（R6） 97 4.1 5.2 2.1 1.0 0.0

京都府（R2） 163 1.8 6.7 0.0 0.6 -

京田辺市（R6） 131 0.8 3.1 1.5 1.5 0.0

京都府（R2） 167 2.4 6.6 0.0 0.6 -

京田辺市（R6） 104 1.0 4.8 0.0 1.0 0.0

京都府（R2） 192 1.6 5.2 0.5 0.5 -

全体

性別

男性

女性

年齢

18～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

年齢

18～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

n

n

60～69歳

全体

性別

男性

女性
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（ヘイトスピーチに対する認識） 

問８で「知っている」を選んだ方にお聞きします。 

問１０ あなたは、ヘイトスピーチの存在を見聞きしてどのように思いましたか。（複数回答） 

 「特定の人々を排除するのは、許せないと思った」が５０．０％と最も高く、次いで「日本に対する

印象が悪くなると思った」が２４．１％、「ヘイトスピーチをする側の主張も一理あると思った」が２１．

０％となっています。 

 

 

 

  

50.0 

24.1 

17.2 

6.7 

21.0 

6.9 

8.8 

6.9 

3.3 

0% 20% 40% 60%

特定の人々を排除するのは、許せないと思った

日本に対する印象が悪くなると思った

ヘイトスピーチされる側にも問題があると思った

自分には関係ないと思った

ヘイトスピーチをする側の主張も一理あると思った

「表現の自由」の範囲内のものだと思った

その他

特にない

不明・無回答

全体（n=582）



 

33 

問１０ クロス集計 

最も高い「特定の人々を排除するのは、許せないと思った」を年齢別でみると、４０歳代を中心に、

年齢が高低するにつれ高くなる傾向がみられます。 

外国人が日本の文化や慣習に合わせる努力をすべきかどうかでみると、『思う』の場合、『思わない』

と比べて「特定の人々を排除するのは、許せないと思った」が４２．７％と低くなる一方、「ヘイトスピ

ーチされる側にも問題があると思った」「ヘイトスピーチをする側の主張も一理あると思った」がそれ

ぞれ２３．６％、２７．２％と高くなっています。 

研修への参加状況でみると、参加したことがある場合、「特定の人々を排除するのは、許せないと思っ

た」が６０．５％となっており、参加したことがない場合と比べて高くなっています。 

  

問10　あなたは、ヘイトスピーチの存在を見聞きしてどのように思いましたか。

特定の人々を排
除するのは、許
せないと思った

日本に対する印
象が悪くなると
思った

ヘイトスピーチさ
れる側にも問題
があると思った

自分には関係な
いと思った

ヘイトスピーチを
する側の主張も
一理あると思っ
た

％ ％ ％ ％ ％

582 50.0 24.1 17.2 6.7 21.0

男性 258 49.2 28.3 24.8 7.8 25.6

女性 304 51.3 22.0 10.9 5.6 16.8

（　　） 13 46.2 0.0 0.0 15.4 15.4

18・19歳 7 71.4 28.6 28.6 14.3 28.6

20～29歳 51 49.0 17.6 15.7 13.7 27.5

30～39歳 85 42.4 17.6 14.1 7.1 18.8

40～49歳 97 36.1 26.8 13.4 10.3 24.7

50～59歳 131 52.7 25.2 19.8 3.1 22.9

60～69歳 104 51.9 24.0 16.3 5.8 15.4

70歳以上 98 64.3 30.6 19.4 5.1 17.3

そう思う 335 42.7 28.7 23.6 6.6 27.2

どちらともいえない 152 53.9 17.1 10.5 9.2 14.5

そう思わない 89 73.0 20.2 4.5 3.4 9.0

参加したことがある 162 60.5 30.2 13.0 6.2 19.1

参加したことがない 415 45.5 21.9 19.0 7.0 21.7

「表現の自由」
の範囲内のもの
だと思った

その他 特にない 不明・無回答

％ ％ ％ ％

582 6.9 8.8 6.9 3.3

男性 258 7.4 10.9 4.7 1.6

女性 304 5.6 6.9 8.2 4.9

（　　） 13 23.1 0.0 15.4 0.0

18・19歳 7 14.3 0.0 0.0 0.0

20～29歳 51 13.7 2.0 9.8 5.9

30～39歳 85 9.4 10.6 9.4 1.2

40～49歳 97 9.3 18.6 6.2 0.0

50～59歳 131 4.6 9.9 7.6 1.5

60～69歳 104 5.8 4.8 6.7 5.8

70歳以上 98 2.0 3.1 3.1 7.1

そう思う 335 8.4 11.6 5.4 2.4

どちらともいえない 152 5.3 7.9 9.9 3.9

そう思わない 89 3.4 0.0 6.7 4.5

参加したことがある 162 7.4 8.0 0.6 1.9

参加したことがない 415 6.7 9.2 9.4 3.6

※日本の文化や慣習に合わせる努力をすべきの『そう思う』は（「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計、『そう思わない』は（「どちらかといえばそう思わない」と「そう思わない」）の合計　

※研修への参加状況の『参加したことがある』は「１～２回」「３～４回」「５回以上」の合計

n

n

研修への
参加状況

全体

性別

年齢
10歳階級

研修への
参加状況

全体

性別

年齢
10歳階級

日本の文化や
慣習に合わせ
る努力をすべき

日本の文化や
慣習に合わせ
る努力をすべき
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参考 問１０の京都府調査（令和２年度）との比較 

全体でみると、京田辺市（Ｒ６）、京都府（Ｒ２）ともに「特定の人々を排除するのは、許せないと思

った」が最も高く、次いで「日本に対する印象が悪くなると思った」が高くなっています。 

性別でみると、京田辺市（Ｒ６）では男性、女性ともに「特定の人々を排除するのは、許せないと思

った」がそれぞれ４９．２％、５１．３％で高くなっています。京都府（Ｒ２）では男性、女性ともに

「特定の人々を排除するのは、許せないと思った」がそれぞれ５０．６％、５６．９％で高くなってい

ます。 

年齢別でみると、京田辺市（Ｒ６）、京都府（Ｒ２）ともにすべての年齢層で「特定の人々を排除する

のは、許せないと思った」が約４～６割で高くなっています。 

  

問10　あなたは、ヘイトスピーチの存在を見聞きしてどのように思いましたか。

特定の人々を排
除するのは、許
せないと思った

日本に対する印
象が悪くなると
思った

ヘイトスピーチさ
れる側にも問題
があると思った

自分には関係な
いと思った

ヘイトスピーチを
する側の主張も
一理あると思っ
た

％ ％ ％ ％ ％

京田辺市（R6） 582 50.0 24.1 17.2 6.7 21.0

京都府（R2） 1,025 53.6 30.0 19.9 8.8 23.2

京田辺市（R6） 258 49.2 28.3 24.8 7.8 25.6

京都府（R2） 468 50.6 32.1 27.1 12.2 27.8

京田辺市（R6） 304 51.3 22.0 10.9 5.6 16.8

京都府（R2） 510 56.9 27.8 13.1 6.3 19.6

京田辺市（R6） 58 51.7 19.0 17.2 13.8 27.6

京都府（R2） 98 49.0 23.5 9.2 18.4 23.5

京田辺市（R6） 85 42.4 17.6 14.1 7.1 18.8

京都府（R2） 112 39.3 25.0 24.1 10.7 19.6

京田辺市（R6） 97 36.1 26.8 13.4 10.3 24.7

京都府（R2） 163 50.3 28.8 20.9 8.0 31.9

京田辺市（R6） 131 52.7 25.2 19.8 3.1 22.9

京都府（R2） 167 49.1 32.3 20.4 4.8 26.3

京田辺市（R6） 104 51.9 24.0 16.3 5.8 15.4

京都府（R2） 192 60.9 31.8 20.3 8.9 20.3

「表現の自由」の
範囲内のものだ
と思った

その他 特にない 不明・無回答

％ ％ ％ ％

京田辺市（R6） 582 6.9 8.8 6.9 3.3

京都府（R2） 1,025 10.9 5.6 7.7 1.0

京田辺市（R6） 258 7.4 10.9 4.7 1.6

京都府（R2） 468 12.0 4.1 6.4 0.6

京田辺市（R6） 304 5.6 6.9 8.2 4.9

京都府（R2） 510 9.8 6.5 8.4 1.2

京田辺市（R6） 58 13.8 1.7 8.6 5.2

京都府（R2） 98 17.3 4.1 8.2 -

京田辺市（R6） 85 9.4 10.6 9.4 1.2

京都府（R2） 112 14.3 14.3 9.8 -

京田辺市（R6） 97 9.3 18.6 6.2 0.0

京都府（R2） 163 11.0 9.8 10.4 -

京田辺市（R6） 131 4.6 9.9 7.6 1.5

京都府（R2） 167 9.6 6.0 9.6 -

京田辺市（R6） 104 5.8 4.8 6.7 5.8

京都府（R2） 192 8.9 3.1 4.7 -

全体

性別

男性

女性

年齢

18～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

年齢

18～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

n

n

60～69歳

全体

性別

男性

女性
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（日本に居住する外国人の人権問題） 

問１１ 日本に居住する外国人に関することで、人権上、特に問題だと思うのはどのようなことで

すか。（３つまで複数回答） 

 「市民の外国人や外国文化に対する理解が十分でないこと」が３３．６％と最も高く、次いで「相互

理解のための、日本人と外国人の交流機会が十分でないこと」が２６．９％、「外国人も利用する医療や

公的サービスなどの場において、多言語対応が進んでいないこと」が２４．０％となっています。 

 

 

  

33.6 

26.9 

24.0 

16.1 

17.0 

11.2 

11.2 

13.6 

17.5 

5.5 

13.6 

4.0 

0% 10% 20% 30% 40%

市民の外国人や外国文化に対する理解が十分でないこと

相互理解のための、日本人と外国人の交流機会が

十分でないこと

外国人も利用する医療や公的サービスなどの場において、

多言語対応が進んでいないこと

外国人に対する差別的な発言（ヘイトスピーチ）が

いまだに見られること

就職の機会や就労の場において、国籍や宗教などを理由に

差別されること

教育を受ける場において、国籍や宗教などを理由に

差別されること

アパートなどへの入居の際、国籍や宗教、習慣の違いなどを

理由に差別されること

地域生活において、国籍や宗教、習慣の違いなどを理由に

差別されること

外国語併記の案内表示など、外国人を受け入れる環境が

十分に整っていないこと

その他

わからない

不明・無回答

全体（n=825）
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問１１ クロス集計 

年齢別でみると、年齢が高くなるにつれて「市民の外国人や外国文化に対する理解が十分でないこと」

や「外国語併記の案内表示など、外国人を受け入れる環境が十分に整っていないこと」が高くなってい

ます。 

外国人の人権が尊重されているかどうかの視点からみると、尊重されていないと感じている場合、「外

国人に対する差別的な発言（ヘイトスピーチ）がいまだに見られること」が２６．９％と高くなってい

るほか、「市民の外国人や外国文化に対する理解が十分でないこと」「就職の機会や就労の場において、

国籍や宗教などを理由に差別されること」「地域生活において、国籍や宗教、習慣の違いなどを理由に差

別されること」も若干高くなっています。 

また、ヘイトスピーチを知らない場合、各選択肢の回答が、「知っている」より低い傾向にありますが、

「わからない」においては２１．６％と、知っている場合と比べて高くなっています。 

なお、研修に参加したことがある場合、各選択肢の回答が、「参加したことがない」場合と比べて総じ

て高くなっています。 

   

問11　日本に居住する外国人に関することで、人権上、特に問題だと思うのはどのようなことですか。

市民の外国人
や外国文化に対
する理解が十分
でないこと

相互理解のため
の、日本人と外
国人の交流機
会が十分でない
こと

外国人も利用す
る医療や公的
サービスなどの
場において、多
言語対応が進ん
でいないこと

外国人に対する
差別的な発言
（ヘイトスピー
チ）がいまだに
見られること

就職の機会や
就労の場におい
て、国籍や宗教
などを理由に差
別されること

教育を受ける場
において、国籍
や宗教などを理
由に差別される
こと

％ ％ ％ ％ ％ ％

825 33.6 26.9 24.0 16.1 17.0 11.2

18・19歳 15 13.3 20.0 26.7 40.0 6.7 13.3

20～29歳 74 25.7 27.0 20.3 16.2 13.5 9.5

30～39歳 132 25.8 25.8 31.8 15.2 15.2 12.9

40～49歳 137 35.8 27.0 22.6 16.1 15.3 11.7

50～59歳 181 33.1 29.8 19.9 17.1 17.7 11.6

60～69歳 138 38.4 24.6 31.9 15.2 18.1 10.1

70歳以上 137 40.1 29.2 18.2 15.3 21.9 10.9

尊重されている 396 31.3 27.5 26.5 14.9 16.7 11.4

尊重されていない 130 40.0 30.8 31.5 26.9 23.8 13.8

知っている 582 34.5 28.7 24.4 17.5 17.7 11.5

知らない 231 32.0 23.4 23.4 12.6 14.7 10.0

参加したことがある 200 36.5 28.0 28.5 19.5 20.5 14.5

参加したことがない 616 32.8 26.8 22.7 15.1 16.1 10.1

アパートなどへ
の入居の際、国
籍や宗教、習慣
の違いなどを理
由に差別される
こと

地域生活におい
て、国籍や宗
教、習慣の違い
などを理由に差
別されること

外国語併記の
案内表示など、
外国人を受け入
れる環境が十分
に整っていない
こと

その他 わからない 不明・無回答

％ ％ ％ ％ ％ ％

825 11.2 13.6 17.5 5.5 13.6 4.0

18・19歳 15 0.0 6.7 20.0 6.7 13.3 6.7

20～29歳 74 12.2 16.2 12.2 8.1 13.5 5.4

30～39歳 132 8.3 12.9 13.6 7.6 15.2 1.5

40～49歳 137 9.5 13.1 12.4 9.5 16.8 0.7

50～59歳 181 12.2 13.3 16.6 3.9 14.9 3.3

60～69歳 138 13.8 16.7 21.7 2.9 10.1 5.1

70歳以上 137 12.4 12.4 27.0 1.5 10.2 8.0

尊重されている 396 9.8 12.1 16.7 8.1 9.8 4.0

尊重されていない 130 14.6 20.8 16.2 2.3 3.1 2.3

知っている 582 11.2 13.2 18.2 6.9 10.1 3.4

知らない 231 10.0 14.7 15.6 2.2 21.6 4.8

参加したことがある 200 14.0 17.0 20.0 5.0 8.0 3.5

参加したことがない 616 10.4 12.5 16.9 5.7 15.4 3.7

※外国人の人権尊重の『尊重されている』は「尊重されている」と「ある程度尊重されている」の合計、『尊重されていない』は「あまり尊重されていない」と「尊重されていない」の合計

※研修への参加状況の『参加したことがある』は「１～２回」「３～４回」「５回以上」の合計

n

n

ヘイトス
ピーチ認
知

全体

研修への
参加状況

全体

研修への
参加状況

年齢
10歳階級

年齢
10歳階級

外国人の
人権尊重

ヘイトス
ピーチ認
知

外国人の
人権尊重
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（部落差別（同和問題）を知ったきっかけ） 

問１２ あなたが、部落差別（同和問題）について初めて知ったきっかけは、何からですか。 

（単数回答） 

 「学校の授業で教わった」が３９．９％と最も高く、本市の人権教育が進んでいることがわかります。

次いで「家族（祖父母、父母、兄弟等）から聞いた」が２６．７％、「部落差別（同和問題）について、

知っているが、きっかけはおぼえていない」が８．０％となっています。 

 

 

  

26.7 

0.5 

1.0 

1.8 

2.4 

39.9 

4.1 

1.0 

2.4 

0.2 

8.0 

1.9 

3.9 

6.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

家族（祖父母、父母、兄弟等）から聞いた

親戚の人から聞いた

近所の人から聞いた

職場の人から聞いた

友だちから聞いた

学校の授業で教わった

テレビ・ラジオ・新聞・本等で知った

インターネットで知った

部落差別（同和問題）に関する集会や研修会で

知った

京田辺市の広報紙や冊子等で知った

部落差別（同和問題）について、知っているが、

きっかけはおぼえていない

その他

部落差別（同和問題）について、知らない

不明・無回答

全体（n=825）
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問１２ クロス集計 

性別でみると、男性、女性ともに「学校の授業で教わった」が最も高く、それぞれ約４割となってい

ます。 

年齢別でみると、１０～２０歳代の若い世代では「学校の授業で教わった」が高い一方、５０歳代以

上では「家族（祖父母、父母、兄弟等）から聞いた」が高くなっています。 

職業・雇用形態別でみると、パート・アルバイト・契約社員、専業主婦・主夫、無職・年金生活者で

は「家族（祖父母、父母、兄弟等）から聞いた」が高くなっています。 

  

問12　あなたが、部落差別（同和問題）について初めて知ったきっかけは、何からですか。

家族（祖父母、
父母、兄弟等）
から聞いた

親戚の人から聞
いた

近所の人から聞
いた

職場の人から聞
いた

友だちから聞い
た

学校の授業で教
わった

テレビ・ラジオ・
新聞・本等で
知った

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

825 26.7 0.5 1.0 1.8 2.4 39.9 4.1

男性 326 22.7 0.3 1.8 2.1 2.1 40.5 5.8

女性 472 29.2 0.4 0.4 1.5 2.8 39.6 3.2

（　　） 17 23.5 5.9 0.0 0.0 0.0 52.9 0.0

18・19歳 15 13.3 6.7 0.0 0.0 0.0 53.3 6.7

20～29歳 74 21.6 0.0 0.0 1.4 2.7 47.3 5.4

30～39歳 132 22.7 0.8 1.5 1.5 0.8 40.2 1.5

40～49歳 137 19.0 0.0 0.7 2.9 2.9 56.2 2.9

50～59歳 181 27.6 0.0 0.0 0.6 2.2 49.2 3.3

60～69歳 138 31.9 1.4 0.0 2.2 2.9 34.8 2.9

70歳以上 137 35.0 0.0 3.6 2.2 3.6 12.4 9.5

正社員（会社員） 245 21.2 0.0 0.0 2.0 2.0 53.9 3.3

正職員（公務員、団体職員等） 68 20.6 0.0 1.5 4.4 1.5 51.5 0.0

自営業・自由業 44 22.7 0.0 6.8 2.3 6.8 29.5 6.8

パート・アルバイト・契約社員 166 34.9 1.8 0.6 1.2 3.6 30.1 3.0

嘱託・派遣社員 14 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0 78.6 0.0

専業主婦・主夫 111 29.7 0.0 0.9 0.9 1.8 32.4 5.4

学生 42 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 59.5 4.8

無職・年金生活者 110 30.9 0.0 1.8 1.8 2.7 20.0 9.1

インターネットで
知った

部落差別（同和
問題）に関する
集会や研修会で
知った

京田辺市の広
報紙や冊子等で
知った

部落差別（同和
問題）について、
知っているが、
きっかけはおぼ
えていない

その他
部落差別（同和
問題）について、
知らない

不明・無回答

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

825 1.0 2.4 0.2 8.0 1.9 3.9 6.2

男性 326 1.2 3.1 0.3 8.3 1.8 4.6 5.2

女性 472 0.4 2.1 0.2 7.8 1.7 3.6 7.0

（　　） 17 11.8 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0

18・19歳 15 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 6.7

20～29歳 74 1.4 2.7 0.0 1.4 0.0 13.5 2.7

30～39歳 132 1.5 3.8 0.0 8.3 1.5 9.8 6.1

40～49歳 137 0.7 0.7 0.0 6.6 2.9 2.9 1.5

50～59歳 181 0.6 1.7 0.0 7.7 0.6 0.6 6.1

60～69歳 138 0.0 2.2 0.0 7.2 3.6 0.7 10.1

70歳以上 137 0.7 4.4 1.5 15.3 1.5 1.5 8.8

正社員（会社員） 245 1.2 2.0 0.0 4.1 0.8 4.9 4.5

正職員（公務員、団体職員等） 68 0.0 7.4 0.0 4.4 2.9 0.0 5.9

自営業・自由業 44 0.0 2.3 0.0 13.6 0.0 2.3 6.8

パート・アルバイト・契約社員 166 0.6 1.8 0.0 7.2 3.0 4.2 7.8

嘱託・派遣社員 14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

専業主婦・主夫 111 0.0 0.9 0.9 17.1 2.7 0.0 7.2

学生 42 2.4 0.0 0.0 2.4 0.0 11.9 2.4

無職・年金生活者 110 1.8 3.6 0.9 12.7 1.8 3.6 9.1

n

n

年齢
10歳階級

職業・雇
用形態

全体

年齢
10歳階級

職業・雇
用形態

全体

性別

性別
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参考 問１２の京都府調査（令和２年度）との比較 

全体でみると、「学校の授業で教わった」について、京田辺市（Ｒ６）では３９．９％で京都府（Ｒ２）

の３１．０％より若干高くなる傾向がみられ、過去からみても人権教育が進んでいることがうかがえま

す。 

性別でみると、京田辺市（Ｒ６）では男性、女性ともに「学校の授業で教わった」がそれぞれ４０．

５％、３９．６％で高くなっています。京都府（Ｒ２）では男性、女性ともに「学校の授業で教わった」

がそれぞれ２８．３％、３４．０％で高くなっています。 

年齢別でみると、京田辺市（Ｒ６）ではすべての年齢層で「学校の授業で教わった」が３４．８％か

ら４８．３％と高くなっており、京都府（Ｒ２）においてもすべての年齢層で「学校の授業で教わった」

が３０．８％から４８．５％と高くなっています。 

 

 

  

問12　あなたが、部落差別（同和問題）について初めて知ったきっかけは、何からですか。

家族（祖父母、
父母、兄弟等）
から聞いた

親戚の人から聞
いた

近所の人から聞
いた

職場の人から聞
いた

友だちから聞い
た

学校の授業で教
わった

テレビ・ラジオ・
新聞・本等で
知った

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

京田辺市（R6） 825 26.7 0.5 1.0 1.8 2.4 39.9 4.1

京都府（R2） 1,531 23.9 0.7 2.0 2.7 3.3 31.0 6.4

京田辺市（R6） 326 22.7 0.3 1.8 2.1 2.1 40.5 5.8

京都府（R2） 642 20.7 0.8 2.5 3.6 2.8 28.3 8.9

京田辺市（R6） 472 29.2 0.4 0.4 1.5 2.8 39.6 3.2

京都府（R2） 818 26.2 0.6 1.6 2.1 3.5 34.0 4.0

京田辺市（R6） 89 20.2 1.1 0.0 1.1 2.2 48.3 5.6

京都府（R2） 158 15.2 1.3 0.0 1.3 1.3 46.8 5.7

京田辺市（R6） 132 22.7 0.8 1.5 1.5 0.8 40.2 1.5

京都府（R2） 169 12.4 1.2 0.6 4.7 3.6 48.5 3.0

京田辺市（R6） 137 19.0 0.0 0.7 2.9 2.9 56.2 2.9

京都府（R2） 230 25.2 0.0 0.0 4.3 2.2 40.4 3.5

京田辺市（R6） 181 27.6 0.0 0.0 0.6 2.2 49.2 3.3

京都府（R2） 236 27.5 0.4 0.4 0.8 3.0 43.6 4.2

京田辺市（R6） 138 31.9 1.4 0.0 2.2 2.9 34.8 2.9

京都府（R2） 260 25.8 0.0 1.2 1.5 3.5 30.8 6.9

インターネットで
知った

部落差別（同和
問題）に関する
集会や研修会で
知った

京田辺市の広報
紙や冊子等で
知った

部落差別（同和
問題）について、
知っているが、
きっかけはおぼ
えていない

その他
部落差別（同和
問題）について、
知らない

不明・無回答

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

京田辺市（R6） 825 1.0 2.4 0.2 8.0 1.9 3.9 6.2

京都府（R2） 1,531 0.7 2.1 1.2 10.9 1.8 3.7 9.7

京田辺市（R6） 326 1.2 3.1 0.3 8.3 1.8 4.6 5.2

京都府（R2） 642 0.9 2.5 1.9 12.5 1.6 3.6 9.5

京田辺市（R6） 472 0.4 2.1 0.2 7.8 1.7 3.6 7.0

京都府（R2） 818 0.5 1.8 0.7 9.9 2.0 3.9 9.2

京田辺市（R6） 89 2.2 2.2 0.0 1.1 0.0 12.4 3.4

京都府（R2） 158 3.2 0.0 1.3 3.8 0.0 12.0 -

京田辺市（R6） 132 1.5 3.8 0.0 8.3 1.5 9.8 6.1

京都府（R2） 169 1.8 0.0 0.6 7.7 1.2 7.7 -

京田辺市（R6） 137 0.7 0.7 0.0 6.6 2.9 2.9 1.5

京都府（R2） 230 0.4 2.2 0.0 7.0 1.3 3.9 -

京田辺市（R6） 181 0.6 1.7 0.0 7.7 0.6 0.6 6.1

京都府（R2） 236 0.0 1.3 0.4 7.6 0.4 3.4 -

京田辺市（R6） 138 0.0 2.2 0.0 7.2 3.6 0.7 10.1

京都府（R2） 260 0.4 3.1 0.8 14.6 2.3 0.4 -

全体

性別

男性

女性

年齢

18～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

年齢

18～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

n

n

60～69歳

全体

性別

男性

女性
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（部落差別（同和問題）に対する認識） 

問１３ あなたは、次のことについて、現在、部落差別（同和問題）があると思いますか。 

（①～⑤のそれぞれについて、単数回答） 

 『ある（「明らかにある」と「どちらかといえばある」の合計）』については、〔③結婚について〕で約

４割、〔④引っ越しや住宅の購入等に際して〕〔⑤インターネットを介した差別的な情報の拡散〕で約３

割となっています。 

 『ない（「ほとんどない」と「ない」の合計）』については、〔①日常の交流や交際〕で約５割、〔②就

職について〕で約４割、〔④引っ越しや住宅の購入等に際して〕で約３割となっています。 

 

  

2.5 

2.9 

6.8 

4.7 

8.8 

15.3 

13.6 

31.3 

17.0 

19.4 

30.8 

24.7 

15.6 

19.8 

15.3 

19.5 

14.4 

8.2 

14.1 

9.3 

28.6 

40.8 

34.8 

41.0 

43.6 

3.3 

3.5 

3.3 

3.5 

3.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①日常の交流や交際

②就職について

③結婚について

④引っ越しや住宅の購入等に

際して

⑤インターネットを介した

差別的な情報の拡散

全体（n=825）

明らかにある どちらかといえばある ほとんどない

ない わからない 不明・無回答
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問１３ クロス集計 

性別でみると、〔⑤インターネットを介した差別的な情報の拡散〕において『ある』が男性では３２．

６％で、女性の２５．５％に対して若干高くなっています。 

年齢別でみると、２０歳代以下では〔⑤インターネットを介した差別的な情報の拡散〕において『あ

る』が約４割まで高く、５０歳代以上では〔③結婚について〕において『ある』が約４割まで高くなっ

ています。 

部落差別解消法の認知度でみると、内容を知っている場合、〔③結婚について〕や〔⑤インターネット

を介した差別的な情報の拡散〕が約４～５割まで上昇しており、内容を知らない場合と比べて若干高く

なっています。 

人権侵害経験の有無でみると、経験がある場合、①～⑤のすべての場面において『ある』が高くなっ

ています。 

研修への参加状況でみると、参加したことがある場合、〔④引っ越しや住宅の購入等に際して〕や〔⑤

インターネットを介した差別的な情報の拡散〕において『ある』が高くなっています。 

 

  

問13　あなたは、次のことについて、現在、部落差別（同和問題）があると思いますか。

①日常の交流
や交際

②就職について ③結婚について
④引っ越しや住
宅の購入等に際
して

⑤インターネット
を介した差別的
な情報の拡散

％ ％ ％ ％ ％

825 17.8 16.5 38.1 21.7 28.2

男性 326 17.2 17.8 38.0 20.3 32.6

女性 472 17.6 15.9 38.8 22.9 25.5

（　　） 17 29.4 11.8 29.4 23.5 35.3

18・19歳 15 26.7 20.0 33.4 13.4 46.6

20～29歳 74 24.4 17.6 32.4 18.9 40.6

30～39歳 132 18.9 12.9 31.8 23.5 26.5

40～49歳 137 16.0 17.5 35.0 20.4 32.1

50～59歳 181 18.8 18.2 40.8 23.2 30.4

60～69歳 138 18.1 15.9 45.6 26.1 27.5

70歳以上 137 12.4 17.5 40.9 18.2 16.0

内容を知っている 231 19.9 20.3 46.3 26.0 37.7

名称だけ知っている 261 15.3 16.5 37.2 21.1 29.1

知らない 305 18.7 14.1 32.4 19.6 20.9

ある 106 28.3 26.4 48.1 35.9 43.4

ない 600 17.0 14.4 37.0 19.8 26.2

参加したことがある 200 18.5 19.0 41.5 30.0 41.5

参加したことがない 616 17.6 15.9 37.4 19.3 24.3

※『ある（「明らかにある」と「どちらかといえばある」の合計）』のみ掲載

※部落差別解消法の認知度の『内容を知っている』は「内容をよく知っている」と「内容を少し知っている」の合計

※研修への参加状況の『参加したことがある』は「１～２回」「３～４回」「５回以上」の合計

n

研修への
参加状況

部落差別
解消法の
認知度

全体

年齢
10歳階級

人権侵害
経験の有

無

性別
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参考 問１３の京都府調査（令和２年度）との比較 

全体でみると、京田辺市（Ｒ６）、京都府（Ｒ２）ともに〔③結婚について〕で『ある』が最も高く、

次いで〔⑤インターネットを介した差別的な情報の拡散〕で『ある』が高くなっています。 

性別でみると、京田辺市（Ｒ６）では男性、女性ともに〔③結婚について〕で『ある』がそれぞれ３

８．０％、３８．８％で高くなっています。京都府（Ｒ２）では男性、女性ともに〔③結婚について〕

で『ある』がそれぞれ４１．１％、４１．６％で高くなっています。 

年齢別でみると、京田辺市（Ｒ６）では１８～２９歳で〔⑤インターネットを介した差別的な情報の

拡散〕の『ある』が４１．６％、３０歳代以上で〔③結婚について〕の『ある』が３１．８％～４５．

６％と高くなっています。京都府（Ｒ２）ではすべての年齢層で〔③結婚について〕の『ある』が３３．

５％～４６．７％と高くなっています。 

 

 

  

問13　あなたは、次のことについて、現在、部落差別（同和問題）があると思いますか。

①日常の交流や
交際

②就職について ③結婚について
④引っ越しや住
宅の購入等に際
して

⑤インターネット
を介した差別的
な情報の拡散

％ ％ ％ ％ ％

京田辺市（R6） 825 17.8 16.5 38.1 21.7 28.2

京都府（R2） 1,531 17.2 22.7 40.9 22.1 24.9

京田辺市（R6） 326 17.2 17.8 38.0 20.3 32.6

京都府（R2） 642 18.6 24.8 41.1 21.4 27.4

京田辺市（R6） 472 17.6 15.9 38.8 22.9 25.5

京都府（R2） 818 15.8 21.5 41.6 23.0 23.3

京田辺市（R6） 89 24.7 18.0 32.6 18.0 41.6

京都府（R2） 158 20.3 21.5 33.5 17.1 26.0

京田辺市（R6） 132 18.9 12.9 31.8 23.5 26.5

京都府（R2） 169 13.6 21.3 37.9 22.5 32.5

京田辺市（R6） 137 16.0 17.5 35.0 20.4 32.1

京都府（R2） 230 18.3 26.5 43.0 28.3 30.4

京田辺市（R6） 181 18.8 18.2 40.8 23.2 30.4

京都府（R2） 236 16.1 20.3 46.7 24.1 28.8

京田辺市（R6） 138 18.1 15.9 45.6 26.1 27.5

京都府（R2） 260 18.9 26.6 44.6 22.7 26.9

※『ある（「明らかにある」と「どちらかといえばある」の合計）』のみ掲載
※京都府調査では、選択肢「明らかな差別がある」と「どちらかといえば差別がある」の合算を『ある』としている

n

60～69歳

全体

性別

男性

女性

年齢

18～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳
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（ＬＧＢＴ等の性的少数者について） 

問１４ あなたは、「ＬＧＢＴ等の性的少数者」について知っていますか。（単数回答） 

 「知っている」が８４．１％と、「知らない」の１３．０％を上回っています。 

 

問１４ クロス集計 

性別による傾向の差はみられませんが、年齢別でみると、年齢が高くなるにつれて「知っている」が

低くなる傾向がみられ、７０歳代以上では約７割まで低下してます。 

ＬＧＢＴ理解増進法の認知度でみると、法律の内容を知っている場合や法律の名称だけ知っている場

合、「知っている」が高くなる傾向がみられ、特に、内容を知っている場合には「知っている」が９３．

９％まで上昇しています。 

研修への参加状況でみると、参加したことがある場合、「知っている」が９４．５％と、参加したこと

がない場合と比べて高くなっています。 

  

  

84.1 13.0 2.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=825）

知っている 知らない 不明・無回答

問14　あなたは、「ＬＧＢＴ等の性的少数者」について知っていますか。

知っている 知らない 不明・無回答

％ ％ ％

825 84.1 13.0 2.9

男性 326 84.4 13.8 1.8

女性 472 84.5 12.3 3.2

（　　） 17 82.4 17.6 0.0

18・19歳 15 86.7 6.7 6.7

20～29歳 74 90.5 9.5 0.0

30～39歳 132 88.6 10.6 0.8

40～49歳 137 89.8 8.8 1.5

50～59歳 181 85.6 12.2 2.2

60～69歳 138 81.2 13.8 5.1

70歳以上 137 72.3 22.6 5.1

内容を知っている 263 93.9 3.4 2.7

名称だけ知っている 278 88.5 9.7 1.8

知らない 258 71.3 26.0 2.7

参加したことがある 200 94.5 3.5 2.0

参加したことがない 616 81.5 15.7 2.8

※LGBT理解増進法の認知度の『内容を知っている』は「内容をよく知っている」と「内容を少し知っている」の合計

※研修への参加状況の『参加したことがある』は「１～２回」「３～４回」「５回以上」の合計

n

研修への
参加状況

全体

性別

年齢
10歳階級

LGBT理
解増進法
の認知度
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（ＬＧＢＴ等の性的少数者の人権問題に対する取組） 

問１４で「知っている」を選んだ方にお聞きします。 

問１５ ＬＧＢＴ等の性的少数者が、自分の性のあり方について打ち明け（カミングアウト）がで

きるような、暮らしやすい社会となるためには、特にどのような取組が大切だと思いますか。

（３つまで複数回答） 

 「多様な性のあり方について理解を深める教育を幼少期から進めていく」が６４．６％と最も高く、

次いで「専門的な相談機関や悩みを相談できるカウンセラーなど、信頼できる相談先や支援制度を充実

させる」が３３．９％、「ＬＧＢＴ等の性的少数者のカップルなどに対して、結婚に相当する関係とする

証明書を発行し、様々なサービスや社会的配慮を受けやすくする制度(パートナーシップ制度)を制定す

る」が２９．０％となっています。 

 

 

  

64.6 

13.4 

33.9 

24.4 

29.0 

23.2 

12.2 

5.6 

5.9 

0.4 

0% 20% 40% 60% 80%

多様な性のあり方について理解を深める教育を

幼少期から進めていく

パンフレットやＳＮＳなど、様々な情報媒体を活用して

知識の周知啓発を進める

専門的な相談機関や悩みを相談できるカウンセラーなど、

信頼できる相談先や支援制度を充実させる

市内の学校や企業などに対して、

性的多様性についての周知啓発を進める

ＬＧＢＴ等の性的少数者のカップルなどに対して、結婚に相当

する関係とする証明書を発行し、様々なサービスや社会的配慮

を受けやすくする制度(パートナーシップ制度)を制定する

国が同性婚を認める法整備を進める

ＬＧＢＴ等の性的少数者の方が、

社会の中で活躍している事例を共有する

その他

わからない

不明・無回答

全体（n=694）
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問１５ クロス集計① 

性別でみると、女性の場合、「多様な性のあり方について理解を深める教育を幼少期から進めていく」

が７０．２％で、男性と比べて高くなっています。 

人権侵害経験の有無でみると、経験がある場合、「市内の学校や企業などに対して、性的多様性につい

ての周知啓発を進める」が３２．３％となっており、経験がない場合と比べて若干高くなっています。 

研修への参加状況でみると、参加したことがある場合、「市内の学校や企業などに対して、性的多様性

についての周知啓発を進める」が３１．２％となっており、参加したことがない場合と比べて若干高く

なっています。 

  

多様な性のあり
方について理解
を深める教育を
幼少期から進め
ていく

パンフレットやＳ
ＮＳなど、様々な
情報媒体を活用
して知識の周知
啓発を進める

専門的な相談機
関や悩みを相談
できるカウンセ
ラーなど、信頼
できる相談先や
支援制度を充実
させる

市内の学校や
企業などに対し
て、性的多様性
についての周知
啓発を進める

ＬＧＢＴ等の性的
少数者のカップ
ルなどに対し
て、結婚に相当
する関係とする
証明書を発行
し、様々なサー
ビスや社会的配
慮を受けやすく
する制度(パート
ナーシップ制度)
を制定する

国が同性婚を認
める法整備を進
める

％ ％ ％ ％ ％ ％

694 64.6 13.4 33.9 24.4 29.0 23.2

男性 275 57.5 18.5 33.8 29.5 24.0 21.1

女性 399 70.2 10.0 34.3 20.6 32.3 24.6

（　　） 14 50.0 14.3 28.6 28.6 42.9 28.6

ある 93 60.2 15.1 29.0 32.3 33.3 22.6

ない 510 65.7 12.7 35.3 22.5 27.3 22.7

参加したことがある 189 70.4 18.0 36.5 31.2 27.5 27.0

参加したことがない 502 62.7 11.8 33.1 21.7 29.7 21.9

ＬＧＢＴ等の性的
少数者の方が、
社会の中で活躍
している事例を
共有する

その他 わからない 不明・無回答

％ ％ ％ ％

694 12.2 5.6 5.9 0.4

男性 275 10.2 8.0 7.3 0.0

女性 399 13.8 4.0 4.8 0.8

（　　） 14 14.3 0.0 7.1 0.0

ある 93 11.8 15.1 1.1 1.1

ない 510 12.4 3.9 6.5 0.4

参加したことがある 189 15.9 3.2 4.2 1.1

参加したことがない 502 11.0 6.6 6.2 0.2

※研修への参加状況の『参加したことがある』は「１～２回」「３～４回」「５回以上」の合計

n

n

問15　ＬＧＢＴ等の性的少数者が、自分の性のあり方について打ち明け（カミングアウト）ができるような、暮らしやすい社会となるためには、特にどのよう
な取組が大切だと思いますか。

全体

人権侵害経
験の有無

研修への
参加状況

全体

人権侵害経
験の有無

研修への
参加状況

性別

性別
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問１５ クロス集計② 

ＬＧＢＴ等性的少数者の人権が尊重されているかどうかの視点からみると、尊重されていないと感じ

ている場合、「多様な性のあり方について理解を深める教育を幼少期から進めていく」「国が同性婚を認

める法整備を進める」がそれぞれ６９．４％、３１．７％となっており、尊重されていると感じている

場合と比べて高くなっています。 

ＬＧＢＴ理解増進法の認知度からみると、内容を知っている場合、「ＬＧＢＴ等の性的少数者のカッ

プルなどに対して、結婚に相当する関係とする証明書を発行し、様々なサービスや社会的配慮を受けや

すくする制度(パートナーシップ制度)を制定する」が３４．０％となっており、知らない場合と比べて

若干高くなっています。 

  

多様な性のあり
方について理解
を深める教育を
幼少期から進め
ていく

パンフレットやＳ
ＮＳなど、様々な
情報媒体を活用
して知識の周知
啓発を進める

専門的な相談機
関や悩みを相談
できるカウンセ
ラーなど、信頼
できる相談先や
支援制度を充実
させる

市内の学校や
企業などに対し
て、性的多様性
についての周知
啓発を進める

ＬＧＢＴ等の性的
少数者のカップ
ルなどに対し
て、結婚に相当
する関係とする
証明書を発行
し、様々なサー
ビスや社会的配
慮を受けやすく
する制度(パート
ナーシップ制度)
を制定する

国が同性婚を認
める法整備を進
める

％ ％ ％ ％ ％ ％

694 64.6 13.4 33.9 24.4 29.0 23.2

尊重されている 223 59.2 9.9 30.0 23.3 25.1 21.5

尊重されていない 186 69.4 17.2 38.2 29.6 33.9 31.7

内容を知っている 247 64.4 12.1 30.8 27.9 34.0 25.1

名称だけ知っている 246 65.4 12.6 37.4 24.4 28.5 20.3

知らない 184 64.1 15.8 33.2 20.1 23.4 25.0

ＬＧＢＴ等の性的
少数者の方が、
社会の中で活躍
している事例を
共有する

その他 わからない 不明・無回答

％ ％ ％ ％

694 12.2 5.6 5.9 0.4

尊重されている 223 13.0 10.8 2.2 0.4

尊重されていない 186 14.5 2.7 4.8 0.5

内容を知っている 247 13.8 6.5 4.5 0.4

名称だけ知っている 246 10.6 4.9 6.5 0.4

知らない 184 12.5 5.4 7.1 0.0

※ＬＧＢＴ等性的少数者の人権尊重の『尊重されている』は「尊重されている」と「ある程度尊重されている」の合計、『尊重されていない』は「あまり尊重されていない」と「尊重されていない」の合計

※ＬＧＢＴ理解増進法の認知度の『内容を知っている』は「内容をよく知っている」と「内容を少し知っている」の合計

ＬＧＢＴ等性的
少数者の人権

尊重

LGBT理解
増進法の認

知度

問15　ＬＧＢＴ等の性的少数者が、自分の性のあり方について打ち明け（カミングアウト）ができるような、暮らしやすい社会となるためには、特にどのような
取組が大切だと思いますか。

全体

ＬＧＢＴ等性的
少数者の人権

尊重

LGBT理解
増進法の認

知度

全体

n

n
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（インターネットによる人権侵害） 

問１６ あなたは、インターネット上での人権侵害に関し、現在、どのような人権問題が起きてい

ると思いますか。（複数回答） 

 「他人を誹謗中傷する情報が掲載されること」が８４．８％と最も高く、次いで「ＳＮＳ（LINE やⅩ

（旧 Twitter）など）による交流が犯罪を誘発する場となっていること」が５６．４％、「他人に差別を

しようとする気持ちを起こさせたり、それを助長するような情報が掲載されること」が４９．３％とな

っています。 

 

  

84.8 

49.3 

56.4 

19.0 

28.5 

45.9 

34.3 

20.6 

19.8 

17.7 

18.2 

1.6 

0.1 

3.6 

3.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

他人を誹謗中傷する情報が掲載されること

他人に差別をしようとする気持ちを起こさせたり、

それを助長するような情報が掲載されること

ＳＮＳ（LINEやⅩ（旧Twitter）など）による交流が

犯罪を誘発する場となっていること

捜査の対象となっている未成年者の実名や顔写真が

掲載されること

ネットポルノが存在していること

プライバシーに関する情報が掲載されること

リベンジポルノ（元交際相手などの性的画像を無断で

ネット上に公開する行為）が行われていること

特定の地域が被差別部落（旧同和地区）である、

または、あったと示唆するような情報が掲載されること

障がいのある人に対する差別を助長するような情報が

掲載されること

外国人に対する差別を助長するような情報が

掲載されること

ＬＧＢＴ等の性的少数者に対する差別を助長するような

情報が掲載されること

その他

そのような問題は起きていない

わからない

不明・無回答

全体（n=825）
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問１６ クロス集計 

年齢別でみると、１８・１９歳では「ＳＮＳ（LINE やⅩ（旧 Twitter）など）による交流が犯罪を誘

発する場となっていること」「プライバシーに関する情報が掲載されること」「特定の地域が被差別部落

（旧同和地区）である、または、あったと示唆するような情報が掲載されること」が低くなっています。 

犯罪被害者やその家族の人権が尊重されているかどうかの視点からみると、尊重されていないと感じ

ている場合、「プライバシーに関する情報が掲載されること」が５８．９％となっており、尊重されてい

ると感じている場合と比べて高くなっています。 

人権侵害経験の有無でみると、経験がある場合、ほぼすべての選択肢の回答割合が高くなっています。

特に「他人に差別をしようとする気持ちを起こさせたり、それを助長するような情報が掲載されること」

は６４．２％で、経験がない場合との差が大きくなっています。 

研修への参加状況でみると、参加したことがある場合、ほぼすべての選択肢の回答割合が高くなって

います。特に「障がいのある人に対する差別を助長するような情報が掲載されること」は２９．５％で、

参加したことがない場合との差が大きくなっています。 

   

問16　あなたは、インターネット上での人権侵害に関し、現在、どのような人権問題が起きていると思いますか。

他人を誹謗中傷
する情報が掲載
されること

他人に差別をし
ようとする気持
ちを起こさせた
り、それを助長
するような情報
が掲載されるこ
と

ＳＮＳ（LINEやⅩ
（旧Twitter）な
ど）による交流
が犯罪を誘発す
る場となってい
ること

捜査の対象と
なっている未成
年者の実名や
顔写真が掲載さ
れること

ネットポルノが
存在しているこ
と

プライバシーに
関する情報が掲
載されること

リベンジポルノ
（元交際相手な
どの性的画像を
無断でネット上
に公開する行
為）が行われて
いること

特定の地域が
被差別部落（旧
同和地区）であ
る、または、あっ
たと示唆するよ
うな情報が掲載
されること

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

825 84.8 49.3 56.4 19.0 28.5 45.9 34.3 20.6

男性 326 82.8 50.0 53.1 17.5 22.1 41.4 28.2 21.5

女性 472 86.9 49.4 59.3 19.7 32.4 49.2 38.3 19.7

（　　） 17 88.2 52.9 52.9 29.4 41.2 52.9 47.1 29.4

18・19歳 15 80.0 46.7 26.7 6.7 33.3 26.7 20.0 6.7

20～29歳 74 85.1 50.0 52.7 21.6 35.1 48.6 36.5 18.9

30～39歳 132 82.6 49.2 62.9 15.2 27.3 43.2 39.4 20.5

40～49歳 137 88.3 59.9 65.0 25.5 35.0 45.3 44.5 21.9

50～59歳 181 86.7 51.4 59.7 23.2 28.7 51.4 34.8 23.2

60～69歳 138 89.1 47.1 52.2 18.8 26.8 48.6 29.7 22.5

70歳以上 137 79.6 41.6 49.6 11.7 20.4 41.6 24.8 17.5

尊重されている 123 87.8 51.2 53.7 19.5 30.1 45.5 37.4 23.6

尊重されていない 241 90.0 53.9 60.2 24.9 36.1 58.9 43.6 28.2

ある 106 84.0 64.2 68.9 26.4 34.9 55.7 46.2 31.1

ない 600 86.3 48.2 54.3 17.7 27.5 43.3 32.5 18.8

参加したことがある 200 90.0 57.5 64.5 23.0 34.0 50.0 40.0 28.5

参加したことがない 616 83.9 47.2 53.9 18.0 26.9 45.1 33.0 18.3

障がいのある人
に対する差別を
助長するような
情報が掲載され
ること

外国人に対する
差別を助長する
ような情報が掲
載されること

ＬＧＢＴ等の性的
少数者に対する
差別を助長する
ような情報が掲
載されること

その他
そのような問題
は起きていない

わからない 不明・無回答

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

825 19.8 17.7 18.2 1.6 0.1 3.6 3.2

男性 326 23.0 20.2 19.9 2.1 0.3 4.0 1.8

女性 472 17.6 15.9 16.7 1.3 0.0 3.0 3.8

（　　） 17 23.5 23.5 29.4 0.0 0.0 5.9 0.0

18・19歳 15 26.7 20.0 13.3 0.0 0.0 0.0 6.7

20～29歳 74 27.0 28.4 29.7 4.1 0.0 5.4 0.0

30～39歳 132 19.7 16.7 18.9 2.3 0.0 3.8 0.8

40～49歳 137 18.2 17.5 21.2 2.2 0.7 0.7 2.9

50～59歳 181 19.9 21.0 13.8 1.1 0.0 3.3 1.1

60～69歳 138 16.7 16.7 21.7 0.7 0.0 1.4 5.1

70歳以上 137 20.4 10.9 12.4 0.7 0.0 7.3 6.6

尊重されている 123 22.8 18.7 21.1 3.3 0.0 0.0 0.8

尊重されていない 241 28.6 24.5 27.0 2.5 0.0 1.2 2.5

ある 106 23.6 23.6 21.7 0.9 0.0 0.0 3.8

ない 600 19.3 17.0 17.5 1.7 0.2 3.5 2.5

参加したことがある 200 29.5 27.0 24.5 2.5 0.0 1.0 2.0

参加したことがない 616 16.9 14.9 16.4 1.3 0.2 4.5 2.9

※犯罪被害者等の人権尊重の『尊重されている』は「尊重されている」と「ある程度尊重されている」の合計、『尊重されていない』は「あまり尊重されていない」と「尊重されていない」の合計

※研修への参加状況の『参加したことがある』は「１～２回」「３～４回」「５回以上」の合計

研修への
参加状況

全体

性別

年齢
10歳階級

人権侵害経
験の有無

研修への
参加状況

全体

性別

年齢
10歳階級

人権侵害経
験の有無

犯罪被害者
等の人権尊

重

犯罪被害者
等の人権尊

重

n

n
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（インターネットによる人権侵害への対応） 

問１７ インターネットによる人権侵害を改善するためには、あなたはどうすればよいと思います

か。（複数回答） 

 「インターネットを利用するときのルールやマナーについての教育、啓発を推進する」が６６．１％

と最も高く、次いで「不適切な情報発信者に対する監視、取締りを強化する」が６０．４％、「プロバイ

ダ等に対し削除を求める」が５１．９％となっています。 

 

 

 

  

66.1 

32.5 

51.9 

60.4 

15.9 

1.0 

3.0 

4.5 

3.4 

0% 20% 40% 60% 80%

インターネットを利用するときのルールや

マナーについての教育、啓発を推進する

プロバイダ等に対し個人のプライバシーや名誉に

関する正しい理解を深めるための啓発活動を推進する

プロバイダ等に対し削除を求める

不適切な情報発信者に対する監視、取締りを強化する

表現の自由に関わる問題であり 慎重に対応する

必要がある

プロバイダ等の自主性に任せる

その他

わからない

不明・無回答

全体（n=825）
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問１７ クロス集計 

人権侵害経験の有無でみると、経験がある場合、「プロバイダ等に対し個人のプライバシーや名誉に

関する正しい理解を深めるための啓発活動を推進する」「不適切な情報発信者に対する監視、取締りを

強化する」がそれぞれ３７．７％、６８．９％で、経験がない場合と比べて若干高くなっています。 

研修への参加状況でみると、参加したことがある場合、「インターネットを利用するときのルールや

マナーについての教育、啓発を推進する」が７３．０％で、参加したことがない場合と比べて若干高く

なっています。 

情報流通プラットフォーム対処法の認知度でみると、内容を知っている場合、「インターネットを利

用するときのルールやマナーについての教育、啓発を推進する」が７２．９％で、知らない場合と比べ

て若干高くなっています。 

   

インターネットを
利用するときの
ルールやマナー
についての教
育、啓発を推進
する

プロバイダ等に
対し個人のプラ
イバシーや名誉
に関する正しい
理解を深めるた
めの啓発活動を
推進する

プロバイダ等に
対し削除を求め
る

不適切な情報発
信者に対する監
視、取締りを強
化する

表現の自由に関
わる問題であり､
慎重に対応する
必要がある

％ ％ ％ ％ ％

825 66.1 32.5 51.9 60.4 15.9

ある 106 64.2 37.7 51.9 68.9 17.0

ない 600 67.0 30.8 51.2 60.5 15.3

参加したことがある 200 73.0 41.0 58.5 60.0 17.0

参加したことがない 616 64.4 30.2 50.5 61.0 15.6

内容を知っている 85 72.9 37.6 51.8 60.0 18.8

名称だけ知っている 114 66.7 37.7 60.5 65.8 15.8

知らない 599 65.3 31.1 50.8 59.9 15.5

プロバイダ等の
自主性に任せる

その他 わからない 不明・無回答

％ ％ ％ ％

825 1.0 3.0 4.5 3.4

ある 106 0.9 4.7 0.9 3.8

ない 600 1.0 2.7 4.2 2.8

参加したことがある 200 0.5 5.0 1.0 1.5

参加したことがない 616 1.1 2.4 5.4 3.4

内容を知っている 85 2.4 2.4 0.0 3.5

名称だけ知っている 114 0.0 8.8 0.9 1.8

知らない 599 1.0 2.0 5.8 3.0

※研修への参加状況の『参加したことがある』は「１～２回」「３～４回」「５回以上」の合計

※情報流通プラットフォーム対処法の認知度の『内容を知っている』は「内容をよく知っている」と「内容を少し知っている」の合計

n

情報流通プ
ラットフォー
ム対処法の
認知度

問17　インターネットによる人権侵害を改善するためには、あなたはどうすればよいと思いますか。

全体

人権侵害経
験の有無

研修への
参加状況

n

全体

人権侵害経
験の有無

研修への
参加状況

情報流通プ
ラットフォー
ム対処法の
認知度
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３ 差別や人権侵害などに関する考え方について 

（人権侵害された経験の有無） 

問１８ あなたは、過去５年間に自分の人権を侵害されたと感じたことがありますか。（単数回答） 

 「ない」が７２．７％と最も高く、次いで「わからない」が１３．２％、「ある」が１２．８％となっ

ています。 

 

 

問１８ クロス集計 

性別でみると、男性・女性ともに「ない」が最も高く、それぞれ約７割となっています。 

年齢別でみると、特に４０～５０歳代では「ある」が他の年齢層と比べて若干高くなっています。 

職業・雇用形態別でみると、正職員（公務員、団体職員等）、自営業・自由業、パート・アルバイト・

契約社員では「ある」が他の職業・雇用形態と比べて若干高くなっています。 

  

12.8 72.7 13.2 1.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=825）

ある ない わからない 不明・無回答

問18　あなたは、過去５年間に自分の人権を侵害されたと感じたことがありますか。

ある ない わからない 不明・無回答

％ ％ ％ ％

825 12.8 72.7 13.2 1.2

男性 326 12.3 74.8 12.6 0.3

女性 472 12.3 72.2 13.6 1.9

（　　） 17 35.3 52.9 11.8 0.0

18・19歳 15 6.7 86.7 6.7 0.0

20～29歳 74 8.1 68.9 23.0 0.0

30～39歳 132 13.6 74.2 11.4 0.8

40～49歳 137 17.5 69.3 13.1 0.0

50～59歳 181 16.6 69.1 14.4 0.0

60～69歳 138 11.6 75.4 10.9 2.2

70歳以上 137 6.6 78.8 10.2 4.4

正社員（会社員） 245 12.2 75.1 12.7 0.0

正職員（公務員、団体職員等） 68 17.6 69.1 13.2 0.0

自営業・自由業 44 18.2 68.2 13.6 0.0

パート・アルバイト・契約社員 166 16.9 70.5 10.8 1.8

嘱託・派遣社員 14 14.3 71.4 14.3 0.0

専業主婦・主夫 111 9.0 80.2 9.9 0.9

学生 42 9.5 69.0 21.4 0.0

無職・年金生活者 110 8.2 72.7 13.6 5.5

n

職業・雇
用形態

全体

性別

年齢
10歳階級
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参考 問１８の京都府調査（令和２年度）との比較 

全体でみると、「ない」について、京田辺市（Ｒ６）では７２．７％で京都府（Ｒ２）の６５．９％よ

り高くなっており、人権尊重の意識が市民の間に浸透してきていることがうかがえます。 

性別でみると、京田辺市（Ｒ６）では男性、女性ともに「ない」がそれぞれ７４．８％、７２．２％

で高くなっています。京都府（Ｒ２）では男性、女性ともに「ない」がそれぞれ６８．１％、６６．４％

で高くなっています。 

年齢別でみると、京田辺市（Ｒ６）ではすべての年齢層で「ない」が６９．１％から７５．４％と高

くなっています。京都府（Ｒ２）においても、すべての年齢層で「ない」が６０．４％から７２．７％

と高くなっています。 

  

問18　あなたは、過去５年間に自分の人権を侵害されたと感じたことがありますか。

ある ない わからない 不明・無回答

％ ％ ％ ％

京田辺市（R6） 825 12.8 72.7 13.2 1.2

京都府（R2） 1,531 13.6 65.9 12.3 8.2

京田辺市（R6） 326 12.3 74.8 12.6 0.3

京都府（R2） 642 13.7 68.1 11.4 6.9

京田辺市（R6） 472 12.3 72.2 13.6 1.9

京都府（R2） 818 13.0 66.4 12.3 8.3

京田辺市（R6） 89 7.9 71.9 20.2 0.0

京都府（R2） 158 13.3 61.4 19.6 5.7

京田辺市（R6） 132 13.6 74.2 11.4 0.8

京都府（R2） 169 21.9 60.4 11.2 6.5

京田辺市（R6） 137 17.5 69.3 13.1 0.0

京都府（R2） 230 17.0 62.2 13.5 7.4

京田辺市（R6） 181 16.6 69.1 14.4 0.0

京都府（R2） 236 18.2 60.9 14.8 6.4

京田辺市（R6） 138 11.6 75.4 10.9 2.2

京都府（R2） 260 10.8 72.7 9.6 6.9

n

年齢

18～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

全体

性別

男性

女性
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（人権侵害された経験の内容） 

問１８で「ある」を選んだ方にお聞きします。 

問１９ それは、どのような人権侵害でしたか。（複数回答） 

 「パワーハラスメント（職場において、地位などの優位性を利用して行ういじめや嫌がらせ）」が５４．

７％と最も高く、次いで「あらぬ噂や悪口による、名誉・信用などの侵害」が３６．８％、「企業・団体

による不当な扱い」が２２．６％となっています。 

 

 

  

36.8 

8.5 

22.6 

12.3 

10.4 

17.0 

13.2 

54.7 

9.4 

4.7 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60%

あらぬ噂や悪口による、名誉・信用などの侵害

公的機関による不当な扱い

企業・団体による不当な扱い

地域での暴力、脅迫、無理強い、仲間外れ

家庭での暴力や虐待

差別待遇（信条・性別・出身地・社会的地位・

心身の障がいによるものなど）

プライバシーの侵害

パワーハラスメント（職場において、地位などの

優位性を利用して行ういじめや嫌がらせ）

セクシャルハラスメント（性的嫌がらせ）

その他

わからない

不明・無回答

全体（n=106）
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問１９ クロス集計 

性別でみると、男性において「パワーハラスメント」が女性と比べて高くなっています。 

年齢別でみると、４０～５０歳代では「パワーハラスメント」が他の年齢層と比べて高くなっていま

す。 

職業・雇用形態別でみると、嘱託・派遣社員、正社員（会社員）において「パワーハラスメント」が

他の職業・雇用形態と比べ高い傾向にあります。 

  

問19　それは、どのような人権侵害でしたか。

あらぬ噂や悪口
による、名誉・信
用などの侵害

公的機関による
不当な扱い

企業・団体によ
る不当な扱い

地域での暴力、
脅迫、無理強
い、仲間外れ

家庭での暴力や
虐待

差別待遇（信
条・性別・出身
地・社会的地
位・心身の障が
いによるものな
ど）

％ ％ ％ ％ ％ ％

106 36.8 8.5 22.6 12.3 10.4 17.0

男性 40 40.0 12.5 20.0 15.0 7.5 17.5

女性 58 34.5 5.2 19.0 10.3 13.8 15.5

（　　） 6 33.3 16.7 50.0 0.0 0.0 16.7

18・19歳 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～29歳 6 50.0 0.0 16.7 0.0 16.7 0.0

30～39歳 18 27.8 0.0 22.2 11.1 16.7 27.8

40～49歳 24 41.7 12.5 29.2 12.5 4.2 12.5

50～59歳 30 33.3 10.0 20.0 13.3 6.7 6.7

60～69歳 16 50.0 12.5 18.8 18.8 12.5 25.0

70歳以上 9 22.2 11.1 11.1 0.0 22.2 33.3

正社員（会社員） 30 40.0 3.3 23.3 13.3 3.3 20.0

正職員（公務員、団体職員等） 12 50.0 0.0 8.3 8.3 16.7 8.3

自営業・自由業 8 37.5 12.5 12.5 0.0 12.5 25.0

パート・アルバイト・契約社員 28 28.6 0.0 28.6 14.3 7.1 7.1

嘱託・派遣社員 2 50.0 50.0 100.0 0.0 50.0 50.0

専業主婦・主夫 10 40.0 20.0 10.0 10.0 30.0 20.0

学生 4 25.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0

無職・年金生活者 9 33.3 44.4 22.2 22.2 0.0 33.3

プライバシーの
侵害

パワーハラスメ
ント（職場におい
て、地位などの
優位性を利用し
て行ういじめや
嫌がらせ）

セクシャルハラ
スメント（性的嫌
がらせ）

その他 わからない 不明・無回答

％ ％ ％ ％ ％ ％

106 13.2 54.7 9.4 4.7 0.0 0.0

男性 40 15.0 62.5 10.0 5.0 0.0 0.0

女性 58 12.1 46.6 10.3 5.2 0.0 0.0

（　　） 6 16.7 83.3 0.0 0.0 0.0 0.0

18・19歳 1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～29歳 6 33.3 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0

30～39歳 18 5.6 50.0 22.2 0.0 0.0 0.0

40～49歳 24 16.7 66.7 4.2 8.3 0.0 0.0

50～59歳 30 6.7 73.3 10.0 3.3 0.0 0.0

60～69歳 16 12.5 43.8 12.5 0.0 0.0 0.0

70歳以上 9 22.2 0.0 0.0 22.2 0.0 0.0

正社員（会社員） 30 13.3 70.0 10.0 3.3 0.0 0.0

正職員（公務員、団体職員等） 12 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0

自営業・自由業 8 37.5 37.5 25.0 25.0 0.0 0.0

パート・アルバイト・契約社員 28 7.1 57.1 10.7 3.6 0.0 0.0

嘱託・派遣社員 2 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

専業主婦・主夫 10 0.0 40.0 20.0 0.0 0.0 0.0

学生 4 25.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0

無職・年金生活者 9 33.3 33.3 0.0 11.1 0.0 0.0

年齢
10歳階級

職業・雇
用形態

全体

性別

年齢
10歳階級

職業・雇
用形態

n

n

全体

性別
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参考 問１９の京都府調査（令和２年度）との比較 

全体でみると、京田辺市（Ｒ６）、京都府（Ｒ２）ともに「パワーハラスメント」が最も高く、次いで

「あらぬ噂や悪口による、名誉・信用などの侵害」が高くなっています。 

性別でみると、京田辺市（Ｒ６）では男性、女性ともに「パワーハラスメント」がそれぞれ６２．５％、

４６．６％で高くなっています。京都府（Ｒ２）では男性で「パワーハラスメント」が４３．２％、女

性で「あらぬ噂や悪口による、名誉・信用などの侵害」と「パワーハラスメント」がそれぞれ３９．６％

で高くなっています。 

年齢別でみると、京田辺市（Ｒ６）では１８～２９歳で「あらぬ噂や悪口による、名誉・信用などの

侵害」「プライバシーの侵害」「パワーハラスメント」がそれぞれ４２．９％、３０～５０歳代では「パ

ワーハラスメント」が約５～７割、６０～６９歳では「あらぬ噂や悪口による、名誉・信用などの侵害」

が５０．０％で高くなっています。京都府（Ｒ２）では１８～２９歳と６０～６９歳で「あらぬ噂や悪

口による、名誉・信用などの侵害」がそれぞれ５２．４％、４６．４％、３０～５０歳代で「パワーハ

ラスメント」が約４～６割で高くなっています。 

   

問19　それは、どのような人権侵害でしたか。

あらぬ噂や悪口
による、名誉・信
用などの侵害

公的機関による
不当な扱い

企業・団体によ
る不当な扱い

地域での暴力、
脅迫、無理強
い、仲間外れ

家庭での暴力や
虐待

差別待遇（信条・
性別・出身地・社
会的地位・心身
の障がいによる
ものなど）

プライバシーの侵
害

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

京田辺市（R6） 106 36.8 8.5 22.6 12.3 10.4 17.0 13.2

京都府（R2） 208 39.4 5.3 17.3 9.6 8.2 16.8 16.8

京田辺市（R6） 40 40.0 12.5 20.0 15.0 7.5 17.5 15.0

京都府（R2） 88 40.9 4.5 22.7 6.8 4.5 15.9 14.8

京田辺市（R6） 58 34.5 5.2 19.0 10.3 13.8 15.5 12.1

京都府（R2） 106 39.6 5.7 14.2 12.3 12.3 17.9 17.9

京田辺市（R6） 7 42.9 0.0 14.3 0.0 14.3 0.0 42.9

京都府（R2） 21 52.4 4.8 28.6 4.8 4.8 19.0 28.6

京田辺市（R6） 18 27.8 0.0 22.2 11.1 16.7 27.8 5.6

京都府（R2） 37 43.2 8.1 16.2 8.1 10.8 10.8 13.5

京田辺市（R6） 24 41.7 12.5 29.2 12.5 4.2 12.5 16.7

京都府（R2） 39 25.6 5.1 12.8 10.3 7.7 28.2 7.7

京田辺市（R6） 30 33.3 10.0 20.0 13.3 6.7 6.7 6.7

京都府（R2） 43 39.5 2.3 23.3 16.3 7.0 14.0 14.0

京田辺市（R6） 16 50.0 12.5 18.8 18.8 12.5 25.0 12.5

京都府（R2） 28 46.4 3.6 28.6 3.6 14.3 17.9 25.0

パワーハラスメン
ト（職場におい
て、地位などの
優位性を利用し
て行ういじめや
嫌がらせ）

セクシャルハラス
メント（性的嫌が
らせ）

（京都府調査の
みの選択肢）

インターネットに
よる人権侵害

その他 わからない 不明・無回答

％ ％ ％ ％ ％ ％

京田辺市（R6） 106 54.7 9.4 - 4.7 0.0 0.0

京都府（R2） 208 41.3 10.6 4.3 4.3 3.4 1.9

京田辺市（R6） 40 62.5 10.0 - 5.0 0.0 0.0

京都府（R2） 88 43.2 2.3 6.8 6.8 5.7 2.3

京田辺市（R6） 58 46.6 10.3 - 5.2 0.0 0.0

京都府（R2） 106 39.6 16.0 2.8 1.9 0.9 0.9

京田辺市（R6） 7 42.9 0.0 - 0.0 0.0 0.0

京都府（R2） 21 42.9 14.3 0.0 0.0 0.0

京田辺市（R6） 18 50.0 22.2 - 0.0 0.0 0.0

京都府（R2） 37 45.9 18.9 8.1 8.1 0.0

京田辺市（R6） 24 66.7 4.2 - 8.3 0.0 0.0

京都府（R2） 39 41.0 10.3 5.1 5.1 2.6

京田辺市（R6） 30 73.3 10.0 - 3.3 0.0 0.0

京都府（R2） 43 58.1 9.3 2.3 4.7 0.0

京田辺市（R6） 16 43.8 12.5 - 0.0 0.0 0.0

京都府（R2） 28 42.9 7.1 7.1 0.0 0.0

※選択肢「インターネットによる人権侵害」は、京都府調査のみの選択肢

n

n

60～69歳

全体

性別

男性

女性

年齢

18～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

全体

性別

男性

女性

年齢

18～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳
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（人権侵害への対応） 

問１８で「ある」を選んだ方にお聞きします。 

問２０ 人権侵害を受けたと感じた際、あなたはどう対応されましたか。（複数回答） 

 「何もしないでそのままにした」が４１．５％と最も高く、次いで「家族や友人など信頼できる人に

相談した」が４０．６％、「相手に対して人権侵害であるとして注意したり、抗議した」が２４．５％と

なっています。 

 

 

  

24.5 

40.6 

8.5 

1.9 

10.4 

2.8 

6.6 

41.5 

0.0 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

相手に対して人権侵害であるとして注意したり、

抗議した

家族や友人など信頼できる人に相談した

公的機関（法務局・府・京田辺市等の

人権相談窓口、警察等）に相談した

ＮＰＯ法人等の民間団体に相談した

職場の相談窓口に相談した

弁護士等に相談した

その他

何もしないでそのままにした

わからない

不明・無回答

全体（n=106）
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問２０ クロス集計① 

性別でみると、男性は「相手に対して人権侵害であるとして注意したり、抗議した」が３５．０％で

女性と比べて高く、女性は「家族や友人など信頼できる人に相談した」が５６．９％で男性と比べて高

くなっています。 

年齢別でみると、２０歳代・７０歳以上で「相手に対して人権侵害であるとして注意したり、抗議し

た」がそれぞれ５０．０％、４４．４％と高く、３０歳代では「何もしないでそのままにした」が５５．

６％と他の年齢層に比べて高くなっています。 

  

相手に対して人
権侵害であると
して注意したり、
抗議した

家族や友人など
信頼できる人に
相談した

公的機関（法務
局・府・京田辺
市等の人権相
談窓口、警察
等）に相談した

ＮＰＯ法人等の
民間団体に相談
した

職場の相談窓
口に相談した

％ ％ ％ ％ ％

106 24.5 40.6 8.5 1.9 10.4

男性 40 35.0 17.5 12.5 2.5 12.5

女性 58 19.0 56.9 6.9 1.7 10.3

（　　） 6 16.7 50.0 0.0 0.0 0.0

18・19歳 1 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0

20～29歳 6 50.0 50.0 16.7 0.0 0.0

30～39歳 18 16.7 38.9 5.6 0.0 5.6

40～49歳 24 20.8 37.5 12.5 4.2 8.3

50～59歳 30 26.7 46.7 6.7 3.3 20.0

60～69歳 16 12.5 31.3 6.3 0.0 12.5

70歳以上 9 44.4 44.4 11.1 0.0 0.0

弁護士等に相談
した

その他
何もしないでそ
のままにした

わからない 不明・無回答

％ ％ ％ ％ ％

106 2.8 6.6 41.5 0.0 0.0

男性 40 5.0 10.0 50.0 0.0 0.0

女性 58 1.7 5.2 32.8 0.0 0.0

（　　） 6 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0

18・19歳 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～29歳 6 16.7 0.0 33.3 0.0 0.0

30～39歳 18 0.0 11.1 55.6 0.0 0.0

40～49歳 24 4.2 0.0 37.5 0.0 0.0

50～59歳 30 3.3 10.0 36.7 0.0 0.0

60～69歳 16 0.0 6.3 43.8 0.0 0.0

70歳以上 9 0.0 11.1 33.3 0.0 0.0

性別

年齢
10歳階級

全体

n

問20　人権侵害を受けたと感じた際、あなたはどう対応されましたか。

全体

n

性別

年齢
10歳階級
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参考 問２０の京都府調査（令和２年度）との比較 

全体でみると、「家族や友人など信頼できる人に相談した」について、京田辺市（Ｒ６）では４０．６％

で京都府（Ｒ２）の３０．３％より高くなっています。 

性別でみると、京田辺市（Ｒ６）では男性で「何もしないでそのままにした」が５０．０％、女性で

「家族や友人など信頼できる人に相談した」が５６．９％で高くなっています。京都府（Ｒ２）では男

性で「何もしないでそのままにした」が４６．６％、女性で「家族や友人など信頼できる人に相談した」

と「何もしないでそのままにした」がそれぞれ３５．８％で高くなっています。 

年齢別でみると、京田辺市（Ｒ６）では１８～２９歳で「相手に対して人権侵害であるとして注意し

たり、抗議した」と「家族や友人など信頼できる人に相談した」がそれぞれ５７．１％、３０～３９歳

と６０～６９歳で「何もしないでそのままにした」がそれぞれ５５．６％、４３．８％、４０～４９歳

で「家族や友人など信頼できる人に相談した」と「何もしないでそのままにした」がそれぞれ３７．５％、

５０～５９歳で「家族や友人など信頼できる人に相談した」が４６．７％で高くなっています。京都府

（Ｒ２）では１８～２９歳で「家族や友人など信頼できる人に相談した」と「何もしないでそのままに

した」がそれぞれ４７．６％、３０～３９歳で「家族や友人など信頼できる人に相談した」が３７．８％、

４０歳代以上で「何もしないでそのままにした」が３７．２％～５３．６％と高くなっています。 

  

問20　人権侵害を受けたと感じた際、あなたはどう対応されましたか。

相手に対して人
権侵害であると
して注意したり、
抗議した

家族や友人など
信頼できる人に
相談した

公的機関（法務
局・府・京田辺市
等の人権相談窓
口、警察等）に相
談した

ＮＰＯ法人等の
民間団体に相談
した

職場の相談窓口
に相談した

％ ％ ％ ％ ％

京田辺市（R6） 106 24.5 40.6 8.5 1.9 10.4

京都府（R2） 208 16.3 30.3 9.6 1.0 8.7

京田辺市（R6） 40 35.0 17.5 12.5 2.5 12.5

京都府（R2） 88 14.8 25.0 8.0 1.1 5.7

京田辺市（R6） 58 19.0 56.9 6.9 1.7 10.3

京都府（R2） 106 17.9 35.8 11.3 0.9 11.3

京田辺市（R6） 7 57.1 57.1 14.3 0.0 0.0

京都府（R2） 21 9.5 47.6 9.5 0.0 9.5

京田辺市（R6） 18 16.7 38.9 5.6 0.0 5.6

京都府（R2） 37 24.3 37.8 8.1 0.0 16.2

京田辺市（R6） 24 20.8 37.5 12.5 4.2 8.3

京都府（R2） 39 10.3 35.9 7.7 2.6 12.8

京田辺市（R6） 30 26.7 46.7 6.7 3.3 20.0

京都府（R2） 43 18.6 34.9 7.0 0.0 4.7

京田辺市（R6） 16 12.5 31.3 6.3 0.0 12.5

京都府（R2） 28 10.7 25.0 10.7 3.6 7.1

弁護士等に相談
した

その他
何もしないでそ
のままにした

わからない 不明・無回答

％ ％ ％ ％ ％

京田辺市（R6） 106 2.8 6.6 41.5 0.0 0.0

京都府（R2） 208 3.8 9.1 40.9 2.9 1.0

京田辺市（R6） 40 5.0 10.0 50.0 0.0 0.0

京都府（R2） 88 5.7 6.8 46.6 4.5 2.3

京田辺市（R6） 58 1.7 5.2 32.8 0.0 0.0

京都府（R2） 106 2.8 11.3 35.8 0.9 0.0

京田辺市（R6） 7 14.3 0.0 28.6 0.0 0.0

京都府（R2） 21 0.0 4.8 47.6 0.0

京田辺市（R6） 18 0.0 11.1 55.6 0.0 0.0

京都府（R2） 37 0.0 13.5 32.4 0.0

京田辺市（R6） 24 4.2 0.0 37.5 0.0 0.0

京都府（R2） 39 2.6 10.3 38.5 0.0

京田辺市（R6） 30 3.3 10.0 36.7 0.0 0.0

京都府（R2） 43 7.0 9.3 37.2 0.0

京田辺市（R6） 16 0.0 6.3 43.8 0.0 0.0

京都府（R2） 28 3.6 14.3 53.6 0.0

全体

性別

男性

女性

年齢

18～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

年齢

18～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

n

n

60～69歳

全体

性別

男性

女性
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問２０ クロス集計② 

研修への参加状況でみると、参加したことがある場合、「家族や友人など信頼できる人に相談した」が

４８．４％で、参加したことがない場合と比べて高くなっています。 

各種相談窓口の認知状況でみると、いずれの相談窓口の場合でも、知っている場合には「公的機関（法

務局・府・京田辺市等の人権相談窓口、警察等）に相談した」が若干高くなっています。 

  

相手に対して人
権侵害であると
して注意したり、
抗議した

家族や友人など
信頼できる人に
相談した

公的機関（法務
局・府・京田辺
市等の人権相
談窓口、警察
等）に相談した

ＮＰＯ法人等の
民間団体に相談
した

職場の相談窓
口に相談した

％ ％ ％ ％ ％

106 24.5 40.6 8.5 1.9 10.4

参加したことがある 31 22.6 48.4 6.5 6.5 9.7

参加したことがない 74 25.7 37.8 9.5 0.0 10.8

知っている 56 28.6 42.9 14.3 3.6 12.5

知らない 49 20.4 38.8 2.0 0.0 8.2

知っている 24 20.8 41.7 16.7 4.2 12.5

知らない 81 25.9 40.7 6.2 1.2 9.9

知っている 59 27.1 52.5 11.9 3.4 10.2

知らない 46 21.7 26.1 4.3 0.0 10.9

知っている 35 28.6 51.4 17.1 5.7 11.4

知らない 70 22.9 35.7 4.3 0.0 10.0

弁護士等に相談
した

その他
何もしないでそ
のままにした

わからない 不明・無回答

％ ％ ％ ％ ％

106 2.8 6.6 41.5 0.0 0.0

参加したことがある 31 0.0 6.5 35.5 0.0 0.0

参加したことがない 74 4.1 6.8 43.2 0.0 0.0

知っている 56 3.6 8.9 33.9 0.0 0.0

知らない 49 2.0 4.1 49.0 0.0 0.0

知っている 24 4.2 12.5 29.2 0.0 0.0

知らない 81 2.5 4.9 44.4 0.0 0.0

知っている 59 5.1 8.5 32.2 0.0 0.0

知らない 46 0.0 4.3 52.2 0.0 0.0

知っている 35 2.9 11.4 25.7 0.0 0.0

知らない 70 2.9 4.3 48.6 0.0 0.0

市の相談
窓口認知

民間相談
窓口認知

全体

民間相談
窓口認知

研修への
参加状況

府の相談
窓口認知

市の相談
窓口認知

国の相談
窓口認知

府の相談
窓口認知

問20　人権侵害を受けたと感じた際、あなたはどう対応されましたか。

全体

研修への
参加状況

国の相談
窓口認知

n

n
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（人権相談窓口の認知度） 

問２１ あなたは、人権に関する事柄で悩んだときなどの対応のため、国（法務局や人権擁護委員）

をはじめ地方自治体（京都府や京田辺市）やＮＰＯ法人等の民間団体において人権相談の窓

口が開かれているのをご存じですか。（①～④のそれぞれについて、単数回答） 

 「知っている」については、〔③京田辺市が実施する相談〕で５割を超えており、〔①国（法務局や人

権擁護委員）〕で約４割、〔②京都府が実施する相談〕〔④ＮＰＯ法人等の民間団体が実施する相談〕で約

２割となっていることから、本市に相談窓口があることについて、一定の周知が進んでいることがわか

ります。 

 

 

  

49.8 

20.6 

54.4 

28.5 

47.8 

76.8 

44.1 

69.0 

2.4 

2.5 

1.5 

2.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①国（法務局や人権擁護委員）

②京都府が実施する相談

③京田辺市が実施する相談

④ＮＰＯ法人等の民間団体が

実施する相談

全体（n=825）

知っている 知らない 不明・無回答
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問２１ クロス集計 

性別でみると、女性では〔③京田辺市が実施する相談〕において「知っている」が６３．８％で、男

性と比べて高くなっています。 

年齢別でみると、〔③京田辺市が実施する相談〕においては、４０歳代以上は「知っている」が５割を

超えており、７０歳以上では７５．９％と非常に高い認知度となっています。 

１８・１９歳及び２０歳代では〔④ＮＰＯ法人等の民間団体が実施する相談〕において「知っている」

が約４割で、他の年齢層と比べて若干高くなっています。 

研修への参加状況でみると、参加したことがある場合、〔①国（法務局や人権擁護委員）〕〔②京都府が

実施する相談〕〔④ＮＰＯ法人等の民間団体が実施する相談〕のいずれにおいても「知っている」が参加

したことがない場合と比べて高くなっており、研修時の各種窓口周知について一定の効果が表れている

と考えられます。 

  

①国（法務局や
人権擁護委員）

②京都府が実
施する相談

③京田辺市が
実施する相談

④ＮＰＯ法人等
の民間団体が
実施する相談

％ ％ ％ ％

825 49.8 20.6 54.4 28.5

男性 326 46.9 20.9 42.0 24.8

女性 472 52.3 20.6 63.8 31.4

（　　） 17 35.3 23.5 47.1 23.5

18・19歳 15 33.3 13.3 20.0 40.0

20～29歳 74 59.5 21.6 25.7 39.2

30～39歳 132 50.0 12.1 41.7 22.7

40～49歳 137 46.7 18.2 52.6 32.1

50～59歳 181 53.6 19.9 55.8 24.3

60～69歳 138 50.0 26.1 64.5 31.2

70歳以上 137 43.8 26.3 75.9 25.5

正社員（会社員） 245 46.9 13.9 40.8 20.4

正職員（公務員、団体職員等） 68 61.8 29.4 55.9 32.4

自営業・自由業 44 47.7 18.2 54.5 29.5

パート・アルバイト・契約社員 166 55.4 21.7 64.5 38.0

嘱託・派遣社員 14 42.9 21.4 42.9 35.7

専業主婦・主夫 111 46.8 20.7 70.3 26.1

学生 42 57.1 16.7 23.8 42.9

無職・年金生活者 110 44.5 31.8 66.4 24.5

ある 106 52.8 22.6 55.7 33.0

ない 600 49.7 20.3 56.0 28.7

参加したことがある 200 65.5 26.5 56.0 38.0

参加したことがない 616 45.1 18.7 53.7 25.5

※「知っている」のみ掲載

※研修への参加状況の『参加したことがある』は「１～２回」「３～４回」「５回以上」の合計

人権侵害経
験の有無

研修への
参加状況

職業・雇
用形態

問21　あなたは、人権に関する事柄で悩んだときなどの対応のため、国（法務局や人権擁護委員）をはじめ地方自治
体（京都府や京田辺市）やＮＰＯ法人等の民間団体において人権相談の窓口が開かれているのをご存じですか。

全体

性別

年齢
10歳階級

n
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（身近な人権問題に関する考え方） 

問２２ 人権の尊重や侵害について、あなたの考えを教えてください。 

（①～⑮のそれぞれについて、単数回答） 

〔①部落差別（同和問題）は、口に出さずそっとしておけば自然になくなると思うので、学校や職場

で積極的に学習や研修を行わなくてもよい〕については、『そう思わない（「どちらかといえばそう思わ

ない」と「そう思わない」の合計）』が４９．２％と、『そう思う（「そう思う」と「どちらかといえばそ

う思う」の合計』の２４．６％を上回っています。 

〔②夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである〕については、『そう思わない』が７３．１％と、『そ

う思う』の３．８％を上回っています。 

〔③親の介護が必要になったとき、女性の役割だと決めつけるのはよくない〕については、『そう思

う』は８６．１％となっています。 

〔④子どもが参加する地域行事を決める際に、大人だけで決めて、子どもの意見を聞かなくてもよい〕

については、『そう思わない』が７７．２％と、『そう思う』の４．１％を上回っています。 

〔⑤親が他のきょうだいの面倒を見たり、家事や洗濯をすることが難しい場合は、子どもが代わりに

その役割を担うことはやむを得ない〕については、『そう思わない』が３４．３％と、『そう思う』の３

１．１％を若干上回っています。 

〔⑥認知症で徘徊する高齢者について、介護者が側にいない場合、鍵をかけて家から出られないよう

にすることはやむを得ない〕については、『そう思う』は４９．３％となっています。 

〔⑦学校や企業などは、障がいのある人の特性や困りごとに配慮して、教育や就業機会の提供に努め

るべきである〕については、『そう思う』は８２．２％となっています。 

〔⑧日本に住む外国人は、できるだけ日本の文化や慣習に合わせる努力をすべきである〕については、

『そう思う』は５６．２％となっています。 

〔⑨外国人を受け入れない、拒否する趣旨の言動が公然とされること（いわゆるヘイトスピーチ）は

許されない〕については、『そう思う』は７１．０％となっています。 

〔⑩感染症患者については、感染拡大防止のため、プライバシーの保護などが制限される場合があっ

てもやむを得ない〕については、『そう思う』は４０．２％となっています。 

〔⑪犯罪被害者について、報道によってプライバシーが侵害されたり、私生活の平穏が保てなくなる

ことは問題である〕については、『そう思う』は８５．１％となっています。 

〔⑫ＬＧＢＴ等の性的少数者であることを身近な人にもいえない社会は問題である〕については、『そ

う思う』は６７．５％となっています。 

〔⑬刑を終えて出所した人が、更生した後も、インターネットなどで過去の犯罪歴を調べられること

があってもやむを得ない〕については、『そう思う』は３８．２％となっています。 

〔⑭一般人・有名人問わず、事件や不祥事を起こした場合には、ＳＮＳや動画サイトなどにその人を

批判する内容の情報を掲載しても問題ない〕については、『そう思わない』が６７．３％と、『そう思う』

の８．４％を上回っています。 

〔⑮悪口など誹謗中傷する内容でないのであれば、本人の許可なくＳＮＳや動画サイトなどに個人の

情報を掲載しても問題ない〕については、『そう思わない』が９０．８％と、『そう思う』の１．４％を

上回っています。 
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24.6 
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22.8 

6.1 

20.0 

9.7 

1.8 

23.0 

14.4 
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1.8 

8.0 

3.8 

13.0 

2.5 

3.4 

12.6 

22.7 

11.2 

29.2 

63.4 

5.7 

54.2 

19.9 

12.5 

1.7 

6.3 

2.7 

13.3 

1.3 

2.5 

15.8 

44.6 

79.6 

1.5 

1.2 

1.0 

1.6 

1.7 

1.6 

1.7 

1.5 

1.8 

1.6 

1.7 

1.9 

1.8 

1.6 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①部落差別（同和問題）は、口に出さずそっとしておけば自然に

なくなると思うので、学校や職場で積極的に学習や研修を

行わなくてもよい

②夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである

③親の介護が必要になったとき、女性の役割だと決めつけるのは

よくない

④子どもが参加する地域行事を決める際に、大人だけで決めて、

子どもの意見を聞かなくてもよい

⑤親が他のきょうだいの面倒を見たり、家事や洗濯をすることが

難しい場合は、子どもが代わりにその役割を担うことは

やむを得ない

⑥認知症で徘徊する高齢者について、介護者が側にいない場合、

鍵をかけて家から出られないようにすることはやむを得ない

⑦学校や企業などは、障がいのある人の特性や困りごとに配慮して、

教育や就業機会の提供に努めるべきである

⑧日本に住む外国人は、できるだけ日本の文化や慣習に

合わせる努力をすべきである

⑨外国人を受け入れない、拒否する趣旨の言動が公然とされること

（いわゆるヘイトスピーチ）は許されない

⑩感染症患者については、感染拡大防止のため、プライバシーの

保護などが制限される場合があってもやむを得ない

⑪犯罪被害者について、報道によってプライバシーが侵害されたり、

私生活の平穏が保てなくなることは問題である

⑫ＬＧＢＴ等の性的少数者であることを身近な人にもいえない社会は

問題である

⑬刑を終えて出所した人が、更生した後も、インターネットなどで

過去の犯罪歴を調べられることがあってもやむを得ない

⑭一般人・有名人問わず、事件や不祥事を起こした場合には、

ＳＮＳや動画サイトなどにその人を批判する内容の情報を

掲載しても問題ない

⑮悪口など誹謗中傷する内容でないのであれば、本人の許可なく

ＳＮＳや動画サイトなどに個人の情報を掲載しても問題ない

全体（n=825）

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらともいえない どちらかといばそう思わない

そう思わない 不明・無回答
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問２２ クロス集計 

性別でみると、〔③親の介護が必要になったとき、女性の役割だと決めつけるのはよくない〕〔⑧日本

に住む外国人は、できるだけ日本の文化や慣習に合わせる努力をすべきである〕〔⑩感染症患者につい

ては、感染拡大防止のため、プライバシーの保護などが制限される場合があってもやむを得ない〕〔⑫Ｌ

ＧＢＴ等の性的少数者であることを身近な人にもいえない社会は問題である〕において『そう思う』が

男女間で１０ポイント以上の差が生じています。 

年齢別でみると、〔⑥認知症で徘徊する高齢者について、介護者が側にいない場合、鍵をかけて家から

出られないようにすることはやむを得ない〕〔⑧日本に住む外国人は、できるだけ日本の文化や慣習に

合わせる努力をすべきである〕〔⑬刑を終えて出所した人が、更生した後も、インターネットなどで過去

の犯罪歴を調べられることがあってもやむを得ない〕において『そう思う』が１０～３０歳代の比較的

若い世代で高くなっています。 

研修への参加状況でみると、参加したことがある場合、〔⑨外国人を受け入れない、拒否する趣旨の言

動が公然とされること（いわゆるヘイトスピーチ）は許されない〕〔⑫ＬＧＢＴ等の性的少数者であるこ

とを身近な人にもいえない社会は問題である〕において『そう思う』がそれぞれ８４．０％、７７．０％

となっており、参加したことがない場合と比べて高くなっています。 

  

問22　人権の尊重や侵害について、あなたの考えを教えてください。

①部落差別（同
和問題）は、口
に出さずそっとし
ておけば自然に
なくなると思うの
で、学校や職場
で積極的に学習
や研修を行わな
くてもよい

②夫は外で働
き、妻は家庭を
守るべきである

③親の介護が
必要になったと
き、女性の役割
だと決めつける
のはよくない

④子どもが参加
する地域行事を
決める際に、大
人だけで決め
て、子どもの意
見を聞かなくて
もよい

⑤親が他のきょ
うだいの面倒を
見たり、家事や
洗濯をすること
が難しい場合
は、子どもが代
わりにその役割
を担うことはや
むを得ない

⑥認知症で徘徊
する高齢者につ
いて、介護者が
側にいない場
合、鍵をかけて
家から出られな
いようにすること
はやむを得ない

⑦学校や企業な
どは、障がいの
ある人の特性や
困りごとに配慮
して、教育や就
業機会の提供に
努めるべきであ
る

⑧日本に住む外
国人は、できる
だけ日本の文化
や慣習に合わせ
る努力をすべき
である

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

825 24.6 3.8 86.1 4.1 31.1 49.3 82.2 56.2

男性 326 22.4 4.6 80.4 4.3 36.8 49.1 80.6 62.6

女性 472 25.6 3.0 90.7 3.8 28.0 50.4 84.1 52.0

（　　） 17 29.4 5.9 70.6 5.9 5.9 35.3 76.5 41.1

18・19歳 15 20.0 13.4 80.0 6.7 53.3 60.0 80.0 66.6

20～29歳 74 25.7 0.0 94.6 4.1 39.2 67.6 81.0 68.9

30～39歳 132 22.0 3.8 90.9 5.3 27.3 62.1 81.1 63.6

40～49歳 137 29.9 5.8 92.0 6.5 29.9 56.9 81.0 56.2

50～59歳 181 24.3 2.2 80.1 3.3 27.6 49.8 84.6 55.8

60～69歳 138 21.7 2.9 82.6 2.9 27.5 37.6 86.3 47.1

70歳以上 137 24.1 5.1 82.5 2.2 38.0 29.9 81.0 49.6

参加したことがある 200 25.5 2.5 89.5 4.5 31.0 52.5 89.0 57.5

参加したことがない 616 24.5 4.2 85.3 4.0 31.5 48.7 80.7 55.8

⑨外国人を受け
入れない、拒否
する趣旨の言動
が公然とされる
こと（いわゆるヘ
イトスピーチ）は
許されない

⑩感染症患者に
ついては、感染
拡大防止のた
め、プライバシー
の保護などが制
限される場合が
あってもやむを
得ない

⑪犯罪被害者に
ついて、報道に
よってプライバ
シーが侵害され
たり、私生活の
平穏が保てなく
なることは問題
である

⑫ＬＧＢＴ等の性
的少数者である
ことを身近な人
にもいえない社
会は問題である

⑬刑を終えて出
所した人が、更
生した後も、イン
ターネットなどで
過去の犯罪歴を
調べられること
があってもやむ
を得ない

⑭一般人・有名
人問わず、事件
や不祥事を起こ
した場合には、
ＳＮＳや動画サ
イトなどにその
人を批判する内
容の情報を掲載
しても問題ない

⑮悪口など誹謗
中傷する内容で
ないのであれ
ば、本人の許可
なくＳＮＳや動画
サイトなどに個
人の情報を掲載
しても問題ない

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

825 71.0 40.2 85.1 67.5 38.2 8.4 1.4

男性 326 66.2 47.9 84.0 61.7 41.8 10.8 2.5

女性 472 75.4 35.2 86.2 72.2 35.4 6.2 0.4

（　　） 17 64.7 35.2 88.3 76.5 58.8 17.7 11.8

18・19歳 15 80.0 53.3 66.6 66.7 46.6 40.0 6.7

20～29歳 74 64.8 35.1 85.2 70.3 55.4 8.2 1.4

30～39歳 132 65.9 34.8 88.6 75.8 58.3 12.1 1.5

40～49歳 137 68.6 41.6 91.9 71.6 52.5 7.3 0.7

50～59歳 181 73.4 37.6 84.6 68.5 39.3 11.0 3.3

60～69歳 138 79.8 36.9 87.0 67.4 18.1 2.1 0.7

70歳以上 137 70.8 51.8 76.6 56.2 14.6 4.3 0.0

参加したことがある 200 84.0 44.5 91.5 77.0 36.0 8.5 1.0

参加したことがない 616 67.2 39.0 83.6 65.0 39.4 8.4 1.6

※『そう思う（「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計）』のみ掲載

※研修への参加状況の『参加したことがある』は「１～２回」「３～４回」「５回以上」の合計

n

n

全体

性別

年齢
10歳階級

研修への
参加状況

研修への
参加状況

全体

性別

年齢
10歳階級
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（結婚相手の判断条件） 

問２３ 仮にあなたにお子さんがいて、お子さんの結婚しようとする相手が、次のような相手の場

合、あなたはどうすると思いますか。（①～⑥のそれぞれについて、単数回答） 

〔①障がいのある人〕では「親としては反対だが、子どもの意思を尊重する」が４２．４％で最も高

くなっています。 

〔②外国人〕では「子どもの意思を尊重し、反対しない」が６２．３％で最も高くなっています。 

〔③被差別部落（旧同和地区）に住んでいる人〕では「子どもの意思を尊重し、反対しない」が４０．

１％で最も高くなっています。 

〔④被差別部落（旧同和地区）の地域外に住んでいるが、被差別部落（旧同和地区）出身者である人〕

では「子どもの意思を尊重し、反対しない」が４３．９％で最も高くなっています。 

〔⑤ＬＧＢＴ等の性的少数者〕では「子どもの意思を尊重し、反対しない」が３６．８％で最も高く

なっています。 

〔⑥低所得者など、生活が困難な人〕では「親としては反対だが、子どもの意思を尊重する」が３７．

６％で最も高くなっています。 

 

  

28.5 
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36.8 
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1.2 

4.7 

3.6 

2.8 

5.2 

2.8 

0.8 
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13.6 

23.0 

15.0 

28.4 

28.5 

27.8 

22.9 

1.9 

1.5 

1.8 

1.6 

1.6 

1.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①障がいのある人

②外国人

③被差別部落（旧同和地区）に

住んでいる人

④被差別部落（旧同和地区）の

地域外に住んでいるが、被差別部落

（旧同和地区）出身者である人

⑤ＬＧＢＴ等の性的少数者

⑥低所得者など、生活が困難な人

全体（n=825）

子どもの意思を尊重し、反対はしない

親としては反対だが、子どもの意思を尊重する

家族の者や親戚の反対があれば、結婚は認めない

絶対に結婚は認めない

わからない

不明・無回答
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問２３ クロス集計 

性別でみた場合、大きな差はみられませんでした。 

年齢別でみると、３０歳代以下では〔⑥低所得者など、生活が困難な人〕において『認めない』が約

２～３割となっており、他の年齢層と比べて若干高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

  

①障がいのある
人

②外国人
③被差別部落
（旧同和地区）
に住んでいる人

④被差別部落
（旧同和地区）
の地域外に住ん
でいるが、被差
別部落（旧同和
地区）出身者で
ある人

⑤ＬＧＢＴ等の性
的少数者

⑥低所得者な
ど、生活が困難
な人

％ ％ ％ ％ ％ ％

825 4.1 2.0 8.6 7.2 8.4 18.8

男性 326 3.3 3.3 8.0 6.5 10.4 16.2

女性 472 4.7 0.8 9.3 8.1 7.2 20.2

（　　） 17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.5

18・19歳 15 13.3 6.7 6.7 6.7 6.7 20.0

20～29歳 74 4.1 5.4 10.8 8.2 8.1 23.0

30～39歳 132 4.5 2.3 7.6 6.1 8.3 28.1

40～49歳 137 4.4 2.2 5.1 6.6 6.5 17.6

50～59歳 181 4.5 0.6 8.3 7.7 7.8 17.7

60～69歳 138 1.4 0.7 10.1 7.2 7.2 18.1

70歳以上 137 4.4 2.2 11.0 8.1 12.4 10.9

参加したことがある 200 2.5 2.0 8.5 8.0 7.0 19.5

参加したことがない 616 4.5 1.9 8.6 7.0 8.8 18.6

※『認めない（「家族の者や親戚の反対があれば、結婚は認めない」と「絶対に結婚は認めない」の合計）』のみ掲載

※研修への参加状況の『参加したことがある』は「１～２回」「３～４回」「５回以上」の合計

研修への
参加状況

問23　仮にあなたにお子さんがいて、お子さんの結婚しようとする相手が、次のような相手の場合、あなたはどうすると思いますか。

全体

年齢
10歳階級

性別

n
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（住宅購入時等の判断条件） 

問２４ 家を購入したりマンションを借りたりするなど、あなたが住宅を選ぶ際に、価格等が希望

にあっていても、次のような条件の物件の場合、あなたはどうすると思いますか。 

（①～⑦のそれぞれについて、単数回答） 

 『避けると思う（「避けると思う」と「どちらかといえば避けると思う」の合計）』については、〔③被

差別部落（旧同和地区）に物件がある〕〔⑥近くに低所得者など、生活が困難な人が多く住んでいる〕で

約４割、〔④被差別部落（旧同和地区）の地域外であるが、被差別部落（旧同和地区）と同じ小学校区に

物件がある〕で約３割となっています。 

 『避けないと思う（「どちらかといえば避けないと思う」と「避けないと思う」の合計）』については、

〔⑦近くに保育所・幼稚園がある〕で７割以上、〔⑤近くにＬＧＢＴ等の性的少数者が住んでいる〕で６

割以上と高くなっていますが、〔①近くに障がい者施設がある〕〔②近くに外国人が住んでいる〕は約５

割となっています。 

 

  

4.5 

4.5 

20.4 

12.6 

2.9 

15.0 

2.4 

13.5 

12.6 

24.0 

17.8 

4.2 

23.4 

6.1 

27.3 

27.9 

28.7 

28.8 

22.4 

28.0 

13.9 

18.9 

20.7 

10.8 

17.1 

19.8 

13.3 

20.0 

33.8 

32.1 

14.3 

21.3 

48.4 

17.9 

56.0 

2.1 

2.2 

1.8 

2.3 

2.3 

2.3 

1.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①近くに障がい者施設がある

②近くに外国人が住んでいる

③被差別部落（旧同和地区）に

物件がある

④被差別部落（旧同和地区）の地域

外であるが、被差別部落（旧同和地

区）と同じ小学校区に物件がある

⑤近くにＬＧＢＴ等の性的少数者が

住んでいる

⑥近くに低所得者など、生活が

困難な人が多く住んでいる

⑦近くに保育所・幼稚園がある

全体（n=825）

避けると思う どちらかといえば避けると思う

どちらともいえない どちらかといえば避けないと思う

避けないと思う 不明・無回答
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問２４ クロス集計 

年齢別でみると、１０～３０歳代の比較的若い世代では〔①近くに障がい者施設がある〕〔②近くに外

国人が住んでいる〕〔⑥近くに低所得者など、生活が困難な人が多く住んでいる〕において『避けると思

う』が若干高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

①近くに障がい
者施設がある

②近くに外国人
が住んでいる

③被差別部落
（旧同和地区）
に物件がある

④被差別部落
（旧同和地区）
の地域外である
が、被差別部落
（旧同和地区）と
同じ小学校区に
物件がある

⑤近くにＬＧＢＴ
等の性的少数
者が住んでいる

⑥近くに低所得
者など、生活が
困難な人が多く
住んでいる

⑦近くに保育
所・幼稚園があ
る

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

825 18.0 17.1 44.4 30.4 7.1 38.4 8.5

18・19歳 15 20.0 26.7 33.3 13.4 6.7 53.4 6.7

20～29歳 74 29.7 33.8 43.3 36.5 8.1 56.8 6.8

30～39歳 132 25.8 25.0 53.0 39.4 7.5 55.3 11.4

40～49歳 137 20.5 15.3 43.8 28.4 4.4 43.7 8.0

50～59歳 181 15.5 18.2 42.5 28.7 5.5 31.4 10.5

60～69歳 138 8.7 6.5 44.9 25.3 5.0 28.3 5.0

70歳以上 137 14.6 10.9 40.2 29.2 12.4 24.8 8.8

参加したことがある 200 19.5 11.0 43.0 27.0 5.5 40.0 10.0

参加したことがない 616 17.6 19.1 45.2 31.6 7.6 38.1 8.1

※『避けると思う（「避けると思う」と「どちらかといえば避けると思う」の合計）』のみ掲載

※研修への参加状況の『参加したことがある』は「１～２回」「３～４回」「５回以上」の合計

研修への
参加状況

問24　家を購入したりマンションを借りたりするなど、あなたが住宅を選ぶ際に、価格等が希望にあっていても、次のような条件の物件の場合、あなたはどうすると思いま
すか。

全体

年齢
10歳階級

n
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（採用選考の判断条件） 

問２５ 就職の採用選考にあたり、十分な能力があったとしても、次のような相手の場合、あなた

はどうすると思いますか。（①～⑦のそれぞれについて、単数回答） 

 『避けると思う（「避けると思う」と「どちらかといえば避けると思う」の合計）』については、〔⑦過

去に罪を犯したが、刑を終えて出所した人〕で約３割、その他の項目で１割未満となっています。 

 『避けないと思う（「避けないと思う」と「どちらかといえば避けないと思う」の合計）』については、

〔⑦過去に罪を犯したが、刑を終えて出所した人〕で約３割、その他の項目で６割以上となっており、

特に〔⑤女性〕で約９割と高くなっています。 

 

 

 

  

1.1 

1.2 

1.2 

1.3 

0.2 

1.6 

11.2 

4.8 

4.0 

3.3 

3.4 

0.7 

6.1 

19.0 

24.4 

20.4 

19.4 

16.1 

8.1 

21.0 

38.4 

25.2 

26.5 

22.8 

19.9 

9.8 

22.8 

15.2 

42.5 

45.8 

51.4 

57.1 

79.2 

46.5 

14.7 

1.9 

2.1 

1.9 

2.2 

1.9 

2.1 

1.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①障がいのある人

②外国人

③被差別部落

（旧同和地区）出身者

④ＬＧＢＴ等の性的少数者

⑤女性

⑥高齢者

⑦過去に罪を犯したが、

刑を終えて出所した人

全体（n=825）

避けると思う どちらかといえば避けると思う

どちらともいえない どちらかといえば避けないと思う

避けないと思う 不明・無回答
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問２５ クロス集計 

年齢別でみると、１０～３０歳代の比較的若い世代では〔①障がいのある人〕〔⑥高齢者〕〔⑦過去に

罪を犯したが、刑を終えて出所した人〕において『避けると思う』が若干高くなっています。 

 

 

 

  

問25　就職の採用選考にあたり、十分な能力があったとしても、次のような相手の場合、あなたはどうすると思いますか。

①障がいのある
人

②外国人
③被差別部落
（旧同和地区）
出身者

④ＬＧＢＴ等の性
的少数者

⑤女性 ⑥高齢者
⑦過去に罪を犯
したが、刑を終
えて出所した人

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

825 5.9 5.2 4.5 4.7 0.9 7.7 30.2

18・19歳 15 20.0 13.3 6.7 6.7 6.7 20.0 40.0

20～29歳 74 6.8 2.7 2.8 5.4 0.0 12.2 37.8

30～39歳 132 5.3 5.3 2.3 0.8 1.5 9.9 36.3

40～49歳 137 5.8 3.7 3.7 3.7 1.5 8.0 27.0

50～59歳 181 3.9 3.9 4.5 4.5 0.0 5.0 30.4

60～69歳 138 4.3 5.0 4.3 4.4 0.7 6.5 21.7

70歳以上 137 9.5 8.8 8.0 8.7 1.4 5.9 29.9

参加したことがある 200 4.5 3.5 3.0 3.0 1.5 9.0 32.5

参加したことがない 616 6.5 5.9 5.0 5.3 0.8 7.3 29.9

※『避けると思う（「避けると思う」と「どちらかといえば避けると思う」の合計）』のみ掲載

※研修への参加状況の『参加したことがある』は「１～２回」「３～４回」「５回以上」の合計

n

研修への
参加状況

全体

年齢
10歳階級
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（犯罪被害者の人権） 

問２６ 犯罪被害者やその家族に関することで、人権上、特に問題だと思うことはどのようなこと

ですか。（３つまで複数回答） 

 「事件が周囲の噂になったり、好奇の目で見られたりすること」が６７．６％と最も高く、次いで「犯

罪行為によって精神的・経済的な負担等を受けること」が６６．７％、「社会復帰や日常生活の再建を支

援する制度が十分でないこと」が２５．０％となっています。 

 

 

  

66.7 

67.6 

19.2 

12.2 

23.5 

19.0 

14.8 

25.0 

1.0 

3.8 

1.8 

0% 20% 40% 60% 80%

犯罪行為によって精神的・経済的な負担等を受けること

事件が周囲の噂になったり、好奇の目で見られたりすること

家族関係や友人関係で不和が生じること

本人や家族の結婚に関して、周りから反対されること

犯罪被害に遭った人に対する市民の理解が十分でないこと

相談できる場所や支援してくれる組織の存在が

わかりにくいこと

どのように相談すればよいかわからない、

または相談をためらってしまうこと

社会復帰や日常生活の再建を支援する制度が十分でないこと

その他

わからない

不明・無回答

全体（n=825）
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問２６ クロス集計 

人権侵害経験の有無でみると、経験がある場合、「本人や家族の結婚に関して、周りから反対されるこ

と」が高くなっています。 

犯罪被害者やその家族の人権が尊重されていないと感じている場合、「犯罪被害に遭った人に対する

市民の理解が十分でないこと」「相談できる場所や支援してくれる組織の存在がわかりにくいこと」「社

会復帰や日常生活の再建を支援する制度が十分でないこと」が若干高くなっています。 

 

 

  

問26　犯罪被害者やその家族に関することで、人権上、特に問題だと思うことはどのようなことですか。

犯罪行為によっ
て精神的・経済
的な負担等を受
けること

事件が周囲の
噂になったり、
好奇の目で見ら
れたりすること

家族関係や友
人関係で不和が
生じること

本人や家族の
結婚に関して、
周りから反対さ
れること

犯罪被害に遭っ
た人に対する市
民の理解が十
分でないこと

相談できる場所
や支援してくれ
る組織の存在が
わかりにくいこと

％ ％ ％ ％ ％ ％

825 66.7 67.6 19.2 12.2 23.5 19.0

ある 106 69.8 69.8 13.2 23.6 18.9 17.9

ない 600 67.3 67.3 19.8 11.0 23.0 19.7

参加したことがある 200 71.0 72.0 23.0 14.0 22.5 19.0

参加したことがない 616 66.2 67.2 18.2 11.9 24.0 19.2

尊重されている 123 70.7 68.3 21.1 16.3 18.7 12.2

尊重されていない 241 70.1 68.5 18.7 10.4 27.4 20.3

どのように相談
すればよいかわ
からない、また
は相談をため
らってしまうこと

社会復帰や日
常生活の再建を
支援する制度が
十分でないこと

その他 わからない 不明・無回答

％ ％ ％ ％ ％

825 14.8 25.0 1.0 3.8 1.8

ある 106 20.8 31.1 2.8 0.9 0.9

ない 600 14.2 22.5 0.7 4.2 2.0

参加したことがある 200 17.0 28.5 1.0 2.0 0.5

参加したことがない 616 14.1 24.2 1.0 4.4 1.0

尊重されている 123 11.4 25.2 1.6 3.3 2.4

尊重されていない 241 15.8 31.5 1.2 2.1 1.2

※研修への参加状況の『参加したことがある』は「１～２回」「３～４回」「５回以上」の合計

※犯罪被害者等の人権尊重の『尊重されている』は「尊重されている」と「ある程度尊重されている」の合計、『尊重されていない』は「あまり尊重されていない」と「尊重されていない」の合計

n

n

全体

人権侵害経
験の有無

研修への
参加状況

犯罪被害者
等の人権尊

重

全体

人権侵害経
験の有無

研修への
参加状況

犯罪被害者
等の人権尊

重
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４ 人権問題を理解するための取組について 

（人権研修等への参加状況①） 

問２７ 最近（５年間）、あなたは、学校や職場、市が主催する人権問題に関する研修会や講演会な

どの人権啓発に関する行事等に参加されたことはありますか。（単数回答） 

 「参加したことがない」が７４．７％と最も高く、次いで「１～２回」が１３．６％、「５回以上」が

５．８％となっています。 

 

問２７ クロス集計 

性別でみると、男性の場合、『参加したことがある（「１～２回」「３～４回」「５回以上」の合計）』が

２９．２％で女性と比べて若干高くなっています。 

年齢別でみると、１８・１９歳では『参加したことがある』が４０．１％で他の年齢層と比べて高く

なっており、学校教育の場で人権問題に関する研修会や講演会が行われていることが要因と考えられま

す。 

職業・雇用形態別でみると、正職員（公務員、団体職員等）では『参加したことがある』が６１．８％

となっており、他の職業・雇用形態と比べて高くなっています。 

   

13.6 4.8 5.8 74.7 1.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=825）

１～２回 ３～４回 ５回以上

参加したことがない 不明・無回答

１～２回 ３～４回 ５回以上
参考：参加した
ことがある

参加したことが
ない

不明・無回答

％ ％ ％ ％ ％ ％

825 13.6 4.8 5.8 24.2 74.7 1.1

男性 326 16.3 5.2 7.7 29.2 69.6 1.2

女性 472 10.8 4.9 4.9 20.6 78.6 0.8

（　　） 17 35.3 0.0 0.0 35.3 64.7 0.0

18・19歳 15 26.7 6.7 6.7 40.1 53.3 6.7

20～29歳 74 14.9 5.4 4.1 24.4 75.7 0.0

30～39歳 132 12.9 6.8 6.1 25.8 72.7 1.5

40～49歳 137 16.1 2.9 8.0 27.0 73.0 0.0

50～59歳 181 13.3 5.0 9.9 28.2 70.7 1.1

60～69歳 138 11.6 7.2 2.9 21.7 78.3 0.0

70歳以上 137 12.4 2.2 2.2 16.8 81.0 2.2

正社員（会社員） 245 12.7 4.1 7.3 24.1 75.1 0.8

正職員（公務員、団体職員等） 68 26.5 11.8 23.5 61.8 38.2 0.0

自営業・自由業 44 11.4 2.3 2.3 16.0 81.8 2.3

パート・アルバイト・契約社員 166 12.0 5.4 3.6 21.0 78.3 0.6

嘱託・派遣社員 14 21.4 7.1 7.1 35.6 64.3 0.0

専業主婦・主夫 111 9.0 1.8 0.0 10.8 88.3 0.9

学生 42 21.4 9.5 4.8 35.7 61.9 2.4

無職・年金生活者 110 11.8 3.6 3.6 19.0 80.0 0.9

職業・雇
用形態

問27　最近（５年間）、あなたは、学校や職場、市が主催する人権問題に関する研修会や講演会などの人権啓発に関する行事等に参加されたことはあ
りますか。

全体

性別

年齢
10歳階級

n
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（人権研修等への参加状況②） 

問２７で選択肢「１～２回」～「５回以上」のいずれかを選んだ方にお聞きします。 

問２８ あなたは、人権啓発に関する行事等に参加して、人権や人権問題に対する理解・認識は深

まりましたか。（単数回答） 

 「どちらかといえば深まった」が４８．５％と最も高く、次いで「深まった」が３９．５％、「変わら

ない」が９．５％となっています。 

 

問２８ クロス集計 

市が主催する人権問題に関する研修会や講演会に参加したことがある人について、人権や人権問題に

対する理解・認識が「深まった」「どちらかといえば深まった」と回答する人が約９割あり、市の研修会

や講演会への参加には高い効果があることがわかります。 

職業・雇用形態別でみると、学生では「深まった」が５３．３％となっており、他の職業・雇用形態

と比べて若干高くなっています。 

  

39.5 48.5 9.5 

1.0 

1.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=200）

深まった どちらかといえば深まった

変わらない わからない

不明・無回答

問28　あなたは、人権啓発に関する行事等に参加して、人権や人権問題に対する理解・認識は深まりましたか。

深まった
どちらかといえ
ば深まった

変わらない わからない 不明・無回答

％ ％ ％ ％ ％

200 39.5 48.5 9.5 1.0 1.5

男性 95 41.1 47.4 10.5 1.1 0.0

女性 97 39.2 49.5 7.2 1.0 3.1

（　　） 6 33.3 50.0 16.7 0.0 0.0

18・19歳 6 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0

20～29歳 18 38.9 61.1 0.0 0.0 0.0

30～39歳 34 50.0 38.2 11.8 0.0 0.0

40～49歳 37 40.5 40.5 16.2 0.0 2.7

50～59歳 51 43.1 43.1 7.8 3.9 2.0

60～69歳 30 23.3 66.7 6.7 0.0 3.3

70歳以上 23 30.4 60.9 8.7 0.0 0.0

正社員（会社員） 59 47.5 37.3 11.9 1.7 1.7

正職員（公務員、団体職員等） 42 47.6 42.9 7.1 0.0 2.4

自営業・自由業 7 42.9 57.1 0.0 0.0 0.0

パート・アルバイト・契約社員 35 28.6 60.0 8.6 2.9 0.0

嘱託・派遣社員 5 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

専業主婦・主夫 12 25.0 58.3 8.3 0.0 8.3

学生 15 53.3 46.7 0.0 0.0 0.0

無職・年金生活者 21 28.6 61.9 9.5 0.0 0.0

n

全体

性別

年齢
10歳階級

職業・雇
用形態
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（効果的な人権啓発手法） 

問２９ あなたは、人権問題について理解や認識を深めるためには、どういうものが役立つと思い

ますか。（３つまで複数回答） 

 「小・中学校など学校での人権教育」が６２．４％と最も高く、次いで「職場や職種・業界団体等に

よる研修会、講演会等」が３０．９％、「市内で行われる研修会、講演会、人権啓発イベント等」が２２．

９％となっています。 

 

 

  

22.9 

30.9 

62.4 

16.2 

1.8 

9.5 

1.1 

2.3 

22.3 

21.7 

10.2 

17.5 

4.1 

6.5 

1.8 

5.2 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80%

市内で行われる研修会、講演会、人権啓発イベント等

職場や職種・業界団体等による研修会、講演会等

小・中学校など学校での人権教育

市の広報紙、冊子

社内報など

新聞の記事・意見広告

雑誌や週刊誌の記事

人権問題に関する書籍

テレビ・ラジオ・映画・ＤＶＤ・ビデオ

インターネット（ＳＮＳ（LINEやⅩ（旧Twitter）など））

動画配信サイト

実態を見たり、当事者の話を聞く

地域の人権課題をテーマにした住民自らの取組

様々な人権問題の解決に取り組むＮＰＯ法人等の活動等

その他

わからない

不明・無回答

全体（n=825）
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問２９ クロス集計 

性別でみると、男性では「動画配信サイト」が１３．５％、女性では「テレビ・ラジオ・映画・ＤＶ

Ｄ・ビデオ」が２５．２％で、それぞれ若干高くなっています。 

年齢別でみると、２０歳代では「インターネット」が４４．６％となっており、他の年齢層と比べて

高くなっています。また、年齢が高くなるにつれて「市内で行われる研修会、講演会、人権啓発イベン

ト等」「市の広報紙、冊子」が高くなっています。 

また、人権侵害経験がある場合や研修に参加したことがある場合、「職場や職種・業界団体等による研

修会、講演会等」がそれぞれ４０．６％、４７．５％で、人権侵害経験がない場合や研修へ参加したこ

とがない場合と比べて高くなっています。 

  

問29　あなたは、人権問題について理解や認識を深めるためには、どういうものが役立つと思いますか。

市内で行わ
れる研修
会、講演
会、人権啓
発イベント
等

職場や職
種・業界団
体等による
研修会、講
演会等

小・中学校
など学校で
の人権教育

市の広報
紙、冊子

社内報など
新聞の記
事・意見広
告

雑誌や週刊
誌の記事

人権問題に
関する書籍

テレビ・ラジ
オ・映画・Ｄ
ＶＤ・ビデオ

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

825 22.9 30.9 62.4 16.2 1.8 9.5 1.1 2.3 22.3

男性 326 25.8 31.3 60.1 14.7 2.8 7.1 1.2 2.1 19.0

女性 472 21.2 31.6 64.6 17.6 1.1 11.2 1.1 2.3 25.2

（　　） 17 29.4 11.8 64.7 11.8 5.9 5.9 0.0 0.0 5.9

18・19歳 15 6.7 13.3 66.7 6.7 0.0 6.7 0.0 0.0 26.7

20～29歳 74 9.5 31.1 60.8 6.8 4.1 10.8 4.1 2.7 23.0

30～39歳 132 11.4 33.3 66.7 10.6 2.3 3.8 2.3 1.5 20.5

40～49歳 137 20.4 32.1 70.8 14.6 1.5 3.6 0.7 1.5 18.2

50～59歳 181 19.9 39.2 59.7 14.4 2.2 6.6 0.6 2.2 19.3

60～69歳 138 31.2 29.0 67.4 20.3 2.2 12.3 0.0 2.2 30.4

70歳以上 137 43.1 20.4 51.1 28.5 0.0 21.2 0.7 3.6 23.4

ある 106 21.7 40.6 69.8 12.3 1.9 7.5 2.8 1.9 23.6

ない 600 24.3 30.2 61.2 17.7 1.5 9.3 0.8 2.5 22.2

参加したことがある 200 33.0 47.5 69.0 9.5 3.5 7.0 1.0 2.5 17.0

参加したことがない 616 20.0 26.0 61.2 18.7 1.3 10.2 1.1 2.3 24.2

インターネッ
ト（ＳＮＳ
（LINEやⅩ
（旧Twitter）
など））

動画配信サ
イト

実態を見た
り、当事者
の話を聞く

地域の人権
課題をテー
マにした住
民自らの取
組

様々な人権
問題の解決
に取り組む
ＮＰＯ法人
等の活動等

その他 わからない
不明・無回
答

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

825 21.7 10.2 17.5 4.1 6.5 1.8 5.2 1.7

男性 326 20.2 13.5 17.2 4.0 7.4 2.5 4.9 1.5

女性 472 21.4 7.8 18.0 4.4 6.1 1.3 5.5 1.5

（　　） 17 47.1 17.6 17.6 0.0 5.9 5.9 0.0 0.0

18・19歳 15 20.0 6.7 26.7 6.7 13.3 0.0 13.3 6.7

20～29歳 74 44.6 24.3 13.5 1.4 4.1 1.4 5.4 0.0

30～39歳 132 25.0 12.1 25.0 4.5 0.8 4.5 6.1 1.5

40～49歳 137 21.9 10.2 23.4 4.4 5.1 3.6 4.4 0.0

50～59歳 181 28.2 13.3 16.0 3.3 7.2 0.6 3.3 1.7

60～69歳 138 14.5 7.2 11.6 5.8 5.8 1.4 4.3 0.7

70歳以上 137 4.4 0.7 14.6 4.4 14.6 0.0 7.3 3.6

ある 106 31.1 11.3 18.9 3.8 7.5 5.7 1.9 0.9

ない 600 20.5 10.2 17.5 4.2 5.8 1.3 4.5 1.7

参加したことがある 200 21.5 9.0 23.0 6.5 7.0 1.0 1.5 0.5

参加したことがない 616 22.1 10.7 15.9 3.4 6.3 2.1 6.5 0.8

※研修への参加状況の『参加したことがある』は「１～２回」「３～４回」「５回以上」の合計

n

n

研修への
参加状況

全体

性別

年齢
10歳階級

人権侵害経
験の有無

研修への
参加状況

全体

性別

年齢
10歳階級

人権侵害経
験の有無
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５ 人権尊重の社会づくりに必要なことについて 

（人権が尊重される社会づくりに向けた施策） 

問３０ あなたは、人権が尊重される社会を実現するために、どのような人権教育や啓発の施策が

必要だと思いますか。（特に重要と思われる内容について、３つまで複数回答） 

 「学校等における人権教育を充実させる」が７４．３％と最も高く、次いで「企業、事業所における

人権尊重に向けた取組を支援する」が３６．１％、「行政が人権尊重の視点に立って様々な施策を行う」

が２１．５％となっています。 

 

 

  

74.3 

15.9 

18.5 

36.1 

18.2 

21.5 

7.5 

8.1 

21.2 

1.9 

1.1 

4.8 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80%

学校等における人権教育を充実させる

家庭での人権教育を支援する

公共施設等で行う人権教育・啓発を充実させる

企業、事業所における人権尊重に向けた取組を

支援する

行政が住民の人権意識を高めるための啓発活動を

推進する

行政が人権尊重の視点に立って様々な施策を行う

公務員等人権との関わりの深い職業に従事する人の

人権意識を高める

住民やＮＰＯ等の団体による人権尊重に向けた

取組を支援する

人権侵害を受けた人に対する救済策を充実させる

その他

特にない

わからない

不明・無回答

全体（n=825）
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問３０ クロス集計① 

性別でみると、男性、女性ともに「学校等における人権教育を充実させる」が最も高くなっています

が、女性では「人権侵害を受けた人に対する救済策を充実させる」が２５．４％で、男性と比べて若干

高くなっています。 

年齢別でみると、５０歳代以下では「企業、事業所における人権尊重に向けた取組を支援する」が約

４～５割で、６０歳代以上の年齢層と比べて若干高くなっています。一方で６０歳代以上では「公共施

設等で行う人権教育・啓発を充実させる」が高くなっており、７０歳以上では３５．０％まで上昇して

います。 

   

問30　あなたは、人権が尊重される社会を実現するために、どのような人権教育や啓発の施策が必要だと思いますか。

学校等にお
ける人権教
育を充実さ
せる

家庭での人
権教育を支
援する

公共施設等
で行う人権
教育・啓発
を充実させ
る

企業、事業
所における
人権尊重に
向けた取組
を支援する

行政が住民
の人権意識
を高めるた
めの啓発活
動を推進す
る

行政が人権
尊重の視点
に立って
様々な施策
を行う

公務員等人
権との関わ
りの深い職
業に従事す
る人の人権
意識を高め
る

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

825 74.3 15.9 18.5 36.1 18.2 21.5 7.5

男性 326 72.1 18.4 19.6 38.0 20.9 19.9 7.4

女性 472 76.3 14.6 18.6 35.4 16.5 22.7 8.1

（　　） 17 88.2 11.8 5.9 29.4 17.6 23.5 0.0

18・19歳 15 73.3 20.0 6.7 46.7 0.0 13.3 0.0

20～29歳 74 77.0 24.3 10.8 43.2 14.9 14.9 2.7

30～39歳 132 77.3 15.2 12.9 39.4 8.3 15.2 9.1

40～49歳 137 75.2 16.1 14.6 42.3 17.5 18.2 6.6

50～59歳 181 75.7 16.0 14.9 39.8 13.3 24.9 6.1

60～69歳 138 76.1 15.9 23.2 33.3 28.3 28.3 8.0

70歳以上 137 68.6 12.4 35.0 21.2 29.9 24.8 12.4

住民やＮＰ
Ｏ等の団体
による人権
尊重に向け
た取組を支
援する

人権侵害を
受けた人に
対する救済
策を充実さ
せる

その他 特にない わからない
不明・無回
答

％ ％ ％ ％ ％ ％

825 8.1 21.2 1.9 1.1 4.8 1.7

男性 326 8.9 15.6 3.7 2.5 4.6 0.6

女性 472 7.8 25.4 0.8 0.2 5.1 1.3

（　　） 17 5.9 23.5 0.0 0.0 0.0 0.0

18・19歳 15 13.3 20.0 0.0 0.0 0.0 6.7

20～29歳 74 5.4 29.7 1.4 1.4 2.7 1.4

30～39歳 132 3.0 25.0 2.3 2.3 6.1 0.8

40～49歳 137 7.3 19.0 4.4 0.7 2.9 0.7

50～59歳 181 7.7 22.1 3.3 0.0 6.6 0.6

60～69歳 138 9.4 22.5 0.0 1.4 4.3 0.7

70歳以上 137 14.6 13.1 0.0 1.5 5.8 1.5

n

n

全体

年齢
10歳階級

性別

全体

年齢
10歳階級

性別
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問３０ クロス集計② 

京田辺市民の人権意識に対する認識でみると、『思う』では「行政が住民の人権意識を高めるための啓

発活動を推進する」が２３．４％で、『思わない』と比べて高くなっています。 

京田辺市が、人権の尊重された豊かな社会になっているかという認識でみると、『思う』では「行政が

住民の人権意識を高めるための啓発活動を推進する」が２２．１％で、『思わない』に比べて若干高くな

っています。 

人権侵害経験の有無でみると、経験がある場合、「公務員等人権との関わりの深い職業に従事する人

の人権意識を高める」「人権侵害を受けた人に対する救済策を充実させる」がそれぞれ１５.１％、２８．

３％で、経験がない場合と比べて若干高くなっています。 

研修への参加状況でみると、研修に参加したことがある場合、「企業、事業所における人権尊重に向け

た取組を支援する」が４７．５％で、参加したことがない場合と比べて高くなっています。 

 

 

  

問30　あなたは、人権が尊重される社会を実現するために、どのような人権教育や啓発の施策が必要だと思いますか。

学校等にお
ける人権教
育を充実さ
せる

家庭での人
権教育を支
援する

公共施設等
で行う人権
教育・啓発
を充実させ
る

企業、事業
所における
人権尊重に
向けた取組
を支援する

行政が住民
の人権意識
を高めるた
めの啓発活
動を推進す
る

行政が人権
尊重の視点
に立って
様々な施策
を行う

公務員等人
権との関わ
りの深い職
業に従事す
る人の人権
意識を高め
る

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

825 74.3 15.9 18.5 36.1 18.2 21.5 7.5

思う 290 76.6 14.1 19.0 39.0 23.4 23.4 8.3

思わない 68 69.1 19.1 14.7 29.4 8.8 19.1 7.4

思う 276 75.0 17.0 19.2 34.8 22.1 20.3 5.4

思わない 75 70.7 14.7 20.0 30.7 14.7 17.3 10.7

ある 106 79.2 19.8 15.1 37.7 17.9 18.9 15.1

ない 600 73.0 15.7 19.7 35.7 18.7 22.0 6.0

参加したことがある 200 80.0 14.0 20.5 47.5 24.0 24.5 6.5

参加したことがない 616 72.9 16.7 18.2 33.0 16.1 20.8 7.8

住民やＮＰ
Ｏ等の団体
による人権
尊重に向け
た取組を支
援する

人権侵害を
受けた人に
対する救済
策を充実さ
せる

その他 特にない わからない
不明・無回
答

％ ％ ％ ％ ％ ％

825 8.1 21.2 1.9 1.1 4.8 1.7

思う 290 7.2 21.4 2.1 1.0 4.1 0.7

思わない 68 14.7 19.1 2.9 0.0 4.4 4.4

思う 276 7.2 22.8 2.9 0.7 4.0 0.7

思わない 75 12.0 16.0 2.7 1.3 4.0 2.7

ある 106 8.5 28.3 4.7 0.0 2.8 1.9

ない 600 8.5 20.3 1.5 1.5 4.7 1.3

参加したことがある 200 13.0 21.5 2.5 0.0 2.0 0.5

参加したことがない 616 6.7 21.3 1.8 1.5 5.7 1.6

※京田辺市民一人ひとりの人権意識は高くなっているの『思う』は「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計、　『思わない』は「どちらかといえばそう思わない」と「そう思わない」の合計

※京田辺市は、人権が尊重された豊かな社会になっているの『思う』は「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計、　『思わない』は「どちらかといえばそう思わない」と「そう思わない」の合計

※研修への参加状況の『参加したことがある』は「１～２回」「３～４回」「５回以上」の合計

n

n

人権侵害経験の有無

研修への参加状況

京田辺市は、人権が尊重され
た豊かな社会になっている

全体

京田辺市は、人権が尊重され
た豊かな社会になっている

京田辺市民一人ひとりの人権
意識は高くなっている

全体

京田辺市民一人ひとりの人権
意識は高くなっている

人権侵害経験の有無

研修への参加状況
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（京田辺市の人権教育・啓発に対する意見等） 

問３１ 京田辺市では、市民の皆様一人ひとりの日常生活の中に人権意識が根付き、人を大切にす

る社会を築くため、今後も積極的に人権教育・啓発を進めていきたいと考えています。ご意

見やご要望などがありましたら、お書きください。 

 

▼人権教育・啓発方法について 

主な意見（要約） 

京田辺市の行事として人権教育・啓発等のイベントを行っていただき、幼児のころから自然に楽

しみながら、人権教育を充実していただければと思います。 

大人になると自治体等の研修参加も面倒で、自分から参加する事はまずない。子どもの頃の道徳

の授業は記憶にない。個人は個人、いろんな人がいて一人一人を認めていくように出来る教育が

一番良いのではと思います。 

長い目で見ると、子どものうちから学校で人権学習を何度も受ける事ができたら、人権を尊重す

る事について考える機会が増え、その子ども達が大人になった時、親になった時に、また自分の

子どもに差別してはいけない事など、教育できるのではないかと思います。また、差別されて苦

しんでいる人がいたら、寄り添う事ができたり、相談できる窓口を紹介したり、と知識があれば

何かしら困っている人を助けられる事もあると思います。 

各家庭において、人権について話し合う事も大事だと思いますが、なかなかうまくいくとも思え

ません。人を思いやる心を育てるためには、学校や職場あるいは、色々なイベント等を通じ啓発

活動を行う事が大事ではないかと思います。 

小中学校の教育は大きいと感じます。また家庭教育の初期にできることもあるのではないかと考

えています。乳児幼児健診時に母親や父親への人権教育に関する機会が提供できればよいと思い

ます。 

人権教育は、子どもの頃から受ける事が重要だと思います。大人になってから考え方を改めるの

は難しいです。小学校から人権について学ぶ機会を持ち、しっかりとした教育を受ける回数を増

やすべきです。一度や二度話を聞いただけでは心に残らない教育になります。また、いじめは人

権侵害ではなく、犯罪だと思いますので、なのでそこもしっかり教育していく必要があると思い

ます。 

学生の間は人権問題について学ぶ機会が多く設けられていますが、大人に向けた教育・啓発活動

は少ないように感じます。実際、私自身も学生を終え、社会人になってから人権について学ぶ機

会はほとんどありません。自ら学ぶ意識を持たないと、そうしたイベントや講演会に足を運ぶ人

はなかなかいないと思います。職場、企業を中心に仕事の中で学べる機会が増えると良いのでは

ないかと思います。 

人権教育の研修会等を実施した場合、人権意識の高い方が参加される場合が多いと思います。本

来、人権意識の低い方に参加していただくことが重要なのですが、現実は難しいようです。例え

ば職場におけるパワハラやセクハラ研修等の参加も聴いてほしい方が参加されない場合を感じ

たことがあるので、啓発方法は難しい点があると思いますが、誰もが気軽に参加しやすいような

研修会等の企画を考えてもらえたらと思います。 
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▼人権に関する考えについて 

主な意見（要約） 

当事者にならないと、あまり深く考える機会もなく、どちらかと言えば人権に対する興味もあり

ませんでした。今まで人権侵害を受けたという認識がありませんでした。私は被差別部落（旧同

和地区）のことを知らなければ特に何も思いませんでしたが、祖母世代から「○○（地域名）は

気をつけなさい」などと聞いて偏見の目を持つ様になったので、知らなくても良い情報をわざわ

ざ教わることも、本末転倒のような気もします。 

差別されている人との交流等によって人権意識が高まるのではないかと思います。どんな気持ち

で生きているのか、また自分はどんな気持ちで接しているのか、お互いに理解できる部分がある

ような気がします。 

違和感をもった時に気軽に相談出来る窓口がもっと周知されるとよいと思います。そして、そう

いう内容を共有出来ると更に良いと思います。人権という固い言葉ではなく、人と人がお互いを

認め合い分かり合えなくとも尊重出来る社会になればいいと考えています。そのためにも多様な

人々、考え方、文化などを知る機会が増えることを望んでいます。 

すぐに答えは出ないかも知れませんが、種々の問題の中身を正確に知る事が大切だと思います。 

日本全体として、男性の権利や尊厳が軽視されがちなのが気になります。現に、このアンケート

にもその観点に立った質問はありませんでした。 

人権を守ることは大事であり、そのための施策も重要だと思いますが、いわゆる少数派を守る意

識が強すぎて、少数派の方が優遇されるような対策は意味ないので、あくまで公平にお願いしま

す。 

まだまだ人権差別は残っているし、また半世紀前には議題にならなかった新たな人権差別（例：

LGBT など）もでてきています。これら人権差別に対する行政の方策は重要であると考えます。 

 

▼その他のご意見・感想など 

主な意見（要約） 

同性婚の取組みや制度が進めばよいと思います。同性だけではなく、男女間でも籍に関係なくパ

ートナー証明などあれば、より暮らしやすい市になるのではと感じます。 

生活について様々な不安があります。相談できる場や、支援等、教えていただけたらと思います。 

今回のアンケートもそうですが、難しい言葉や文面でなく、子どももわかるような身近に興味が

持てるような発信の方法を考えて頂きたいと感じました。 

本アンケートにおいては、「知らない」「分からない」の回答を多数せざるを得ませんでした。

日常の暮らしの中で、そのような事態に遭遇することがなく、テレビ等のメディアによる情報の

みで知ることになります。そのような中で、自分の意見とは、中々持てないものです。 
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６ 回答者自身のことについて 

（性別） 

問３２ あなたの性別を教えてください。（単数回答） 

 「男性」が３９．５％、「女性」が５７．２％、「（   ）」が２．１％となっています。 

 

選択肢「（   ）」の回答内容 

答えたくない 

この質問自体が LGBTs 人権問題ではないのか？ 

答えたくない。どの性でも同じ答えになるので 

設問自体がナンセンス 

これこそ男女関係ないと思う 

 

 

参考 問３２の京都府調査（令和２年度）との比較 

京田辺市（Ｒ６）と京都府（Ｒ２）の調査結果に大きな差はみられません。 

 

※本市調査の選択肢「（  ）」は、京都府調査では「答えたくない」と対応させている。 

 

 

 

  

39.5 57.2 

2.1 

1.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=825）

男性 女性 （ ） 不明・無回答

39.5 

41.9 

57.2 

53.4 

2.1 

2.0 

1.2 

2.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

京田辺市（R6）

（n=825）

京都府（R2）

（n=1,531）

男性 女性 （ ）／答えたくない 不明・無回答
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（年齢） 

問３３ あなたの年齢を教えてください。（単数回答） 

 「５０～５４歳」が１１.５％と最も高く、次いで「５５～５９歳」が１０．４％、「３５～３９歳」

が１０．２％となっています。 

 

問３３ クロス集計 

性別でみると、男性・女性ともに「５０～５４歳」が最も高く、それぞれ１２．６％、１１．２％と

なっています。 

  

1.8 

5.1 

3.9 

5.8 

10.2 

7.3 

9.3 

11.5 

10.4 

9.1 

7.6 

8.2 

8.4 

1.3 

0% 5% 10% 15%

18・19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75歳以上

不明・無回答

全体（n=825）

2.8 

5.8 

4.6 

5.5 

10.1 

7.4 

8.3 

12.6 

11.3 

8.0 

7.4 

8.3 

8.0 

0.0

0% 5% 10% 15%

18・19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75歳以上

不明・無回答

男性（n=326）

1.1 

4.7 

3.2 

6.4 

10.6 

6.6 

10.4 

11.2 

9.7 

9.7 

8.3 

8.7 

9.1 

0.4 

0% 5% 10% 15%

18・19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75歳以上

不明・無回答

女性（n=472）
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参考 問３３の京都府調査（令和２年度）との比較 

性別でみると、京田辺市（Ｒ６）では男性、女性ともに「５０～５９歳」がそれぞれ２３．９％、２

１．０％で高くなっています。京都府（Ｒ２）では男性で「６０～６９歳」が１９．３％と最も高いの

に対し、女性は「４０～４９歳」と「５０～５９歳」がともに１６．６％と最も高くなっています。 

 

 

（職業） 

問３４ あなたの職業・雇用形態は、次のうちどれですか。（主なものを単数回答） 

 「正社員（会社員）」が２９．７％と最も高く、次いで「パート・アルバイト・契約社員」が２０．１％、

「専業主婦・主夫」が１３．５％となっています。 

  

13.2

15.6

15.6

23.9

15.3

0.0

10.4

11.4

13.4

14.6

19.3

0.0

0% 10% 20% 30%

18～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

不明・無回答

男性

京田辺市（R6）（n=326）

京都府（R2）（n=642）

8.9

16.9

16.9

21.0

18.0

0.4

10.9

11.1

16.6

16.6

16.3

0.0

0% 10% 20% 30%

18～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

不明・無回答

女性

京田辺市（R6）（n=472）

京都府（R2）（n=818）

29.7 

8.2 

5.3 

20.1 

1.7 

0.0 

13.5 

5.1 

13.3 

1.7 

1.3 

0% 10% 20% 30% 40%

正社員（会社員）

正職員（公務員、団体職員等）

自営業・自由業

パート・アルバイト・契約社員

嘱託・派遣社員

家庭内の賃仕事（内職）

専業主婦・主夫

学生

無職・年金生活者

その他

不明・無回答

全体（n=825）
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問３４ クロス集計 

性別でみると、男性は「正社員（会社員）」が４５．７％、女性は「パート・アルバイト・契約社員」

が２８．４％でそれぞれ最も高くなっています。 

年齢別でみると、１０歳代は「学生」、２０～５０歳代は「正社員（会社員）」、６０歳代は「パート・

アルバイト・契約社員」、７０歳以上は「無職・年金生活者」が高くなっています。 

 

  

問34　あなたの職業・雇用形態は、次のうちどれですか。

正社員（会
社員）

正職員（公
務員、団体
職員等）

自営業・自
由業

パート・アル
バイト・契約
社員

嘱託・派遣
社員

家庭内の賃
仕事（内職）

％ ％ ％ ％ ％ ％

825 29.7 8.2 5.3 20.1 1.7 0.0

男性 326 45.7 9.8 7.4 7.7 2.1 0.0

女性 472 19.1 7.0 4.2 28.4 1.3 0.0

（　　） 17 23.5 17.6 0.0 41.2 5.9 0.0

18・19歳 15 0.0 0.0 0.0 13.3 0.0 0.0

20～29歳 74 36.5 6.8 1.4 8.1 0.0 0.0

30～39歳 132 44.7 16.7 3.8 17.4 0.8 0.0

40～49歳 137 45.3 15.3 4.4 22.6 1.5 0.0

50～59歳 181 44.2 8.3 8.3 27.1 2.8 0.0

60～69歳 138 12.3 3.6 5.8 31.2 2.9 0.0

70歳以上 137 0.0 0.0 6.6 8.8 1.5 0.0

専業主婦・
主夫

学生
無職・年金
生活者

その他
不明・無回
答

％ ％ ％ ％ ％

825 13.5 5.1 13.3 1.7 1.3

男性 326 0.3 6.7 17.8 2.5 0.0

女性 472 23.3 4.2 10.8 1.1 0.6

（　　） 17 0.0 0.0 5.9 5.9 0.0

18・19歳 15 0.0 86.7 0.0 0.0 0.0

20～29歳 74 1.4 37.8 6.8 1.4 0.0

30～39歳 132 11.4 0.8 2.3 2.3 0.0

40～49歳 137 8.8 0.0 0.7 1.5 0.0

50～59歳 181 7.7 0.0 1.1 0.6 0.0

60～69歳 138 25.4 0.0 17.4 1.4 0.0

70歳以上 137 24.8 0.0 54.7 2.9 0.7

n

n

性別

年齢
10歳階級

全体

性別

年齢
10歳階級

全体
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Ⅳ 資料編 

市民意識調査票 
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